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第１章 

長寿安心プランの趣旨 





第１章 長寿安心プランの趣旨 

 

1 

第１節  計画策定の趣旨と位置付け 

 

１ 計画策定の趣旨 

我が国の総人口に占める 65 歳以上の高齢者の割合（高齢化率）は、1994 年（平成６

年）には、「高齢社会」といわれる 14％を超えています。2023 年（令和５年）６月現

在では 29%（総務省統計局人口推計）を超えており、国民の 3.4 人に１人が 65 歳以上

の高齢者、6.3 人に１人が 75 歳以上という「本格的な高齢社会」となっています。高齢

化率は今後も上昇を続け、「団塊ジュニア」といわれる世代が 65 歳以上となる 2040 年

には、国民の 2.9 人に１人が 65 歳以上という、極めて高齢化が進んだ社会となることが

予想されています。また、高齢化の進展に伴って認知症高齢者の数も増加し、2012 年

（平成 24 年）時点で全国に 462 万人いるとされている認知症高齢者が、2025 年には

700 万人に達し、2040 年には 800 万人を上回ると推計されています。 

本市においても、2000 年（平成 12 年）の介護保険制度スタート時には 16％であっ

た高齢化率が、2023 年（令和５年）11 月現在では 27％（住民基本台帳人口）を超え

ており、全国平均を下回っているものの、高齢者人口は年々増加傾向にあります。 

このような諸外国に例をみないスピードで進行する高齢化に対応するため、国はこれま

で「地域包括ケアシステム」の深化・推進を進めているところであり、2024 年度（令和

６年度）からの介護保険制度の改正においては、地域包括支援センターの体制整備及び介

護サービス事業者の経営情報の報告義務化などが図られています。 

一方、本市においては、2014 年（平成 26 年）、本市の地域性を踏まえた地域包括ケ

アシステムの構築を目指し、2025 年を見据えた基本的な施策のあり方を整理した「金沢

市地域包括ケアシステム推進基本構想」を策定しており、2021 年（令和３年）にはその

中期的取組を実施計画に盛り込んだ老人福祉計画・介護保険事業計画である「長寿安心プ

ラン２０２１」を策定しました。この計画においては、高齢者のニーズや状態の変化に応

じて必要なサービスを切れ目なく提供する「地域包括ケア」を推進するため、「多様な住

まいの確保」、「介護サービス・在宅医療の提供体制の充実」、「生活支援・介護予防の

提供体制の充実」、「高齢者の社会参加の促進」、「認知症の方を支える体制の充実」、

「高齢者を支える重層的ネットワーク体制の構築」及び「市民への適切な情報提供と市民

参加の促進」の７項目を施策目標として掲げ、各種の高齢者福祉施策に取り組んできまし

た。 

このたび、「長寿安心プラン２０２１」の計画期間（2021 年度（令和３年度）～

2023 年度（令和５年度））が満了することから、これまでの計画を検証するとともに、

介護保険の制度改正及び「金沢市地域包括ケアシステム推進基本構想」の内容等を踏まえ、

計画を見直し、本計画「長寿安心プラン２０２４」を策定するものです。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、老人福祉法及び介護保険法の規定に基づき、その内容を定め、老人福祉計画

と介護保険事業計画を一体的に策定しています。 

(1) 老人福祉計画と介護保険事業計画の関係 

老人福祉計画は、健康な高齢者、生活支援を必要とする高齢者、介護を必要とする高齢

者等の本市の全ての高齢者に関する政策全般を定めています。 

介護保険事業計画は、介護を必要とする高齢者を対象とした介護保険サービスの必要量

や、地域における自立した日常生活を支援するための総合的な施策などを実施する地域支

援事業の必要量など、介護保険事業の円滑な実施に関する事項を定めています。 

このように、本計画は、老人福祉計画と介護保険事業計画を一体のものとして策定して

おり、健康づくり、介護予防、認知症施策、生活支援、介護など、高齢者の生活全体を支

える事項を定めた総合計画です。 

(2) 上位計画との関連 

本計画は、本市の都市像「未来を拓く世界の共創文化都市・金沢」を踏まえ、実施すべ

き施策を取りまとめた「重点戦略計画（名称未定）」や地域共生社会の実現に向けた「金

沢市地域福祉計画」を上位計画として位置付けるとともに、「金沢市地域包括ケアシステ

ム推進基本構想」（2025 年に満了）を踏まえ、「金沢健康プラン」や「金沢市住生活基

本計画」、「ノーマライゼーションプラン金沢」、「金沢市障害福祉計画」、「金沢市地

域防災計画」、「金沢市新型インフルエンザ等対策行動計画」とも調和を図り策定しまし

た。 

また、本市を含む広域的な計画である「石川県老人福祉計画」及び「石川県介護保険事

業支援計画」とも整合性を持つものです。（図１） 
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■図１ 長寿安心プラン２０２４の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

     

【都市像】 
未来を拓く世界の共創文化都市・金沢 

～すべての人々と共に、心豊かで活力ある未来を創る～ 
 

【重点戦略計画】 
（都市像を実現するため、実施すべき施策を取りまとめ） 
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第２節  計画の期間と見直し 

１ 計画の期間 

第９期の計画期間は、2024 年度（令和６年度）から 2026 年度（令和８年度）まで

の３年間です。 

２ 計画の見直し 

計画は３年ごとに、社会情勢や市民の意識等の変化に対応するため見直すこととされて

おり、計画の達成状況の点検や事業の実施状況の評価を行い、計画の見直しを行います。 

次期の見直しは 2026 年度末までに行い、2027 年度から 2029 年度までの第 10 期

計画を策定する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節  計画策定の経緯と計画推進体制 

１ 計画策定の経緯 

2000 年（平成 12 年）７月、被保険者をはじめ介護に関する知識経験を持つ方、事業

者、各種団体の代表からなる金沢市介護保険運営協議会が設置されました。 

第９期事業計画の策定に当たっては、金沢市介護保険運営協議会のもとに2023年（令

和５年）２月に、委員９名からなる長寿安心プランワーキングチーム（作業部会）を結成

し、検討を進めてきました。 

検討に当たっては、高齢者を取り巻く現状と介護サービスの利用状況を把握するととも

に、「長寿安心プラン２０２１」の施策目標に対する具体的取組の評価を行いました。ま

た、2022年度（令和４年度）には、本市在住の65歳以上の方13,000人を対象に「介

護予防・日常生活圏域ニーズ調査」を行い、高齢者の日常生活や健康状態を調査すること

で、運動機能などが低下し要介護状態となるリスク要因の分析や、日常生活圏域ごとの地

域課題の特徴を把握しました。併せて、「在宅介護実態調査」及び「介護労働実態調査」

を実施し、要介護者の在宅生活の継続や介護人材確保の取組の推進へ向けた現状の把握を

行いました。さらに、市民フォーラムの開催や Web アンケートの実施、骨子案に関する

 
   

第９期計画 

団塊世代が 75 歳に 

2015-2017 2024-2026 

団塊世代が 65 歳に 

金沢市地域包括ケアシステム推進基本構想の取組期間（2015～2025） 

第６期計画 

 2015-2017 

第７期計画 

 2018-2020 

第８期計画 

 2021-2023 

第 10 期計画 

 2027-2029 
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動画配信等の情報発信を行い、骨子案のパブリックコメント以外にも市民の方々への情報

提供や意見聴取に努めてきました。 

このように検討を重ね、第８期事業計画における現状と課題、そして、介護保険の制度

改正及び「金沢市地域包括ケアシステム推進基本構想」の内容や市民の方々のご意見を踏

まえ、今後の方策を打ち出し「長寿安心プラン２０２４」を策定しました。 

 

２ 計画推進体制 

第９期事業計画の推進にあたっては、引き続き金沢市介護保険運営協議会で施策等の実

施状況や介護保険制度全般にわたる重要事項について、十分な調査、審議を行い、市民の

方々との協働に努めていきます。 

また、金沢市介護保険運営協議会には、専門部会（図２）が設置されています。介護サ

ービス等向上専門部会は、介護サービス等の指定基準、介護サービス等の量の拡充と質の

向上に向けた検討、地域密着型サービス事業者等の指定に関すること等について調査及び

協議を行っています。地域包括支援センター専門部会は、地域包括支援センターに関する

ことについて調査及び協議を行っています。介護予防・生活支援専門部会は、介護予防・

日常生活支援総合事業に関することや、生活支援コーディネーターの配置等に係る事業に

関することについて調査及び協議を行っています。金沢市地域包括ケアシステム推進基本

構想評価専門部会は、構想の進捗状況の定期的な評価、見直しに関することについて調査

及び協議を行っています。また、地域包括支援センター専門部会と金沢市地域包括ケアシ

ステム推進基本構想評価専門部会とを合同で開催し、地域包括支援センターの機能強化と

日常生活圏域のあり方について検討を行っています。 
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■図２ 計画策定・推進体制図 
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介護予防・生活支援専門部会 

・介護予防・日常生活支援総合事業に関する

こと 

・ボランティアの活用に関すること 

・生活支援コーディネーターの配置等に係る
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３ 進捗管理 

計画の推進にあたっては、計画を効果的かつ実効性のあるものとするため、ＰＤＣＡサ

イクルによる進捗管理を行っていく必要があります。 

そこで、毎年担当部局において、個々の事業の実施状況を自己点検するとともに評価を

実施し、改善を図っていきます。評価結果については、金沢市介護保険運営協議会に報告

し、客観的視点からの改善も図ります。 

また、社会状況の変化や国の制度改正等に対して柔軟に対応し、必要に応じて目標等の

見直しに努めていきます。 

さらに、保険者機能強化推進交付金や介護保険保険者努力支援交付金の指標も活用して、

事業の評価、改善を図っていきます。（図３） 

 

■図３ ＰＤＣＡサイクルを活用した進捗管理 
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第４節  日常生活圏域 

１ 日常生活圏域の設定 

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるためには、身近な生活圏域で様々なサ

ービスが利用できる基盤整備が必要です。そのため、「長寿安心プラン」では、「日常生

活圏域」という身近な生活圏域を単位として、その地域の特性やニーズに応じたサービス

必要量を見込み、サービス基盤整備を行っています。 

日常生活圏域は、①地理的条件、②人口規模と高齢化率、③交通事情、④その他社会的

条件など地域の特性やニーズを考慮して、本計画で設定しています。 

本市では、古くからのコミュニティ活動が根づいており、地区社会福祉協議会、民生委

員児童委員協議会、町会、婦人会等の地域活動の単位は小学校区を一地区と考える「校下」

という考え方があり、地域福祉計画における「地域」は小学校区を前提にしています。 

一方、地域包括支援センターは、複数の地区社会福祉協議会の地域を概ね中学校区ごと

にまとめ、担当区域としています。小学校区では地域ごとの高齢者数に大きな差があるこ

と、また小学校区ごとに施設整備を考えると過大になることや、施設整備については地域

の特性やニーズの的確な把握、各種団体等との連携や指導のしやすさ等を考慮すべきこと

から、地域の基本単位である地区社会福祉協議会（概ね小学校区）を中学校区程度にグル

ープ化し、団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据え、日常生活圏域の区割りの見

直しを行いました。その結果、従来の 19 圏域から、新たに１つの日常生活圏域を加えた

20 の圏域で、令和６年度より運用していきます。（11 ページ参照） 
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２ 金沢市地域包括支援センター 

地域包括支援センターは、日常生活圏域で地域包括ケア1を有効に機能させるために、

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員の専門職種を配置し、多職種が力を合わせ、そ

の専門知識や技術を互いに活かしながら、個別のサービスの調整も行う地域の中核機関と

して設置され、公平・中立の立場で介護支援を行います。また、要支援状態に相当する比

較的介護の度合いが軽度な方に対する介護予防・日常生活支援総合事業その他の介護予防

事業における介護予防ケアマネジメント2も行っています。 

本市では、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員らで構成する職員４人体制とする

ほか、事務職員に加え、令和６年度からケアプラン専従職員を配置するなどして、地域包

括支援センターの機能強化を図っています。 

また、日常生活圏域ごとに配置した認知症地域支援推進員3とも連携しながら、認知症

の方ができる限り住み慣れた環境で暮らし続けることができるよう、認知症の方やその家

族を支援する相談業務等を行っています。さらに、今後、高齢者の生活支援・介護予防サ

ービス体制を整備するため、全市域及び日常生活圏域に配置されている生活支援コーディ

ネーター4と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実や高齢者の社会参加を推

進していきます。そのほか、医療機関や関係団体等との連携強化、地域包括支援センター

を中心とした地域ネットワークの充実、高齢者虐待や支援困難ケースへの相談体制のさら

なる強化等にも取り組んでいきます。（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が切れ目

なく提供されること。 

2 対象者の自立支援の視点からニーズに合った適切なサービスが提供されるよう、課題分析、

連絡調整、事後評価等の必要な援助を行うこと。 

3 認知症の方ができる限り住み慣れた良い環境で暮らし続けることができるよう、地域の実情

に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の方やそ

の家族を支援する相談業務等を行う。 

4 高齢者の生活支援・介護予防サービスの提供体制整備を推進していくことを目的とし、地域

の人材や企業、ＮＰＯ等の諸団体を把握し、関係者のネットワーク化や地域の支援ニーズとサ

ービス提供主体とのマッチングなどのコーディネート機能（主に資源開発やネットワーク構築

の機能）を果たす者のこと。 
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保 険 者 運営方針の明示 

                       
地域包括支援センター運営協議会 

■図４ 金沢市地域包括支援センターの機能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①関係機関との連携 

②センターの公正・中立な運営の確保 

 
介護予防ケアマネジメント 

■高齢者などからの権利擁護にかかわる相談等

への対応 

■成年後見制度を円滑に利用できるように情報

提供 

虐待防止などの権利擁護事業 

■高齢者が住み慣れた地域で暮らせるよう、か

かりつけ医、介護支援専門員など多職種協

働・連携による長期継続的なケアマネジメン

トを支援 

・施設・在宅連携、多職種連携の実現のための支

援 

・介護支援専門員の日常的個別指導・相談 

・支援困難事例等に対する介護支援専門員への指

導・助言 

 

 

 

 

■個別事例の検討、地域課題の集約・検討 

 地域のネットワークの構築 

 

包括的・継続的マネジメント 

 

 地域ケア会議（100 ページ参照） 

などによる多職種調整機能の強化 

 

 

■ワンストップ相談→多面的（制度横断 

         的）支援の展開 

・実態把握 

・初期相談対応 

・専門相談支援など 

地域支援の総合相談 

行政機関、保健所、

福祉健康センター、

医療機関など必要な

サービスにつなぐ 

連携・協働 

ボランティア 

介護サービス事業者 

医療職 

リハビリテーション職 

地区社会福祉協議会 

生活支援コーディネーター 

民生委員 

保健師 

社会福祉士 

主任介護支援専門員 

（認知症地域支援推進員を 

日常生活圏域ごとに配置） 

（事務職員）（ケアプラン専従職員） 

運営・活動支援 

■要介護状態となることの予防と要介

護状態の悪化予防の一体的対応 

・要支援認定者及び要支援状態に相当する

比較的軽度な方のケアプランの作成、健

康づくりや介護予防の支援 

※ケアマネジメントは、居宅介護支援事

業所へ委託も可 
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３ 日常生活圏域の区域と金沢市地域包括支援センター 

 

圏域 
日常生活圏域の区域 

（社協・民協地区名） 
金沢市地域包括 
支援センター 

担  当 
福祉健康センター 

① 森本 きしかわ 

元町福祉健康 

センター 

② 小坂・千坂 ふくひさ 

③ 浅野・森山・夕日寺 かすが 

④ 
長町・松ヶ枝・長土塀・芳斉・ 

此花・瓢箪・馬場 
おおてまち 

⑤ 材木・味噌蔵 さくらまち 

⑥ 犀川・湯涌・浅川 たがみ 

⑦ 諸江・浅野川・川北 もろえ 

駅西福祉健康 

センター 

⑧ 鞍月・粟崎・大野・金石 くらつき 

⑨ 大徳 えきにしほんまち 

⑩ 長田・戸板・西 ひろおか 

⑪ 米丸・新神田 まぎら 

⑫ 二塚・安原 きたづか 

⑬ 新竪・菊川・小立野 とびうめ 

泉野福祉健康 

センター 

⑭ 崎浦・内川 みつくちしんまち 

⑮ 十一屋・泉野・長坂台 ながさか 

⑯ 野町・中村・弥生 いずみの 

⑰ 三馬・米泉 ありまつ 

⑱ 富樫・伏見台 やましな 

⑲ 額・扇台・四十万 ぬか 

⑳ 押野・西南部・三和 かみあらや 
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コラム 地域包括ケアシステム 

 

高齢者が住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを継続できるよう、住まい・医療・介

護・介護予防・生活支援等が提供される「地域包括ケアシステム」の構築が求められてい

ます。特に団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を視野に入れ、本市の地域性を踏まえ

た地域包括ケアシステムを構築するため、「金沢市地域包括ケアシステム推進基本構想」

を 2014 年（平成 26 年）に策定しました。 

策定後は、国の制度改正や社会状況の変化等を反映させるべく、基本構想の見直しを図

ったほか、地域包括ケアシステムの実現に向けて全庁横断的に取り組み、その進捗を定期

的に評価・検証してきました。その結果、2022 年度（令和４年度）末時点では、９割以

上の事業がおおむね計画どおりに実施されています。 

基本構想としての一定の役割が果たされた今、基本構想が満了する2025年を目途に、

長寿安心プラン2024へ移行することといたしました。移行後は、高齢者のみならず多様

な地域住民を含めた「地域共生社会5」の実現に向け、様々な計画との調和を図りながら、

地域包括ケアシステム体制を維持していきます。 

 ■図５ 地域包括ケアシステムの概念図 

 
5 高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える

側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひと

りが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会のこと。 

出典：三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング「＜地域包括ケア研究会＞地域包括ケアシステムと地域マネジメント」 
（地域包括ケアシステム構築に向けた制度及びサービスのあり方に関する研究事業）、 
平成 27 年度厚生労働省老人保健健康増進等事業、2016 年 
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第１節  人口及び世帯の現状 
 

１ 人口の現状 

2020 年度（令和２年度）の本市の人口は、約 46 万３千人で、そのうち 65 歳以上の

人口は約12 万４千人（26.7％）を占めており、2025 年度（令和7 年度）には、約13

万人（27.9％）まで増加すると推計されています。（図６） 

本市の人口の年齢構成比をみると、2000 年度（平成 12 年度）においては、現役世代

（15～64 歳）4.3 人に対し高齢者（65 歳以上）１人となっていましたが、2025 年度

（令和 7 年度）には、現役世代 2.2 人に対し高齢者１人となることが見込まれており、高

齢者の割合が高まっています。（図７） 

■図６ 金沢市の人口と高齢化率の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■図７ 金沢市の人口の年齢構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7% 13.9% 13.7% 12.9% 12.1% 11.8%

69.2% 67.7% 65.2% 62.2% 61.1% 60.3%
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40%

60%

80%
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2000(H12) 2005(H17) 2010(H22) 2015(H27) 2020(R2) 2025(R7)

出典：2020 年まで 総務省統計局「令和２年国勢調査結果」 

   2025 年   「日本の地域別将来推計人口（令和 年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに作成 

出典：2020 年まで 総務省統計局「令和２年国勢調査結果」 

   2025 年   「日本の地域別将来推計人口（令和 年推計）」（国立社会保障・人口問題研究所）をもとに作成 
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２ 世帯の現状 

2020 年（令和２年）国勢調査報告によると、本市における一般世帯数は 207,119 世

帯で、65 歳以上の親族がいる世帯は 75,154 世帯（36.3％）を占めています。このう

ち、高齢単身世帯は21,358世帯（10.3％）、高齢夫婦世帯は22,229世帯（10.7％）

となっています。（表１）  

■表１ 世帯の状況 

区    分 一般世帯 
65歳以上の世帯員のいる世帯 

 高齢単身 
世帯 

高齢夫婦 
世帯 

その他 
同居世帯 

1985年 
(昭和60年) 

世帯 140,699 32,287 3,809 4,912 23,566 

構成比 100.0% 22.9% 2.7% 3.5% 16.7% 

1990年 
(平成2年) 

世帯 154,257 37,022 5,316 7,597 24,109 

構成比 100.0% 24.0% 3.4% 4.9% 15.6% 

1995年 
(平成7年) 

世帯 168,833 43,050 7,273 9,380 26,397 

構成比 100.0% 25.5% 4.3% 5.6% 15.6% 

2000年 
(平成12年) 

世帯 174,888 48,710 9,635 12,030 27,045 

構成比 100.0% 27.9% 5.5% 6.9% 15.5% 

2005年 
(平成17年) 

世帯 180,776 54,582 12,340 14,218 28,024 

構成比 100.0% 30.2% 6.8% 7.9% 15.5% 

2010年 
(平成22年) 

世帯 190,871 61,812 14,813 16,834 30,165 

構成比 100.0% 32.4% 7.8% 8.8% 15.8% 

2015年 
(平成27年) 

世帯 199,185 71,923 19,497 20,435 31,991 

構成比 100.0% 36.1% 9.8% 10.2% 16.1% 

2020年 
(令和2年) 

世帯 207,119 75,154 21,358 22,229 31,567 

構成比 100.0% 36.3% 10.3% 10.7% 15.2% 

 参 考 
 2020年 
(令和2年) 

県 100.0% 44.0% 11.1% 12.6% 20.2% 

国 100.0% 40.7% 12.1% 11.7% 16.9% 

 

  

出典：総務省統計局「令和２年国勢調査結果」 
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第２節  介護保険の現状 

１ 要支援・要介護認定者数と要介護認定率の推移 

要支援・要介護認定者数の年度別推移を見ると、2000 年（平成 12 年）４月の第１期

当初の認定者数は 7,962 人でしたが、2023 年（令和５年）４月現在では 24,181 人

（約 3.0 倍）と大きく伸びています。また、要介護認定率は、2006 年（平成 18 年）か

らおおむね横ばいで推移しています。（図８） 

なお、2006 年（平成 18 年）４月から旧要支援・要介護１の方が、要支援１・要支援

２・要介護１に区別されています。 

■図８ 要支援・要介護認定者数と要介護認定率の推移 

 

 

 

 

 

 

■図９ 要支援・要介護認定者の割合（2023年（令和５年）４月） 
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2003.4 
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2012.4 

(H24.4) 

2015.4 

(H27.4) 

2018.4 

(H30.4) 

2021.4 

(R3.4) 

2022.4 

(R4.4) 

2023.4 

(R5.4) 

要支援（旧） 781  1,221  - - - - - - - - 

経過的要介護 - - 1,558  - - - - - - - 

要支援１ - - 99  1,662  2,770  3,817  2,458  3,074  3,271  3,264  

要支援２ - - 99  3,504  3,345  3,399  3,080  3,492  3,436  3,531  

要介護１ 2,009  4,156  6,046  2,684  3,232  3,874  4,621  5,215  5,219  5,233  

要介護２ 1,650  2,664  2,776  3,157  3,691  3,841  4,157  4,350  4,343  4,326  

要介護３ 1,287  1,743  2,154  2,929  2,831  3,049  3,007  3,159  3,200  3,251  

要介護４ 1,293  1,507  1,801  2,138  2,271  2,414  2,512  2,564  2,658  2,660  

要介護５ 942  1,479  1,591  1,822  1,926  1,876  1,817  1,726  1,746  1,916  

合計  7,962  12,770  16,124  17,896  20,066  22,270  21,652  23,580  23,873  24,181  

要介護認定率 11.2% 16.4% 19.5% 19.4% 19.7% 20.0% 18.5% 19.1% 19.3% 19.5% 

13.5% 14.6% 21.6% 17.9% 12.5％ 11.0% 7.9%
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２ 介護保険給付費の推移 

介護保険給付費の年度別推移を見ると、2000 年度（平成 12 年度）の居宅サービスの

給付費は約 41 億円、施設サービスは約 96 億円で、給付費の総額は以降各期で増加が続

いています。ただし、一部のサービスが介護予防・日常生活支援総合事業6に移行したこ

とに伴い、2018 年度（平成 30 年度）の増加幅は緩やかになっています。 

居宅サービスと地域密着型サービス7を合わせた給付費の割合も、各期で増加が続き、

第８期目の 2021 年度（令和３年度）には、72.5％に増加しています。その中でも、地

域密着型サービスについては、居宅サービスからの移行や新サービスの創設等によって、

期を追う毎に介護保険給付費全体に占める割合が増加し続けています。 

一方で、施設サービスの給付費は各期で大きな差は無く、期を追う毎に介護保険給付費

全体に占める割合は減少し続けています。 

2023 年度（令和 5 年度）の給付費は、居宅サービスが 188 億円、地域密着型サービ

スが 88 億円、施設サービスが 97 億円となっており、居宅サービスと地域密着型サービ

スを合わせた給付費が全体の約 74.0％になることが見込まれています。（図 10） 

■図10 介護保険給付費の推移  

 

 

 

 

 

 

 
6 住民等の多様な主体により様々なサービスを充実させることで地域の支え合いの体制づくり

を推進し、効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指す制度。106ページを参照。 

7 要介護（要支援）認定を受けた方ができる限り住み慣れた地域での生活を継続できるよう

に、身近な地域において提供されるサービス。各サービスの詳細については69～71ページを

参照。 

2000
(H12)

2003
(H15)

2006
(H18)

2009
(H21)

2012
(H24)

2015
(H27)

2018
(H30)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023 

(R5)

見込

施設サービス 96 112 112 111 107 104 98 97 96 97

地域密着型サービス(B) 20 25 41 53 75 82 85 88

居宅サービス(A) 41 86 93 120 151 170 157 174 177 188

(A)＋(B)の給付割合 29.9% 43.4% 50.2% 56.6% 64.2% 68.2% 70.3% 72.5% 73.2% 74.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

50

100

150

200

250

300

350

400
（億円）

施設サービス

地域密着型サービス(B)

居宅サービス(A)

(A)＋(B)の給付割合

（年度）



 

第３章 

第８期計画の達成状況と 

高齢者を取り巻く課題 





第３章 第８期計画の達成状況と高齢者を取り巻く課題 

 

17 

第１節  計画の達成状況及び評価 

 

１ 長寿安心プラン２０２１の達成状況 

｢長寿安心プラン２０２１｣では、施策目標の達成のため、30 項目の達成目標を設定し

ました。2023 年度（令和５年度）目標を達成見込みである項目は 30 項目中 18 項目で

あり、12 項目が未達成となっています（表２）。未達成となった要因は様々ですが、要

因の一つとして新型コロナウイルス感染症の拡大による影響が挙げられます。 

■表２ 長寿安心プラン２０２１の達成状況 

項目 
2019 年度 

現状 

2023 年度 

達成目標 

2021 年度 

実績 

2022 年度 

実績 

2023 年度 

実績見込み  
施策目標 介護サービス・在宅医療の提供体制の充実  

① 認定調査票点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検  

② 認定調査員研修 年２回実施 年２回実施 年２回実施 年２回実施 年２回実施 
 

③ ケアプラン点検数 69件点検 70件以上 70件 70件 70件 
 

④ 住宅改修施工前点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検  

⑤ 住宅改修施工後点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検 
 

⑥ 住宅改修施工後訪問確認 64件点検 65件以上 65件 65件 65件 
 

⑦ 福祉用具購入の点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検  

⑧ 福祉用具貸与の点検 
軽度者全件

点検 

軽度者全件

点検 

軽度者全件

点検 

軽度者全件

点検 

軽度者全件

点検 

 

⑨ 縦覧点検の実施月数 12月実施 12月実施 12月実施 12月実施 12月実施  

⑩ 医療情報との突合の実施月数 12月実施 12月実施 12月実施 12月実施 12月実施 
 

⑪ 介護給付費通知実施月数 12月実施 12月実施 12月実施 12月実施 12月実施  

⑫ 
ケアワーカーカフェ 

（参加者数／回） 
5.2 人 6人以上 － 7人 １人  

施策目標 生活支援・介護予防の提供体制の充実  

⑬ 

ロコモティブシンドローム

（運動器症候群）を認知して

いる人の割合の増加 

41.6% 

(2016年度) 
80% － 38.5% 

38.5% 

(2022年度) 

 

⑭ 
低栄養傾向高齢者の割合の減

少 
18.5% 

2019 年度 

より減少 
12.9% 19.9% 

19.9% 

(2022年度) 

 

⑮ 
80歳で20歯以上の自分の歯

を有する人の割合の増加 

27.1% 

(2016年度) 
50% － 45.9% 

45.9% 

(2022年度) 

 

⑯ 

いきいきシニア介護支援ボラ

ンティアポイント事業の登録

者数 

123 人 123 人 46人 25人 11人 
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項目 
2019 年度 

現状 

2023 年度 

達成目標 

2021 年度 

実績 

2022 年度 

実績 

2023 年度 

実績見込み 
 

施策目標 生活支援・介護予防の提供体制の充実  

⑰ 健康寿命の延伸 

男性 79.65 歳 

女性 83.51 歳 

(2016年度) 

2016 年度 

より延伸 
－ 

男性 80.37 歳 

女性 84.43 歳 

男性 80.37 歳 

女性 84.43 歳 

(2022年度) 

 

⑱ 
要介護認定率の低下(65歳 

以上の要支援・要介護認定率) 
18.8% 

2019 年度 

より減少 
19.3% 19.5% 19.9% 

 

⑲ 
運動習慣者の割合の増加 

（65歳以上） 

男性 50.6% 

女性 43.4% 

(2016年度) 

男性 58% 

女性 48% 
－ 

男性 43.1% 

女性 47.4% 

男性 43.1% 

女性 47.4% 

(2022年度) 

 

⑳ 1日の平均歩行数の増加 

男性 4,811 歩 

女性 5,200 歩 

(2016年度) 

男性 7,000 歩 

女性 6,000 歩 
－ 

男性 4,207 歩 

女性 5,285 歩 

男性 4,207 歩 

女性 5,285 歩 

(2022年度) 

 

施策目標 高齢者の社会参加の促進  

㉑ 地域サロン（箇所） 282 箇所設置 285 箇所設置 268 箇所設置 273 箇所設置 278 箇所設置  

㉒ 
金沢市高砂大学校・大学院 

（修了者数） 
679 名修了 700 名修了 530 名修了 438 名修了 473 名修了  

㉓ 
金沢ボランティア大学校 

（65歳以上の修了者数） 
121 名修了 100 名修了 83名修了 95名修了 100 名修了 

 

施策目標 認知症の方を支える体制の充実  

㉔ 
認知症サポーター 

（養成人数） 

33,354 人 

(累計数) 
3,000人/年 1,679人/年 2,429人/年 4,388人／年  

㉕ 
認知症サポーター認定所 

（新規認定箇所） 

780 箇所 

（累計数） 
10箇所 23箇所 24箇所 24箇所  

施策目標 高齢者を支える重層的ネットワーク体制の構築  

㉖ 介護予防支援会議（件数） 150 件 158 件 73件 58件 76件 
 

㉗ 地域ケア会議（開催数） 269 回 228 回 304 回 265 回 230 回 
 

㉘ 
ケアマネジメント支援会議

（開催数） 
39回 38回 26回 45回 40回 

 

㉙ 地域ケア推進会議（開催数） 45回 46回 47回 47回 47回  

㉚ 地域福祉座談会（開催数） 130 回 216 回 134 回 109 回 130 回  
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２ 介護給付・予防給付サービスの状況 

｢長寿安心プラン２０２１｣では、過去のサービス利用実績や高齢者人口及び要支援・要

介護認定者数の将来推計等を踏まえ、計画期間中の各種介護保険サービスの必要量を見込

んでいます。 

(1) 介護保険施設等の状況 

高齢者やその家族の多くは住み慣れた自宅での生活を望んでいますが、常時介護が必要

で自宅での介護が困難な方には、その状態に応じた施設でのサービスが必要です。 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）については、2015 年度（平成 27 年度）か

ら新規の入居者を、原則として要介護３以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中

重度の要介護者を支える施設としての機能に重点化されています。 

本市では、待機者の実態を踏まえながら、第８期末までに 44 か所（定員 2,542 人）

の介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の整備を進めてきたところです。 

なお、第４期計画以降においては、住み慣れた地域で暮らし続けるため、地域に密着し

た比較的小規模な介護老人福祉施設の必要量を見極め、計画的に整備を行っています。 

また、認知症対応型共同生活介護（グループホーム）については、日常生活圏域ごとに

計画的に整備を進めています。認知症高齢者数が増加を続ける中で、日常生活圏域の中で

どのように整備を進めサービスの質の向上に取り組んでいくかが課題となっています。 

このほか、介護老人保健施設や介護医療院をはじめとする介護保険施設等についても、

必要量を見極め、整備を行っています。 

（表３ ※各サービスの内容については 52～54 ページを参照） 
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■表３ 介護保険施設等の整備状況 

区   分 
2023 年度(令和５年度)末 

時点の整備実績値(A) 

2023 年度 

(令和５年度) 

計画値(B) 

計画値に 

対する実績値 

の割合(A)/(B) 

介 

護 

保 

険 

対 

象 

介
護
保
険
施
設 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 
20 施設 1,848 人 1,852 人 99.8% 

介護老人保健施設 12 施設 1,429 人 1,429 人 100.0% 

介護医療院 5 施設 304 人 304 人 100.0% 

地
域
密
着
型 

サ
□
ビ
ス 

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 
55 施設 1,046 人 1,052 人 99.4% 

介護専用型特定施設 

（小規模） 
－施設 － 人 － 人 － 

介護老人福祉施設 

（小規模特別養護老人ホーム） 
24 施設 694 人 723 人 96.0% 

特定施設入居者生活介護 14 施設 732 人 870 人 84.1% 

介
護
保
険
対
象
外 

養護老人ホーム 

（特定施設分を含む。） 
2 施設 240 人 240 人 100.0% 

ケアハウス（特定施設分を含む。） 8 施設 747 人 747 人 100.0% 

生活支援ハウス 1 施設 5 人 5 人 100.0% 

シルバーハウジング 5 施設 103 人 103 人 100.0% 
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(2) 居宅サービスの利用状況 

年度毎のサービス利用実績値及び見込値の推移によると、要介護認定者数の増加や介護

保険制度の理解度の高まりにより、利用量が伸びている傾向にあるものの、一部サービス

では利用量が横ばいで推移し、計画値を下回っています。（表４ ※各サービスの内容に

ついては 67、68 ページを参照） 

■表４ 居宅サービス（介護保険）の利用状況（居住系を除く） 

区   分 

実績値 2023 年度 
(令和５年度) 
見込値(A) 

2023 年度 
(令和５年度) 
計画値(B) 

計画値に 

対する見込

値の割合

(A)/(B) 

2021 年度 
(令和３年度) 

2022 年度 
(令和４年度) 

訪問介護 
実利用者数 (人/月)  3,708 3,862 3,965 4,094 96.8% 

サービス利用量 (回/月)  140,956.1 151,093.4 159,388.1 153,351.5 103.9% 

訪問入浴介護 
実利用者数 (人/月)  96 83 82 116 70.7% 

サービス利用量 (回/月)  415.6 349.7 325.1 529.3 61.4% 

訪問看護 
実利用者数 (人/月)  1,925 2,076 2,256 2,134 105.7% 

サービス利用量 (回/月)  17,409.0 19,064.4 20,677.5 18,271.0 113.2% 

訪問リハビリ

テーション 

実利用者数 (人/月)  121 115 121 140 86.4% 

サービス利用量 (回/月)  1,533.1 1,416.2 1,503.5 1,996.7 75.3% 

居宅療養管理

指導 
実利用者数 (人/月)  3,621 3,892 4,130 4,195 98.5% 

通所介護 
実利用者数 (人/月)  3,900 3,893 4,114 4,825 85.3% 

サービス利用量 (回/月)  45,266.9 43,524.3 45,395.8 55,896.9 81.2% 

通所リハビリ

テーション 

実利用者数 (人/月)  1,156 1,118 1,082 1,272 85.1% 

サービス利用量 (回/月)  10,388.2 9,763.2 9,433.0 11,343.5 83.2% 

短期入所生活

介護 

実利用者数 (人/月)  1,107 1,138 1,194 1,131 105.6% 

サービス利用量 (日/月)  18,795.6 18,958.4 19,510.8 18,152.0 107.5% 

短期入所療養

介護 

実利用者数 (人/月)  30 25 32 44 72.7% 

サービス利用量 (日/月)  302.9 289.4 384.0 370.0 103.8% 

福祉用具貸与 実利用者数 (人/月)  5,941 6,176 6,541 6,326 103.4% 

特定福祉用具

販売 
人数 (人/月) 71 67 68 93 73.1% 

住宅改修 人数 (人/月) 54 48 52 53 98.1% 

居宅介護支援 実利用者数 (人/月) 9,355 9,577 9,863 9,763 101.0% 

 

 

 



第３章 第８期計画の達成状況と高齢者を取り巻く課題 

 

22 

(3) 地域密着型サービスの利用状況 

地域密着型サービスは、要介護認定を受けた方ができる限り住み慣れた地域での生活を

継続できるように、身近な地域において提供されるサービスです。 

看護小規模多機能型居宅介護については、第８期計画において、医療ニーズが高い方の

在宅生活の継続を支援するため整備を行ったことなどにより、利用者数は伸びています。 

一方で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護については、利

用者数が横ばいであり、また、夜間対応型訪問介護においては、202４年（令和６年）3

月末現在、市内に事業所がないことから、これらのサービスについては、あらためて利用

者のニーズを把握しながら、効果的なサービス提供のあり方を研究・検討していく必要が

あります。（表５、６ ※各サービスの内容については 69～71 ページを参照） 

■表５ 地域密着型サービス（介護保険）の利用状況（居住系を除く） 

区   分 

実績値 2023 年度 
(令和５年度) 
見込値(A) 

2023 年度 
(令和５年度) 
計画値(B) 

計画値に 

対する見込

値の割合

(A)/(B) 

2021 年度 
(令和３年度) 

2022 年度 
(令和４年度) 

定期巡回・随

時対応型訪問

介護看護 

実利用者数 (人/月)  27 28 36 37 97.3% 

夜間対応型訪

問介護 
実利用者数 (人/月)  － － － － － 

地域密着型通

所介護 

実利用者数 (人/月) 1,359 1,452 1,471 1,459 100.8% 

サービス利用量 (回/月) 13,046.6 13,361.5 13,101.9 13,964.2 93.8% 

認知症対応型

通所介護 

実利用者数 (人/月) 119 120 140 116 120.7% 

サービス利用量 (回/月) 1,503.8 1,399.8 1,545.5 1,496.8 103.3% 

小規模多機能

型居宅介護 
実利用者数 (人/月)  428 425 410 413 99.3% 

看護小規模多

機能型居宅介

護 

実利用者数 (人/月)  149 190 218 141 154.6% 

 

■表６ 看護小規模多機能型居宅介護の整備状況 

区   分 
2020 年(令和３年度) 

当初の整備値 

2023 年度(令和５年度) 

末時点の整備実績値(A) 

2023 年度 

(令和５年度) 

計画値(B) 

計画値に 

対する実績値 

の割合(A)/(B) 

看護小規模多機能型 
居宅介護 

6 施設 171 人 11施設 301 人 229 人 131.4% 
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(4) 介護予防サービスの利用状況 

介護予防サービスは、要支援認定を受けた方が受けられるサービスで､2006 年度（平

成 18 年度）から始まりました。 

年度毎のサービス利用実績値及び見込値の推移によると､要支援認定者数の増加や介護

保険制度への理解の高まりにより、利用量が伸びている傾向にあるものの、一部サービス

では利用量が横ばいで推移し、計画値を下回っています。（表７ ※各サービスの内容に

ついては 68、69 ページを参照） 

■表７ 介護予防サービス（介護保険）の利用状況（居住系を除く） 

区   分 
実績値 2023 年度 

(令和５年度) 
見込値(A) 

2023 年度 
(令和５年度) 
計画値(B) 

計画値に 

対する見込

値の割合

(A)/(B) 

2021 年度 
(令和３年度) 

2022 年度 
(令和４年度) 

介護予防訪問

入浴介護 

実利用者数 (人/月)  0 1 3 1 300.0% 

サービス利用量 (回/月)  0.0 3.1 7.5 1.5 500.0% 

介護予防訪問

看護 

実利用者数 (人/月)  411 414 432 458 94.3% 

サービス利用量 (回/月)  2,927.8 2,960.8 3,054.5 3,163.4 96.6% 

介護予防訪問

リハビリテー

ション 

実利用者数 (人/月)  27 27 26 31 83.9% 

サービス利用量 (回/月)  282.6 280.8 279.4 414.5 67.4% 

介護予防居宅

療養管理指導 
実利用者数 (人/月)  245 238 229 256 89.5% 

介護予防通所

リハビリテー

ション 

実利用者数 (人/月)  551 498 440 671 65.6% 

介護予防短期

入所生活介護 

実利用者数 (人/月)  35 39 48 25 192.0% 

サービス利用量 (日/月)  268.9 301.1 372.8 248.1 150.3% 

介護予防短期

入所療養介護 

実利用者数 (人/月)  1 0 0 2 0.0% 

サービス利用量 (日/月)  15.4 2.7 0.0 10.0 0.0% 

介護予防福祉

用具貸与 
実利用者数 (人/月)  2,360 2,435 2,515 2,306 109.1% 

特定介護予防

福祉用具販売 
人数 (人/月) 35 37 38 41 92.7% 

介護予防住宅

改修 
人数 (人/月) 47 47 54 49 110.2% 

介護予防支援 実利用者数 (人/月)  2,863 2,921 2,960 2,874 103.0% 
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(5) 地域密着型介護予防サービスの利用状況 

地域密着型介護予防サービスは、要支援認定を受けた方ができる限り住み慣れた地域で

の生活を継続できるように、身近な地域において提供されるサービスです。 

介護予防小規模多機能型居宅介護は、一定の利用実績がありますが、介護予防認知症対

応型通所介護はほぼ実績がなく、あらためてサービスのあり方を検討する必要があります。 

（表８ ※各サービスの内容については 70 ページを参照） 

 

■表８ 地域密着型介護予防サービス（介護保険）の利用状況（居住系を除く） 

区   分 

実績値 2023 年度 
(令和５年度) 
見込値(A) 

2023 年度 
(令和５年度) 
計画値(B) 

計画値に 

対する見込

値の割合

(A)/(B) 

2021 年度 
(令和３年度) 

2022 年度 
(令和４年度) 

介護予防認

知症対応型

通所介護 

実利用者数 (人/月)  1 0 0 1 0.0% 

サービス利用量 (回/月)  8.4 0.0 0.0 7.6 0.0% 

介護予防小

規模多機能

型居宅介護 

実利用者数 (人/月)  77 81 80 87 92.0% 
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３ 介護給付・予防給付サービス以外の状況 

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業の利用状況 

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）は、要支援認定者等を支える制度として、

NPO、ボランティア、地域団体、住民等の多様な主体により様々なサービスを充実させ

ることで地域の支え合いの体制づくりを推進し、効果的かつ効率的な支援等を可能とする

ことを目指す制度として、2014 年（平成 26 年）の介護保険法の改正により新たに創設

されました。 

本市においては、2017 年（平成 29 年）4 月から総合事業（106 ページ参照）を実

施し、介護予防訪問介護と介護予防通所介護は、総合事業の「介護予防型サービス」へ移

行しました。また、介護予防事業で行っていた「シニア元気プログラム」は総合事業の

「短期集中型サービス」へ、「いきいきシニアプログラム」は総合事業の「一般介護予防

事業」へそれぞれ移行しました。 

介護予防型サービス及び基準緩和型サービスについては、要支援認定者数の増加や介護

予防への理解の高まりにより、一定の利用実績値で推移しています。 

一方で、平成 30 年度に、短期集中型通所サービス（運動器機能向上）を経なくても基

準緩和型通所サービスを利用できるように条件を見直したことから、短期集中型通所サー

ビス（運動器機能向上）の利用実績値については大きく減少しています。 

 

 ア 介護予防型サービス 

基本チェックリスト8実施による事業対象者9及び要支援者に対して、ホームヘルパ

ーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行う訪問サービスや、通所介護施設で入浴

や排泄、食事などの支援を受ける通所サービスを実施しています。（従前の介護予防

訪問介護及び介護予防通所介護に相当するサービスです。）（表９） 

 イ 基準緩和型サービス 

基本チェックリスト実施による事業対象者及び要支援者に対して、ホームヘルパー

やかなざわケアサポーター（市が指定する研修の修了者）が自宅を訪問し、生活援助

のみを行う訪問サービスや、通所介護施設で生活機能向上のための体操やレクリエー

ションなどに取り組む通所サービスを実施しています。（表９） 

 

 

 
8 65歳以上の方を対象に、運動機能や口腔機能などの生活機能の低下を発見するための質問

票。 

9 基本チェックリストの結果により、生活機能の低下が確認された65歳以上の者。 
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■表９ 介護予防型サービス及び基準緩和型サービスの利用状況 

区   分 

実績値 2023 年度 
(令和５年度) 
見込値(A) 

2023 年度 
(令和５年度) 
計画値(B) 

計画値に 

対する見込

値の割合

(A)/(B) 

2021 年度 
(令和３年度) 

2022 年度 
(令和４年度) 

介護予防型訪問

サービス 
実利用者数 (人/月)  518 530 550 520 105.7% 

基準緩和型訪問

サービス 
実利用者数 (人/月)  774 733 670 870 77.0% 

介護予防型通所

サービス 
実利用者数 (人/月)  1,681 1,675 1,738 1,892 91.8% 

基準緩和型通所

サービス 
実利用者数 (人/月)  1,992 2,095 2,182 2,130 102.4% 

 

ウ 短期集中型サービス（シニア元気プログラム） 

基本チェックリスト実施による事業対象者及び要支援者に対して、要介護状態等に

なることを予防し、地域において自立した日常生活を営むことができるよう、保健・

医療の専門職により実施する短期集中のサービスを実施しています。（表 10） 

■表10 短期集中型サービス 

区  分 

実績値 2023 年度 

(令和５年度) 

見込値(A) 

2023 年度 

(令和５年度) 

計画値(B) 

計画値に 

対する見込値 

の割合(A)/(B) 
2021 年度 

(令和３年度) 

2022 年度 

(令和４年度) 

短期集中型通所サービス

（運動器機能向上） 
75 人 58 人 76 人 158 人 48.1% 

短期集中型通所サービス

（口腔機能向上） 
1 人 6 人 7 人 75 人 9.3% 

短期集中型訪問サービス

（栄養改善） 
7 人 5 人 13 人 14 人 92.9% 

エ 一般介護予防事業 

全ての高齢者を対象に、自らが自発的に参加し介護予防に取り組めるように、健康

づくりに関する情報の提供や筋力トレーニング、体力づくり教室、栄養教室、転倒予

防教室などの各種教室、講演会を開催しています。また、介護予防の普及や一般介護

予防事業（フレイル10予防等）への協力を地域で担うボランティア（運動普及推進員

等）の養成も行っています。（表 11） 

  

 
10 年齢とともに心身の活力（筋力や認知機能など）が低下して、要介護状態に近づくこと。 
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■表11 一般介護予防事業の利用状況 

区  分 

実績値 2023 年度 

(令和５年度) 

見込値(A) 

2023 年度 

(令和５年度) 

計画値(B) 

計画値に 

対する見込値 

の割合

(A)/(B) 

2021年度 

(令和３年度) 

2022年度 

(令和４年度) 

介護予防 

普及啓発事業 
教室・講演会等（延人数） 13,217 24,235 27,993 30,073  93.1% 

地域介護予防 

活動支援事業 
ボランティア育成研修等（延人数） 3,217 6,014 9,572 8,574  111.6% 

 

(2) その他のサービス 

本市では、自宅での生活を継続できるよう、配食サービスや紙おむつの支給など、介護

保険以外でも様々なサービスを提供しています。 

（表 12 ※各サービスの内容については 97 ページを参照） 

多様化している高齢者のニーズに対応するため、さらに内容の充実を図っていくことが

求められます。 

■表12 在宅生活支援サービスの利用状況 

区   分 
実績値 2023 年度 

(令和５年度) 

見込値(A) 

2023 年度 
(令和５年度) 
計画値(B) 

計画値に 

対する見込値 

の割合(A)/(B) 
2021 年度 

(令和３年度) 
2022 年度 

(令和４年度) 

地
域
支
援
事
業 

(

任
意
事
業) 

配
食
サ
□
ビ
ス 

実利用者数 （人/月） 875 862 834 985 84.7% 

サービス利用量 （回／年） 228,750 218,944 220,821 250,841 88.0% 

紙おむつ 

の支給 
実利用者数 （人/月） 211 213 227 230 98.7% 

そ
の
他
の
在
宅
生
活
支
援
事
業 

理
髪
・
美
容 

カ
□
ト
サ
□
ビ
ス 

実利用者数 （人/月） 77 81 70 96 72.9% 

サービス利用量 （回／年） 125 130 122 134 91.0% 

寝
具
乾
燥
・ 

消
毒
サ
□
ビ
ス 

実利用者数 （人/月） 197 194 191 252 75.8% 

サービス利用量 （回／年） 708 665 616 721 85.4% 
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第２節  高齢者を取り巻く課題 

１ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の分析結果 

(1) 調査の概要 

ア 目  的 長寿安心プランの見直しに向けて、日常生活圏域毎に要介護状態の進行に

繋がるリスク要因の分析を行うとともに、地域の抱える課題の特定に資する

ことを目的として、厚生労働省が定める全国統一の方法により実施するもの 

イ 実施時期 2023 年（令和５年）２月７日から同月 18 日まで 

ウ 対 象 者 要介護認定者を除く 65 歳以上の方 13,000 人（無作為抽出） 

エ 回 収 率 69.1％（8,977 人が回答） 

オ 調査項目 ・家族構成等の基本情報 

       ・身体機能及び認知機能の状態 

       ・日常生活及び社会参加の状況 等 

 

(2) 調査結果の概要 

ア 外出する際の移動手段 

外出する際の移動手段は、「自動車（自分で運転）」が 60％で最も多く、次いで

「徒歩」が 57％、「路線バス」が 28％となっています。（図 11） 

■図11 外出する際の移動手段（複数回答可） 

 

  

0%

14%

2%

0%

0%

1%

28%

4%

26%

60%

1%

18%

57%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

その他

タクシー

歩行器・シルバーカー

電動車いす（カート）

車いす

病院や施設のバス

路線バス

電車

自動車（人に乗せてもらう）

自動車（自分で運転）

バイク

自転車

徒歩

（Ｎ＝8,834） 
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イ 外出を控えているかどうかとその理由 

① 外出を控えているか 

 高齢者の 27%が外出を控えており、前回調査（令和元年度）から約 10%上昇して

います。（図 12） 

■図12 外出を控えているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 外出を控えている理由 

外出を控えている理由は、「足腰などの痛み」が最も多く 39％となっています。

なお、「その他」のうち「新型コロナウイルス」を挙げている方が 28%を占め、

「足腰などの痛み」に次ぐ割合となっています。（図 13） 

■図13 外出を控えている理由（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

はい
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（Ｎ＝8,977） 

39%

12%

11%

15%

5%

5%

12%

39%

2%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

その他

交通手段がない

経済的に出られない

外での楽しみがない
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病気

（Ｎ＝2,404） 
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ウ 健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ参加者としての参加意向 

健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ参加者として「是非参加したい」は７％、

「参加してもよい」は46％、「参加したくない」は37％となっており、参加意向の

ある高齢者は約 5 割を占めています。またグループ活動に「既に参加している」高齢

者も４％みられます。（図 14） 

■図14 健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ参加者としての参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ企画・運営（お世話役）としての参加意向 

健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ企画・運営（お世話役）として「是非参

加したい」は2％、「参加してもよい」は 28％、「参加したくない」は60％となっ

ており、参加意向のある高齢者は約３割を占めています。またグループ活動の企画・

運営として「既に参加している」高齢者も３％みられます。（図 15） 

■図15 健康づくり活動や趣味等のグループ活動へ企画・運営（お世話役）としての参加意向 

 

 

是非参加したい

7%

参加してもよい

46%

参加したくない

37%
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4%
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（Ｎ＝8,977） 

是非参加したい 2%
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既に参加している

3%

無回答 6%

（Ｎ＝8,977） 
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オ 健康づくりや介護予防のために参加してみたい教室や活動 

健康づくりや介護予防のために参加してみたい教室や活動は、「体操などの運動に

関すること」が29％と最も多く、次いで「認知症予防に関すること」が25％、「食

事や栄養バランスに関すること」が 23％となっています。一方、健康づくりや介護

予防のために参加してみたい教室や活動は「特になし」が 34%と、約３割を占めて

います。（図 16） 

■図16 健康づくりや介護予防のために参加してみたい教室や活動（複数回答可） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カ 健康づくりや介護予防のための教室や活動にどのような条件なら参加しやすいか 

健康づくりや介護予防のための教室や活動に参加する場合に参加しやすくなる条件

は、「身近な場所である（歩いていける範囲）」が 57％と最も多く、次いで「参加

費が無料又は安価である」「楽しみながら参加できる活動である」が 51％となって

います。（図 17） 

■図17 健康づくりや介護予防のための教室や活動にどのような条件なら参加しやすいか 
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（Ｎ＝8,591） 
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（Ｎ＝8,543） 
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 (3) 分析の結果の概要 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果から、次の表に掲げる全国共通の指標と比 

較し、分析を行いました。（表13） 

① 世帯状況 

高齢者の独居世帯の割合は中核市平均値より低いものの、高齢者夫婦のみの世帯の

割合は高くなっています。また、いずれの世帯についても、前回調査時と比較して割

合が高くなっています。（問１の１及び２） 

② 身体機能及び認知機能 

機能低下の傾向にある高齢者の割合は、概ね中核市平均値より低くなっていますが、

前回調査時と比較するとほぼ同等かやや高くなっています。 

（問２、問３、問４の１及び２） 

③ 日常生活の状況 

買い物支援を求める高齢者の割合は、中核市平均値よりも低く、配食支援を求める

高齢者の割合はほぼ同等となっています。また、前回調査時と比較すると、いずれも

若干高くなっています。（問４の３及び４） 

④ 社会参加の状況 

ボランティア等グループ活動への参加割合は、いずれも中核市平均値よりも高いも

のの、前回調査時と比較すると低くなっています。また、地域づくりへの参加意向は

中核市平均値よりも高くなっていますが、企画・運営としての参加意向は中核市平均

値よりも低くなっています。（問５） 

⑤ その他 

現在の暮らしが苦しいと感じている高齢者の割合は、前回調査時と比較して高くな

っています。（問１の５） 

健康観や幸福感が高いと感じている高齢者の割合は、中核市平均値及び前回調査時

よりも高くなっています。また、うつのリスクがある高齢者の割合は、中核市平均値

より低く、前回調査時から若干低下しています。（問７） 
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■表13 リスク指標における前回調査（令和元年度）及び中核市平均値との比較 

※中核市平均値は、2023 年（令和５年）10月 18 日時点で国のシステムに登録されている 31

市のデータによって算出しています。 

  
金沢市 
（R4） 

金沢市 
（R 元） 

中核市平均値 
（R4） 

問１ 家族や生活の状況 
１ 独居高齢者 18.8% 18.1% 20.1% 
２ 夫婦二人暮らし（配偶者 65 歳以上）世 
 帯 

40.7% 39.8% 38.1% 

３ 介護が必要 5.9% 6.5% 7.4% 
４ 介護が必要だが現在は受けていない 7.4% 7.7% 8.2% 
５ 現在の暮らしが苦しい 33.3% 30.1% 32.8% 
問２ 運動器機能の低下・転倒リスク・閉じこもり傾向 
１ 運動器機能リスクがある 14.9% 14.8% 17.8% 
２ 転倒リスクがある 31.6% 30.5% 32.4% 
３ 閉じこもりリスクがある 15.8% 13.6% 18.3% 
問３ 口腔機能の低下、低栄養の傾向 
１ 咀嚼機能リスクがある 30.9% 30.0% 32.8% 
２ 栄養改善リスクがある 8.2% 7.8% 7.9% 
問４ 認知機能や手段的日常生活動作の低下 
１ 認知症リスクがある 42.0% 39.7% 43.2% 
２ IADL（手段的日常生活動作）が低い 5.9% 5.6% 7.5% 
３ 配食ニーズがある 7.9% 7.7% 8.1% 
４ 買い物ニーズがある 4.5% 4.0% 5.8% 
問５ ボランティア等への参加状況 
１ ボランティア等に参加している 12.2% 16.6% 12.0% 
２ スポーツ関係のグループやクラブに参加 

している 
21.2% 24.1% 19.8% 

３ 趣味関係のグループに参加している 25.3% 30.8% 23.6% 
４ 学習・教養サークルに参加している 9.2% 13.2% 8.2% 
５ 地域づくりへの参加意向がある 52.7% 53.0% 50.5% 
６ 地域づくりへの企画・運営（お世話役） 

としての参加意向がある 
30.2% 30.9% 31.8% 

問６ たすけあい 
１ 情緒的サポートをしてくれる相手がいる 94.9% 92.5% 93.4% 
２ 手段的サポートをしてくれる相手がいる 92.3% 90.4% 91.3% 
問７ 健康・うつ傾向 
１ 主観的健康観が高い 79.7% 78.2% 76.6% 
２ 主観的幸福感が高い 47.7% 47.3% 45.6% 
３ うつリスクがある 39.6% 40.3% 41.2% 
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(4) 日常生活圏域毎のリスク要因の分析 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の結果について、リスク要因を日常生活圏域毎に

分析したところ、本市内では顕著な地域差は見られませんでした。（図18） 

■図18 日常生活圏域毎のリスク要因と本市平均値との比較 
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２ 在宅介護実態調査の結果 

(1) 調査の概要 

ア 目  的 要介護者の在宅生活の継続や介護者の就労継続に有効な介護サービスのあ

り方を検討するため実施するもの 

イ 実施時期 2022 年（令和４年）10 月 14 日から同年 12 月６日まで 

ウ 対 象 者 在宅で生活している要支援・要介護認定を受けている方のうち、調査期間

内に認定調査を受ける方 947 人 

エ 回 収 率 73.8％（699 人が回答） 

オ 調査項目 ・主な介護者の年齢 

       ・施設等検討の状況 

       ・今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護 等 
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(2) 調査結果の概要 

ア 主な介護者の年齢 

主な介護者の年齢は、50 代が 27.2%と最も高くなっています。また、80 歳以上の

割合が17.6%となっており、約６人に１人は主な介護者が80歳以上となっています。

（図 19） 

■図19 主な介護者の年齢 
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イ 主な介護者が行っている介護 

主な介護者が行っている介護としては、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）」

が 73.6%と最も高く、次いで「金銭管理や生活面に必要な手続き」が 66.1%、「外出

の付き添い、送迎等」が 62.8%となっています。（図 20） 

■図20 主な介護者が行っている介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ウ 施設等検討の状況 

施設等検討の状況については、「検討していない」が 72.5%と最も高く、「検討中」

が11.6%、「申請済み」が8.6%と、多くの高齢者が在宅生活の継続を望んでいます。

（図 21） 

■図21 施設等検討の状況 
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（Ｎ＝545） 

検討していない

72.5%

検討中

11.6%

申請済み

8.6%

無回答

7.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

（Ｎ＝699） 



第３章 第８期計画の達成状況と高齢者を取り巻く課題 

 

38 

エ 今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護 

今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護としては、「認知症

状への対応」が 30.3%と最も高く、次いで「外出の付き添い、送迎等が 22.4%、「そ

の他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）」が 19.1%となっています。（図 22） 

■図22 今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安に感じる介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 介護労働実態調査の結果 

(1) 調査の概要 

ア 目  的 介護人材の確保等に向けた具体的な施策を検討するために実施するもの 

イ 実施時期 2022 年（令和４年）８月 22 日から同年９月９日まで 

ウ 対 象 者 市内介護サービス事業者 805 箇所 

エ 回 収 率 79.1％（637 箇所が回答） 

オ 調査項目 ・事業所の採用・離職状況 

       ・職員の定着促進に向けた取組状況 等 
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(2) 調査結果の概要 

ア 従業員の過不足状況 

職種全体11について、不足感を感じている事業所は本市では 54.1%となっています。

また、介護職員に限定すると、不足感を感じている事業所は 58.9%、訪問介護員に限

定すると、不足感を感じている事業所は 74.6%となっています。いずれの割合も、前

回調査（令和元年度）及び全国平均と比較して低いものの、多くの介護サービス事業所

で人材不足感を感じているという結果となっています。（表 14） 

■表14 職種別不足割合 

職種別不足割合 
※（ ）内はR元年度調査 

①大いに
不足 

②不足 
③やや 
不足 

④適当 ⑤過剰 
不足感全体 
(①＋②＋③) 

職種全体 

金沢市 
6.9% 17.6% 29.6% 44.8% 1.1% 54.1% 

(7.4%) (19.9%) (34.4%) (37.2%) (0.3%) (61.7%) 

全国 
8.5% 21.5% 33.0% 36.6% 0.4% 63.0% 

(10.5%) (23.1%) (33.6%) (32.4%) (0.5%) (67.2%) 

 

訪問介護員 

金沢市 
23.0% 23.8% 27.9% 25.4% 0.0% 74.6% 

 (30.1%) (31.1%) (21.4%) (17.5%) (0.0%) (82,5%) 

 
全国 

25.1% 29.4% 26.1% 18.9% 0.5% 80.6% 

 (27.0%) (29.6%) (25.5%) (17.5%) (0.4%) (82.1%) 

 

介護職員 

金沢市 
9.9% 20.8% 28.2% 39.2% 1.9% 58.9% 

 (9.6%) (17.9%) (35.6%) (35.6%) (0.6%) (63.1%) 

 
全国 

10.2% 21.2% 33.0% 34.6% 1.0% 64.4% 

 (14.2%) (23.0%) (32.0%) (29.6%) (1.3%) (69.2%) 

出典：（財）介護労働安定センター「R 元介護労働実態調査」・「R3 介護労働実態調査」 

イ 事業所の離職状況 

職種全体について、本市の介護サービス事業所の離職率12は 11.8%となっており、

前回調査及び全国平均と比較して低くなっています。一方、離職者に占める３年未満の

離職割合は 76.1%となっており、前回調査及び全国平均と比較して高くなっています。

この傾向は、介護職員及び訪問介護員でも同様であり、職員の定着促進を図る必要があ

ります。（表 15） 

 

 

 

 
11 職種全体には、訪問介護員及び介護職員に加え、サービス提供責任者、看護職員、生活相談

員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員を含みます。 

12 離職率＝調査年度前年８月１日から翌年７月31日までの離職者数÷調査年８月１日の在籍

者数×100 
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■表15 事業所の離職率 

職種別離職率 
※（ ）内はR元年度調査 

離職率 
うち３年未満
の離職割合 

職種全体 

金沢市 
11.8% 76.1% 

(14.3%) (69.0%) 

全国 
14.3% 59.5% 

(15.4%) (64.2%) 

 

訪問介護員 

金沢市 
11.5% 79.6% 

 (14.4%) (71.4%) 

 
全国 

13.6% 54.2% 

 (13.3%) (60.6%) 

 

介護職員 

金沢市 
12.0% 74.8% 

 (14.3%) (68.2%) 

 
全国 

14.6% 61.9% 

 (16.2%) (65.5%) 
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４ 第８期計画の検証等による課題 

第８期計画において、７項目の施策目標に基づき実施された各種事業の評価を行うとも

に、今後取り組むべき新たな事柄等から、次のように課題を整理しました。 

 

 第８期計画の施策目標  

 

１ 多様な住まいの確保 

高齢者が、自らの状態や希望に応じて適切な住まいを自由に選択できるように、高齢

者向けの多様な住まいの確保を推進 

【主な取組】 

① 特別養護老人ホーム、グループホームについては、必要量を見極め計画的に整備 

② 住宅設備や賃料等の条件、付帯して提供されるサービス等客観的な情報を集約し、

ホームページ等を通じて市民に情報提供 

③ 高齢者向け住宅について利用者が不利益を被ることがないよう適正な運営の確保

を推進 

 

 

 

２ 介護サービス・在宅医療の提供体制の充実 

高齢者が、住み慣れた地域での在宅生活が継続できるように、介護サービス・在宅医

療の提供体制を充実 

【主な取組】 

    ① 医療的ニーズのある要介護高齢者に対応できる看護小規模多機能型居宅介護の 

整備 

    ② 介護支援専門員や介護保険事業者等に対する研修体制の充実 

    ③ 介護職員の定着促進のため、介護職のやりがいや職場環境などの魅力を発信する

イベント（かなざわ介護ラボ）を実施 

    ④ かがやき発信講座や市民公開講座を活用した市民への在宅医療やＡＣＰ（アドバ

ンス・ケア・プランニング「人生会議」）に関する普及啓発 

    ⑤ 在宅医療提供体制拡充のため、医療と介護の連携を推進 
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 検証による課題  

 

  

・独居高齢者等の増加が見込まれる中、地域共生社会の実現の観点からも、高

齢者の住まいをいかに確保するかは重要な課題です。 

・有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況を勘案した上

で、中長期的な推計人口等から導かれる介護需要や待機者の状況などを踏ま

えた介護基盤を整備する必要があります。 

・高齢者向け住宅の一部には、サービス提供のあり方について、不透明な部分

があるのではないかといった懸念が指摘されています。本市においては、高

齢者向け住宅が増加していることから、それらに対する指導監督の体制の強

化や充実を図っていく必要があります。 

 

  

 

 

 

・高齢者人口の増加に伴う介護需要の拡大を見据え、魅力ある働きやすい職場

環境の整備や、介護現場のイメージを刷新するための周知広報などにより、

介護人材の確保・定着を両輪で進めることが重要です。 

・介護現場の職場環境改善の観点から、職場でのハラスメントに対する取組や

文書に係る職員負担の軽減、介護ロボット・ＩＣＴの活用による生産性の向

上に取り組む必要があります。 

・医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者の増加が見込まれることから、

日常の療養支援や看取りなどの様々な局面で在宅医療・介護連携を推進する

ための体制整備が重要です。 

・市民出前講座やかがやき発信講座等を通じて、在宅医療に関する市民への更

なる普及啓発を推進していく必要があります。 
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３ 生活支援・介護予防の提供体制の充実 

高齢者の日常生活上の課題に対する生活支援や、健康づくりによる介護予防などが地

域で提供されるように、生活支援・介護予防の提供体制を充実 

【主な取組】   

   ① 介護予防・健康づくりについて普及啓発を実施 

   ② 生活支援コーディネーターを市社会福祉協議会に配置するとともに、協議体を 

設置 

③ 屋根雪下ろし援護やゴミ出しサポートなどの生活環境整備を実施 

   ④ フレイル状態になりかけている高齢者の発見・改善指導のため、フレイルチェッ

クを全市的に展開 

    ⑤ 高齢者に対する保健事業と介護予防の一体的実施に向けた体制の検討 

 
 

４ 高齢者の社会参加の促進 

高齢者が、いつまでも生きがいを持って暮らしていける社会の実現を目指して、それ 

ぞれの高齢者の心身の状況や生活環境に応じた多様な社会参加を促進 

【主な取組】   

① 地域サロンや老人クラブなどの活動支援 

② アクティブシニア支援検討会を踏まえ、高齢者が生涯現役で活躍できる社会の 

実現をめざし、多様な社会参加に関する総合相談窓口を開設 

③ ボランティア活動の実績に応じてポイントを付与するボランティアポイント事業 

の実施 

 

5 認知症の方を支える体制の充実 

認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、認知症 

の方とその家族を支える体制を充実 

【主な取組】 

   ① 認知症サポーターの養成と認知症サポーター認定所の拡大 

② 「いつでもどこでも脳活プログラム」の普及啓発 

③ 認知症カフェの充実 

④ ⅠｏＴ技術を活用した地域見守りネットワークを構築 

⑤ 若年性認知症の人と家族のための相談窓口の設置 
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 ・介護予防の推進に向けて、関係機関・関係団体の間での情報共有や連携体制

を強化することにより、高齢者一人ひとりの状況に応じた支援が、円滑かつ

的確に提供される環境を整備する必要があります。 

・高齢者への多様な支援ニーズに対応するため、地域の中で、公的サービスの

みならず、住民、ボランティア、民間企業等の多様な主体による生活支援の

体制を充実させる必要があります。 

  

 
・高齢者が趣味や特技、サークル活動等を通じて地域社会と交流できる場の充

実や、技能や経験を活かしたボランティア活動を通じて社会に貢献できる場

の提供など、高齢者の多様な社会参加の促進に取り組んでいく必要がありま

す。 

・感染症などの影響により、第８期期間中の社会参加活動は大きく制限を受け

ましたが、生きがいづくりや介護予防の観点から、感染症などの状況を注視

しつつ、社会参加を改めて促進することが必要です。 

  

 
 ・「いつでもどこでも脳活プログラム」の普及啓発等、高齢者が認知症予防に

資する活動を継続できるよう取組を進めていく必要があります。 

・認知症の人が周囲や地域の理解と協力の下、住み慣れた地域の中で暮らし続

けることができるよう、多分野の関連施策と連携し、地域支援体制を強化し

ていく必要があります。 

・認知症カフェなど、認知症の方とその家族が集える場をさらに充実させる必

要があります。 

・若年性認知症について、診断や支援に至るまでの期間が長い傾向にあること

から、理解を深めるための普及啓発や支援体制の強化を図っていく必要があ

ります。 
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６ 高齢者を支える重層的ネットワーク体制の構築 

高齢者を支える切れ目のない各サービスを地域又は市全体で機能させるために、 

高齢者を支える重層的ネットワーク体制の構築を推進 

【主な取組】 

① 地域ケア会議などの開催 

  ② 地域包括支援センターの機能強化と日常生活圏域のあり方の検討 

 

 

 

 

7 市民への適切な情報提供と市民参加の促進 

高齢者施策や、高齢期の医療や介護等に関する情報を市民に周知・啓発するととも 

に、高齢者施策の策定過程への市民参加を促進 

【主な取組】 

  ① 高齢者施策に関する多様な情報の提供 

  ② 医療や介護が必要になる前の高齢者に対する幅広い情報の提供 
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・地域課題解決のための検討につなげていく体制の整備や、医療と介護の連携

の推進により、地域ケア会議を円滑に実施することができる環境を整える必

要があります。 

・日常生活圏域の再編により新たな圏域で運営することとなる地域包括支援セ

ンターについて、円滑に運営されるよう体制を整備する必要があります。 

  

 
・複雑化している医療や介護サービスについて、高齢者施策に関する多様な情

報を分かりやすく整理し、ＳＮＳの活用など様々な手段で提供していく必要

があります。 

 ・より多くの方に正確な情報を提供できるようにするため、情報提供手段とそ

の効果について検証を行っていく必要があります。 
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第１節  基本理念 

我が国では、少子高齢化の進展に伴い、年少人口及び生産年齢人口が減少する一方、高

齢者人口は大幅に増加しています。本市では、このような傾向が中長期的に継続していく

見通しです。 

「団塊の世代」が 75 歳を迎える 2025 年を目前に控え、また、いわゆる「団塊ジュニ

ア世代」が 65 歳を迎える 2040 年を展望すると、地域の状況に応じた介護サービス基盤

の整備や介護予防の取組の強化充実に加え、持続可能性の高い介護提供体制の構築が急務

となっています。 

また、高齢者人口の増加に伴い、認知症の人の増加が見込まれることを踏まえ、認知症

の人が希望を持って自分らしく暮らし続けることのできる社会の実現へ向けた取組の充実

が今後さらに重要となっています。 

このような状況の中、本市の地域性を踏まえた地域包括ケアシステムの深化や、介護の

受け皿整備、高齢者の生きがいづくり等の取組を推進する上での考え方として、計画策定

の基本理念を次のように定めました。 

 

 

高齢者一人ひとりの尊厳が保持され、その人らしく自立した日常生活を営むことができ

る社会の実現を目指します。 

 

 

 

高齢者の暮らしを支える「住まい」、「介護」、「医療」、「生活支援」及び「介護予

防」が包括的に提供される体制（地域包括ケアシステム）の深化を図り、高齢者が可能な

限り住み慣れた地域で安全・安心に暮らし続けられるまちづくりを推進していきます。ま

た、認知症の人が希望を持って暮らすことができる社会の実現を目指します。 

 

 

 

本市には、古くから培われてきた豊かな地域コミュニティの土壌が存在し、また、医療

機関や介護保険施設等の高齢者を支える社会資源が比較的整備されているという特徴があ

ります。行政サービスをはじめ、地域コミュニティの互助の力、医療・介護の社会資源等

を最大限に活かすことができる環境を整え、みんなで高齢者の暮らしを支える体制の拡充

を図っていきます。 

【基本理念１】高齢者が尊厳を持って暮らせるまちづくり 

【基本理念２】住み慣れた地域で安全・安心に暮らし続けられるまちづくり 

【基本理念３】みんなで高齢者の暮らしを支えるまちづくり 
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第２節  施策目標 

基本理念の実現に向け、次の７項目を施策目標として、本計画を推進していきます。 

１ 多様な住まいの確保 

高齢者が、自らの状態や希望に応じて適切な住まいを自由に選択できるように、高齢者

向けの多様な住まいの確保を推進していきます。 

 

２ 適切な介護サービスを安定して受けられる体制の充実 

高齢者が、住み慣れた地域での在宅生活を継続できるように、適切な介護サービスを安

定して受けられる体制を充実させていきます。 

 

３ 在宅医療・介護連携による切れ目のない支援体制の充実 

医療と介護を必要とする高齢者の在宅生活をサポートするために、在宅医療と介護の連

携による切れ目のない支援体制を充実させていきます。 

 

４ 生活支援の充実とみんなで支え合う地域体制の強化 

高齢者の日常生活上の課題に対する生活支援を充実させるとともに、高齢者を支える重

層的ネットワークの構築や高齢者施策の策定過程への市民参加の促進を通じた地域体制の

強化を図ります。 

 

５ 介護予防の推進 

高齢者が、いつまでも生き生きとした生活を送ることができるよう、健康づくりなどに

よる介護予防の取組を推進します。 

 

６ 高齢者の社会参加の促進 

高齢者が、いつまでも生きがいを持って暮らしていける社会の実現を目指して、それぞ

れの高齢者の心身の状況や生活環境に応じた多様な社会参加の促進に取り組んでいきます。 

 

７ 認知症の方を支える体制の充実 

認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるように、認知症の

方とその家族を支える体制を充実させていきます。 



 

第５章 

施策目標に対する 

具体的取組 
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第１節  多様な住まいの確保 

単身や夫婦のみの高齢者世帯が増加していく中、高齢者の介護を含めた生活上のニーズ

は多様化してきており、特に生活の基盤である住まいの確保は、ますます重要となってき

ています。 

高齢者が自らの状態や希望に応じて適切な住まいを自由に選択できるように、既存住宅

のバリアフリー化や各種の高齢者向け住宅、介護保険施設の整備など、高齢者向けの多様

な住まいの確保を推進していきます。 

■第１節の施策体系図 

 

 

 

 

 

(1) 介護保険施設等の施設サービスの充実 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や介護老人保健施設、認知症対応型共同生活

介護（グループホーム）等の介護保険施設等は、これまで介護保険事業計画に基づき整備

を行い、施設等の利用が必要になった場合でも身近な地域で利用できる状況を整えてきま

した。引き続き、高齢者の増加に合わせて増加が見込まれる要介護認定者や認知症高齢者

の状況等を踏まえ、今後必要とされる介護ニーズを的確に把握し、計画的に介護保険施設

等の整備を行っていきます。 

（※各施設等の内容については 52～54 ページを参照） 

第９期計画における介護保険施設等の整備計画量は次のとおりです。（表 16） 

 

 

 

 

 

多様な住まいの確保 (1) 介護保険施設等の施設サービスの充実(p.49) 

(3) 既存ストックの活用による高齢者向け住居の確保(p.51) 

(4) 住宅の改修による在宅生活の継続支援(p.51) 
 

(2) 高齢者向け住宅の適正な運営の確保(p.50) 
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■表16 介護保険施設等の整備計画量 

区   分 
2023 年度末時点の 

整備実績値(A) 

第９期計画 

(2024～2026 年度) 

整備計画値(B) 

2026 年度末時点 

の整備計画量 

(A)＋(B) 

介 

護 

保 

険 

対 

象 

介
護
保
険
施
設 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム） 
20 施設 1,848 人 － 人 1,848 人 

介護老人保健施設 12 施設 1,429 人 － 人 1,429 人 

介護医療院 5 施設 304 人 － 人 304 人 

地
域
密
着
型
サ
□
ビ
ス 

認知症対応型共同生活介護 

（グループホーム） 
55 施設 1,046 人 18 人 1,064 人 

介護専用型特定施設(小規模） －施設 － 人 － 人 － 人 

介護老人福祉施設 

(小規模特別養護老人ホーム) 
24 施設 694 人 58 人 752 人 

特定施設入居者生活介護 14 施設 732 人 199 人 931 人 

介
護
保
険
対
象
外 

養護老人ホーム 

（特定施設分を含む。） 
2 施設 240 人 － 人 240 人 

ケアハウス（特定施設分を含む。） 8 施設 747 人 － 人 747 人 

生活支援ハウス 1 施設 5 人 － 人 5 人 

シルバーハウジング 5 施設 103 人 － 人 103 人 

 

(2) 高齢者向け住宅の適正な運営の確保 

２０２４年（令和６年）３月末時点で、市内には 81 棟の有料老人ホーム（住宅型施設

定員2,892 人、特定施設定員 449 人）と 28 棟のサービス付き高齢者向け住宅（1,112

戸、特定施設定員 15 人）が設置されています。サービス提供や事業者との契約の際に入

居者が不利益を被ることのないよう、適正な運営の確保を推進していきます。 

ア 高齢者向け住宅等への立入検査 

高齢者向け住宅等への立入検査や、当該住宅に併設する又はその状態に近い介護保険

サービス事業所への運営指導を計画的に行います。利用者によるサービスの自由な選択

の機会が奪われたり、内容について十分な説明が行われていないなどの不適切な契約が

結ばれることがないよう、契約内容の確認などを行い、適切に指導を行います。 

イ 住宅事業者などへの集団指導や意見交換会の実施 

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅を経営する事業者に対して行う集団指

導や、事業者と本市との合同による情報交換会などを通じて、運営状況の透明性を高め、

地域に開かれた高齢者向け住宅の形成を図ります。  



第５章 施策目標に対する具体的取組 第１節 

 

51 

ウ サービスの選択に資する情報の提供 

高齢者向け住宅等への入居を希望する人が、自らの意思で入居する施設を選択できる

よう、事業者より、運営する高齢者向け住宅等の概況、設備や賃料等の条件、付帯して

提供されるサービス、利用者の状態像などに関する情報を収集し、本市ホームページで

公開します。 

(3) 既存ストックの活用による高齢者向け住居の確保 

無年金・低年金高齢者等の一定の経済的負担が困難な高齢者が、見守り等の生活支援サ

ービスを受けながら、地域で安心して暮らせる環境を整えていくため、住宅確保要配慮者

円滑入居賃貸住宅（53 ページ参照）の普及啓発を行うとともに、低所得者や高齢者など

が既存の民間賃貸住宅へ円滑に入居できる体制を整えていきます。 

(4) 住宅の改修による在宅生活の継続支援 

できる限り住み慣れた自宅で暮らし続けたいというニーズを持つ高齢者を支援するため、

福祉用具情報プラザとの連携や介護支援専門員の資質向上を図り、介護保険サービスの

（介護予防）住宅改修及び本市の独自事業による住宅改修助成の利用促進に取り組んでい

きます。（各サービスの内容については 54 ページを参照） 

第９期計画における（介護予防）住宅改修及び住宅改修助成の見込量は次のとおりです。

（表 17） 

■表17 介護保険における（介護予防）住宅改修及び市独自住宅改修助成の見込量 

区  分 
2022 年度 

実績 
2023 年度 
見込み 

2024 年度 2025 年度 2026 年度 

 介護予防住宅改修  （人／月） 47 54 59 59 60 

 住宅改修  （人／月） 48 52 51 51 53 

 住宅改修助成（市独自）  （人／年） 59 57 60 60 60 
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コラム 介護保険施設等の種類について 

 

●介護保険施設等 

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

介護老人福祉施設は、原則として要介護３以上の中重度の要介護者を対象とした生活重視型

施設で、寝たきりや認知症の高齢者など、常時介護を必要とする方が施設サービス計画に基づ

いて、入浴、排せつ、食事などの介護とその他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理や療

養上の世話を受ける施設です。 

2024 年（令和 6 年）３月末時点で､本市には 20 箇所（定員 1,848 人）の施設がありま

す。 

介護老人保健施設 

介護老人保健施設は、病状が安定していて入院の必要はないが、リハビリテーションや看護

等が必要な要介護高齢者が、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護、

機能訓練その他必要な医療及び日常生活上の世話を受けながら、自立した在宅生活への復帰を

目指す施設です。 

2024 年（令和 6 年）３月末時点で、本市には 12 箇所（定員 1,429 人）の施設がありま

す。 

介護医療院 

介護医療院は、「日常的な医学管理が必要な重度の要介護者の受入れ」や「看取り」等の機

能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、慢性期の医療・介護ニーズへ対応するための

施設です。 

2024 年（令和 6 年）３月末時点で､本市には 5 箇所（定員 304 人）の施設があります。 

（介護予防）特定施設 

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、養護老人ホームは、介護保険

の指定を受けて、入居する要介護者等に対し、（介護予防）特定施設入居者生活介護を提供す

ることができます。 

（介護予防）特定施設入居者生活介護は、入居する要介護者等が、（介護予防）特定施設サ

ービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事などの介護と、その他日常生活上の世話、機能訓

練・療養上の世話を受け、施設で能力に応じた自立した生活をできるようにするもので、介護

保険では特定施設は居宅サービスになります。 

2024 年（令和 6 年）３月末時点で、本市では有料老人ホーム７箇所（指定定員 449 人）、

サービス付き高齢者向け住宅１箇所（指定定員 15 人）、養護老人ホーム２箇所（指定定員

65 人）、ケアハウス 4 箇所（指定定員 203 人）がこの指定を受けています。 

●地域密着型サービス（居住系） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

（介護予防）認知症対応型共同生活介護は、認知症があり自宅での生活は困難でも、見守り

や支援があれば自立できる方の生活の場として住み慣れた生活圏域に整備しています。 

2024 年（令和 6 年）３月末時点で、本市には 55 箇所（定員 1,046 人）の施設がありま

す。 
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介護専用型特定施設（小規模） 

介護専用型特定施設（小規模）は、入居定員が 29 人以下の小規模な有料老人ホームやケア

ハウス等で、介護保険の指定を受けて入居する要介護高齢者に対し、利用者の状態に応じ、自

立した日常生活を送ることができるように介護サービスを提供する施設です。 

2024 年（令和 6 年）３月末時点で、本市には設置されておりません。 

介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム） 

介護老人福祉施設（小規模特別養護老人ホーム）は、入居定員が 29 人以下で、寝たきりや

認知症の高齢者など、常時介護を必要とする方が施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理や療養上の世話を受ける施設で

す。第 9 期計画においては、引き続き、入居が必要な方に対する必要量を見極め、計画的な整

備をします。 

2024 年（令和 6 年）３月末時点で、本市には 24 箇所（定員 694 人）の施設がありま

す。 

●介護保険対象外の居住施設 

養護老人ホーム 

養護老人ホームは、おおむね 65 歳以上で、環境上の理由や経済的な理由により在宅での生

活が困難な方が利用できる施設です。 

2024 年（令和 6 年）３月末時点で、本市には２箇所（定員 240 人）の施設があります。 

ケアハウス 

ケアハウスは、おおむね 60 歳以上で、身体機能の低下などにより独立して生活するには不

安のある方が利用できる施設です。原則個室で、車いすの使用が可能であるなど、プライバシ

ーや自立した生活を尊重した構造となっています。 

2024 年（令和 6 年）３月末時点で、本市には８箇所（定員 747 人）の施設があります。 

生活支援ハウス 

生活支援ハウスは、おおむね 60 歳以上のひとり暮らしや夫婦のみの世帯で、特別な事情の

ある方、高齢などのため独立して生活することに不安のある方が利用できる施設です。利用期

間は、長期継続的な利用でなく、中期的な利用です。 

2024 年（令和 6 年）３月末時点で、本市には１箇所（定員５人）の施設があります。 

サービス付き高齢者向け住宅 

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者単身・夫婦世帯を対象とし、居室の広さや設備、バ

リアフリー構造といったハード面の条件を備えるとともに、ケアの専門家による安否確認や生

活相談サービスなどの提供により、高齢者が安心して暮らすことができる環境が整えられた住

宅で、高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、本市が登録の審査を行います。 

2024 年（令和６年）３月末時点で、本市で登録された住宅は、28 箇所 1,112 戸ありま

す。 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅 

住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅は、高齢者、低所得者等、住宅の確保に特に配慮を要す

る人（住宅確保要配慮者）の入居を拒まないことに加え、居室の広さや設備等の基準を満たし

ている賃貸住宅で、本市が登録の審査を行います。 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づく制度で、2017 年

（平成 29 年）4 月の改正により創設され、同年 10 月から登録受付を開始しました。 
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シルバーハウジング 

シルバーハウジングは、高齢者の安全や利便に配慮した設備・仕様に加え、福祉施設との密

接な連携のもと、生活援助員（LSA：ライフサポートアドバイザー）による安否確認や生活相

談、緊急時の対応などのサービスが受けられるよう配慮された公営住宅です。 

2024 年（令和６年）３月末時点で、本市には５箇所（市営額新町住宅、市営八日市住宅、

市営粟崎町住宅、市営田上本町住宅及び県営平和町住宅）あります。 

●住宅改修等 

（介護予防）住宅改修 

介護保険における（介護予防）住宅改修は、在宅の介護が必要な方への日常生活上の支援と

介護者の負担軽減を図るため、手すりの取付けや段差の解消、滑り防止等のための床材の変更、

引き戸への取り替え、洋式便器への取り替え等の工事を行う場合に費用の一部を支給するサー

ビスです。 

住宅改修助成 

本市の独自事業「要介護高齢者等の生活自立のための住まいづくり助成制度」は、原則とし

て上記（介護予防）住宅改修に併用して利用する上乗せサービスです。所得等の要件を満たす、

要支援・要介護認定を受けた方や身体障害者手帳１級又は２級（下肢・体幹）の交付を受けた

方等の、住宅改修費用を助成します。 
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第２節 
 適切な介護サービスを安定して受けられる体制の 

充実 

■第２節の施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□1 介護サービス

の提供体制の充実 
1 介護保険サービスの円滑な提供(p.57) 

(1) 医療的ニーズに対応した介護サービスの充実(p.58) 

(2) 障害福祉サービスから介護保険サービスへの円滑な 
移行(p.58) 

2 介護サービスの質の確保と向上(p.59) 

(1) 研修体制の充実(p.59) 

(2) 介護保険事業者の指導監督の推進(p.60) 

3 要介護（支援）者に対するリハビリテーションの

推進(p.61) 

(1) 効果的なリハビリテーション提供体制の構築のため
に必要な人材の育成(p.61) 

(2) 関係機関等と連携した取組の推進(p.61) 

4 要介護者等の家族に対する支援(p.61) 

(1) 家族介護への支援(p.61) 

(2) 介護離職防止と復職支援の取組(p.62) 

5 所得の低い人への配慮(p.63) 

6 介護給付等に要する費用の適正化の推進(p.64) 

(1) 要介護認定の適正化(p.64) 

 
(2) ケアプランの点検(p.64) 

(3) 縦覧点検･医療情報との突合(p.66) 
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□2 介護人材の確

保･定着へ向けた

取組 

 

1  介護職員の定着促進に向けた魅力ある働きやすい

職場環境の整備(p.72) 

(1) 介護職員に対する情報提供の場や相談窓口の提供
(p.72) 

 
(2) 新規採用介護職員に対する介護技術の相談や意見

交換の実施(p.73) 
 

２ 多様な人材の参入促進に向けた介護現場の魅力

PR と支援(p.73) 

3 関係機関等と連携した取組の推進(p.74) 

□3 介護サービス

事業所の負担軽減

と生産性向上へ向

けた取組 

 

□4 災害や感染症

に対する備え 
1 介施施設等における防災・減災対策の推進(p.76) 

2 介護施設等における感染症対策の推進(p.76) 

(1) 感染拡大防止のための施設整備に対する支援(p.76) 

(2) 介護施設等に対する感染症対策の推進(p.77) 

3 介護施設等における感染拡大時の支援(p.77) 

4 業務継続に向けた取組の強化(p.77) 

(3) 介護サービス事業所の職場環境整備に対する支援
(p.73) 

 

(1) 介護現場のイメージを刷新するための周知広報(p.73) 

(2) 学卒就業者や他分野等からの就業促進に対する支援
(p.74) 

 

(3) 介護ロボット・ＩＣＴ導入の促進(p.75) 

(2) 職場でのハラスメントに対する取組(p.75) 

(1) 国システムとの連携による提出書類の電子化の推進
及び窓口の一元化(p.75) 
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１ 介護サービスの提供体制の充実 

高齢者やその家族の多くは、住み慣れた地域での在宅生活を望んでいます。高齢者の生

活機能が低下し、介護が必要な状態になっても、高齢者が安心して住み慣れた地域で生活

するためには、切れ目のない多様な介護サービスの提供が必要です。 

在宅生活を継続するためには、生活機能が徐々に低下し始める早い段階から、生活機能

の維持・向上に効果の高いサービスの提供が重要であり、さらに、介護が必要な状態とな

った場合には、24 時間対応や認知症対応の介護サービス、医療的ニーズが生じた場合に

対応できる介護サービスなど、質の高い多様な居宅サービスの提供が不可欠となります。 

このほか、介護保険サービスがその利用者の自立した生活に資するものとなるよう、介

護支援専門員に対するケアマネジメント支援を強化していくとともに、家族介護への支援

や介護給付に要する費用の適正化に関する取組など、介護サービスの提供体制の充実を図

っていきます。 

１ 介護保険サービスの円滑な提供 

在宅での介護保険のサービスとして、要支援認定を受けた軽度の方には「介護予防サー

ビス」を、要介護認定を受けた方には「居宅サービス」を提供しており、そのほか、住み

慣れた地域での生活を継続できるように身近な地域で提供される「地域密着型サービス」

があります。これらのサービスが円滑に提供される体制を整え、在宅での高齢者の暮らし

を支援していきます。（各サービスの種類については 67～71 ページ、見込量は 129～

132 ページ参照） 

特に、医療ニーズが高い方に対応できる居宅サービスとして、訪問看護、訪問リハビリ

テーション、通所リハビリテーションといったサービスの活用を図るとともに、小規模多

機能型居宅介護や、看護小規模多機能型居宅介護といった訪問・通所・宿泊を一体的に提

供する 24 時間対応のサービスについても、普及を促進することにより、要介護高齢者が

在宅生活を継続していくための支援の充実を図っていきます。 

また、地域共生社会を見据えた共生型サービスについても、引き続き普及啓発を行い、

導入を促進します。 
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(1) 医療的ニーズに対応した介護サービスの充実 

要介護高齢者が在宅生活を継続していくための支援の充実を図るため、訪問看護、定期

巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護などといった医療的ニーズ

のある要介護者に 24 時間対応できるサービスを充実させていく必要があります。 

そのため、新たな事業者の参入に向けて、効果的に事業所を運営している事例等を紹介

するとともに、ケアマネジメントを担う介護支援専門員や退院支援を行う病院、在宅生活

を希望する高齢者とその家族に対し、サービス内容の周知を図っていきます。 

(2) 障害福祉サービスから介護保険サービスへの円滑な移行 

ア 高齢になった障害のある人への相談支援体制の整備 

高齢になった障害のある人の介護保険サービスへの移行や、障害福祉サービスとの併

用を円滑に行うため、ケアマネジャーや相談支援専門員を対象とした研修会を開催する

こと等により、高齢障害者への相談支援体制の整備を図っていきます。 

イ 共生型サービスの普及啓発 

共生型サービスとは、介護保険サービス又は障害福祉サービスのいずれかの指定を受

けた事業所が、もう一方のサービスの指定を受けやすくする制度です。障害のある方が

65 歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを受けられるようにし、高

齢者と障害のある方等がともに地域で安心して暮らすことができるようにすること等を

目的としています。対象サービスは、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショート

ステイ及び「訪問・通所・宿泊」のサービスを一体的に提供するサービスです。（表

18） 

本市の場合、障害福祉サービスの居宅介護及び重度訪問介護提供事業所の多くが、介

護保険の訪問介護も実施していますが、その他のサービスを提供する事業所の多くは、

別々の制度の下で事業を実施しています。このため、これらのサービスを提供している

事業所に対して共生型サービスの情報提供に努め、その促進を図っていきます。 
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■表18 共生型サービスの類型 

区    分 高齢者  障害のある人 障害のある児童 

ホームヘルプサービス 訪問介護 ⇔ 居宅介護・重度訪問介護 

デイサービス 
通所介護 

地域密着型通所介護 
⇔ 

生活介護 

自立訓練（機能訓練、 

生活訓練） 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

ショートステイ 短期入所生活介護 ⇔ 短期入所 

「訪問・通所・

宿泊」のサービ

スを一体的に提

供するサービス 

訪問 
小規模多機能型 

居宅介護 

看護小規模多機能型

居宅介護 

⇒ 

居宅介護・重度訪問介護 

通所 

生活介護 

自立訓練（機能訓練、 

生活訓練） 

児童発達支援 

放課後等デイサービス 

宿泊 短期入所 

 

２ 介護サービスの質の確保と向上 

被保険者に対する介護サービスの提供においては、サービスの供給体制を整備していく

ことと併せて、サービスの質の向上を図っていくことが重要です。 

サービスの質の向上に向け、介護職員や事業者等に対する研修体制をさらに充実させて

いくとともに、介護保険サービスの適正な事業運営を確保するため、介護保険事業者に対

する指導・監督を推進していきます。 

(1) 研修体制の充実 

介護サービスの質の向上を目的として、サービス提供の要となる介護支援専門員に対し

て、その資質と専門性の向上を図るため、資格の更新制度と継続的な研修が義務付けられ

ています。また、介護職員についても、能力向上・能力開発を目的とした研修制度が体系

化されています。 

高齢者の尊厳を支える適切で良質なサービスが提供されるように、金沢市医師会や金沢

市介護サービス事業者連絡会など関係機関との協働による研修等を通じてサービスの質の

向上を図ります。 

ア 介護支援専門員に対する研修 

本市では、市内の居宅介護支援事業所や地域包括支援センターに所属する主任介護支

援専門員について、集中的な研修により、他の介護支援専門員に対してケアマネジメン

ト支援を行う担い手としての役割も期待してきました。 

今後、こうした主任介護支援専門員を中心に、地域の中で日常的にケアマネジメント

支援が行える体制の構築を図っていきます。 
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イ 介護保険事業者、介護職員等に対する研修 

介護保険事業者、介護職員等を対象に利用者の安全と安心を確保するための研修を実

施するとともに、権利擁護に関する研修や、市に寄せられた苦情についての事例報告等

を行っています。また、介護サービス事業所の管理者向け研修等を実施し、コンプライ

アンスの徹底を図っています。 

引き続き、介護サービス事業者連絡会と連携し、全体研修や部会ごとの研修をさらに

充実させることにより、介護保険サービスの適切な運営と質の向上を図っていきます。 

ウ 金沢市地域包括支援センター職員に対する研修 

地域包括支援センターの職員は、その職種に応じた研修を積極的に受講しており、ま

た、外部講師を招いた研修会などを開催しています。 

今後は、地域包括ケアの拠点としての役割が一層重要になってくることから、センタ

ー職員に対し、支援が必要な高齢者等への援助技術や総合的なサービス調整能力の向上

を図っていきます。 

(2) 介護保険事業者の指導監督の推進 

介護保険運営協議会の介護サービス等向上専門部会において、利用者や家族等からのサ

ービス利用に関する苦情等の内容を協議することとされているため、こうした仕組みを活

用するとともに、事業者に対し、サービスの質に関する日常的な指導を適切に行っていき

ます。 

また、介護サービス事業所に対し、関係部局が連携して適正に運営指導を行います。こ

こでは、人員配置や介護報酬の算定の状況を確認し、必要に応じて指導を行います。また、

高齢者向け住宅に入居する利用者に対して、適切なアセスメント13に基づくケアプランが

作成され、介護保険サービスがニーズに応じて提供されているかなどについて、ケアプラ

ン点検などを通じて確認を行います。加えて、集団指導や個別の研修、指定後のチェック

等により事業所の適正な運営の確保を図ります。 

さらに、地域包括支援センターの公平・中立かつ適正な運営の確保については、地域包

括支援センター運営協議会において、その運営状況を検証し、必要に応じ指導を行います。 

 

 

 

 
13 要介護者等の生活上の問題点を明らかにし、自立した日常生活を営むことができるよう支援

を行う上で解決すべき課題を把握すること。 
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３ 要介護（支援）者に対するリハビリテーションの推進 

要介護（支援）者に対するリハビリテーションは、運動機能や栄養状態といった身体機

能の改善のみでなく、その有する能力を最大限に発揮できるよう、「心身機能」「活動」

「参加」のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることで、日常生活での活動を高め、

家庭や社会への参加を可能とすることが重要です。そのため、効果的なリハビリテーショ

ン提供体制の構築について検討を進めていく必要があります。 

(1) 効果的なリハビリテーション提供体制の構築のために必要な人材の育成 

要介護（支援）者が家庭や社会に関与し、そこで役割を果たしていけるよう、介護の状

態に応じた適切なリハビリテーションの提供について居宅介護支援事業者等への周知を行

うほか、理学療法士や作業療法士を招いて介護支援専門員等を対象とした研修会等を行う

など、要介護（支援）者に対するリハビリテーションの推進に取り組みます。 

(2) 関係機関等と連携した取組の推進 

市内介護サービス事業者等に対し、要介護者等へのリハビリテーションや栄養改善につ

いて幅広くサポートするため、関係機関等から医師、作業療法士、理学療法士等を派遣し

ます。 

 

４ 要介護者等の家族に対する支援 

要介護者等の家族が行う介護の負担を軽減し、介護者が日常生活を継続できるように、

家族介護への支援や、介護離職防止の取組を推進します。 

(1) 家族介護への支援 

家族介護を支援するためには、介護サービスの充実や適切な休息（レスパイト）などを

通じて、介護疲労や介護負担ができる限り軽減されるようにしていくとともに、適切な介

護情報や、介護知識・技術を習得できるような機会を充実していくことが求められます。 

そのため、24 時間対応型の介護保険サービスの充実や短期入所の利用が集中する時期

における受入施設の確保、家族介護教室の開催など、家族介護を支援する取組を充実させ

ていきます。 

また、ヤングケアラーと呼ばれる子供たちについては、その子供が孤立しないよう、関

係部局が連携して必要な支援に繋げていきます。 
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コラム ヤングケアラー 

 

ヤングケアラーとは、一般に、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話

などを日常的に行っている子どもを指します。 責任や負担の重さにより、学業や友

人関係などに影響が出てしまうことがあります。 

■図23 ヤングケアラーの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 介護離職防止と復職支援の取組 

働きながら介護に取り組む家族等の離職を防止するため、介護保険施設等の介護基盤の

整備に加え、国の介護休業・休暇制度の周知や、事業所が実施している好事例をホームペ

ージにおいて発信するなど、介護と仕事の両立に向けた情報の発信を行います。 

また、介護等の理由により離職した従業員の復職に取り組む企業を支援するほか、介護

職従事経験のある方に対して、最新の知見や介護技術を習得することにより、現場へのス

ムーズな復帰・就労を支援します。 

 

 

 

 

 

障がいや病気のある家族

に代わり、買い物・料

理・掃除・洗濯などの家

事をしている。 

家族に代わり、幼いきょ

うだいの世話をしてい

る。 

障がいや病気のあるきょ

うだいの世話や見守りを

している。 

目の離せない家族の見守

りや声かけなどの気づか

いをしている。 

日本語が第一言語でない

家族や障がいのある家族

のために通訳をしてい

る。 

家計を支えるために労働

をして、障がいや病気の

ある家族を助けている。 

アルコール・薬物・ギャ

ンブル問題を抱える家族

に対応している。 

がん・難病・精神疾患な

ど慢性的な病気の家族の

看病をしている。 

障がいや病気のある家族

の身の回りの世話をして

いる。 

障がいや病気のある家族

の入浴やトイレの介助を

している。 

こども家庭庁ホームページ（https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer/）（参照 令和６年１月10日）をもとに本市作成 
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５ 所得の低い人への配慮 

被保険者の方それぞれの状況に応じ、サービス利用料の軽減に係る高額介護サービス費

の支給制度や施設サービス等での居住費（滞在費）・食費負担額の軽減制度、保険料・サ

ービス利用料の減免制度等を適切に運用することにより、所得の低い方に配慮するととも

に、制度の周知を図っていきます。（表 19） 

■表19 本市の介護保険料・利用料の減額制度 

区   分 国の特別対策等によるもの 市独自施策によるもの 

介護保険料の減免 
－ 

災害時による減免のほか、 

市長が特に認めた場合に減免 

サービス利用料の減免 
－ 

災害時による減免のほか、 

市長が特に認めた場合に減免 

サービス利用料の減額 

（利用料の負担緩和） 

障害のある方の「訪問介護」 

障害福祉サービスで自己負担の

なかった方が介護保険対象にな

り、自己負担が必要となった場

合の利用料を減額 

障害のある方の「訪問入浴介

護」についても同様に利用料を

減額 

要介護３～５の方が１か月の利

用限度額を超えて在宅サービス

を利用した場合に利用限度額を

超えた分の２分の１を助成 

社会福祉法人等による 

利用者負担の減額 

（介護予防含む。） 

・訪問介護 

・通所介護 

・短期入所生活介護 

・定期巡回・随時対応型訪問介

護看護 

・夜間対応型訪問介護 

・地域密着型通所介護 

・認知症対応型通所介護 

・小規模多機能型居宅介護 

・地域密着型介護老人福祉施設

入居者生活介護（小規模特別

養護老人ホーム） 

・看護小規模多機能型居宅介護 

・介護老人福祉施設（特別養護

老人ホーム） 

・介護予防型訪問サービス 

・介護予防型通所サービス 

 

所得の低い方が、「社会福祉法

人」の行うサービスを利用した

場合、利用料を減額 

－ 
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６ 介護給付等に要する費用の適正化の推進 

介護給付等に要する費用の適正化については、次のとおり推進していきます。 

(1) 要介護認定の適正化 

（現状） 

要介護認定の認定調査の内容について、訪問又は書面等の審査を通じて点検すると

ともに、認定調査員研修を実施し、適切かつ公平な要介護認定の確保に向けた取組を

実施しています。 

（課題） 

訪問調査員の判断にばらつきが生じることが無いよう、調査票の記入方法について

定期的に確認する必要があります。 

（取組） 

引き続き、認定調査票の点検に当たる職員の資質向上のため、担当職員の研修を密

に行います。また、認定調査員研修の内容の充実を図ることで、要介護認定の適正化

を図っていくとともに、全国の保険者と比較した分析等を行い、さらなる要介護認定

の適正化に向けた取組を実施していきます。（表 20） 

■表20 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

認定調査票点検 全件 全件 全件 全件 － 

認定調査員研修 年２回 年２回 年２回 年２回 － 

 

(2) ケアプランの点検 

ア ケアプランの点検 

（現状） 

国民健康保険団体連合会から提供される給付費の実績や認定情報等をもとに、サー

ビスの利用について確認を要するケアプランを絞り込んで点検するなど、効果的・効

率的な点検の実施に努めています。 

（課題） 

サービス利用者は年々増加しているため、ケアプラン点検数も増やしていく必要が

ありますが、限られた人員、時間等の制約があるため、拡充・持続可能な点検の体制

づくりが課題となります。  



第５章 施策目標に対する具体的取組 第２節 

 

65 

（取組） 

介護支援専門員が作成したケアプランについて、事業者から提出された資料や訪問

調査等を基に、市が点検及び改善支援を行うことにより、個々の受給者が真に必要と

する過不足のないサービスを確保するとともに、介護支援専門員のケアプラン作成技

術の向上を図ります。加えて、課題である点検の体制づくりについても検討していき

ます。（表 21） 

■表21 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

ケアプラン点検数 70 件 70 件以上 70 件以上 70 件以上 - 

 

イ 住宅改修等の点検 

（現状） 

住宅改修、福祉用具購入・貸与の点検は、工事見積書、工事等が必要な理由書及び

図面や写真の点検、介護支援専門員や業者への確認等を行うことで、適正な給付に努

めています。 

（課題） 

福祉用具購入・貸与の点検については、限られた人員・時間の制約により、申請書

類等や聞き取りでの調査のみを行っていますが、サービス利用者を訪問して、身体・

利用状況を確認することも重要であるため、これを可能とする体制づくりを検討しま

す。 

（取組） 

住宅改修については、工事見積書など申請書類等の精査、または訪問調査等により、

サービス利用者の身体・生活状況に応じた適切な工事となっているか点検します。 

福祉用具購入・貸与については、ケアプランや福祉用具の必要性を示した書類等の

精査等により、サービス利用者の身体・生活状況に応じた適切な用具選定となってい

るかを点検します。（表 22）  
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■表22 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

住宅改修施工前点検 全件 全件 全件 全件 - 

住宅改修施工後点検 全件 全件 全件 全件 - 

住宅改修施工後現地調査 65 件 65 件以上 65 件以上 65 件以上 - 

福祉用具購入の点検 全件 全件 全件 全件 - 

福祉用具貸与の点検 軽度者全件 軽度者全件 軽度者全件 軽度者全件 - 

(3) 縦覧点検・医療情報との突合 

（現状） 

縦覧点検及び医療情報との突合点検は、費用対効果が最も期待できる点検事業であ

り、本市でも、国民健康保険団体連合会に委託することによって年間を通じ実施して

います。 

（課題） 

縦覧点検については、事業者との過誤処理についても実施されていますが、医療情

報との突合については、限られた人員、時間等の制約もあり、全件の確認までには至

っていない状況です。 

（取組） 

縦覧点検については、受給者ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払状況（請求明

細書内容）を確認し、提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を

行い、請求内容の誤り等を早期に発見して適切な処置を行っていきます。 

医療情報との突合については、医療担当部署とのさらなる連携体制の構築を図りつ

つ、受給者の後期高齢者医療や国民健康保険の入院情報と介護保険の給付情報を突合

し、給付日数や提供されたサービスの整合性の点検を行い、医療保険と介護保険が重

複して請求されていないか確認していきます。（表 23） 

■表23 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

縦覧点検の実施月数 12 月 12 月 12 月 12 月 - 

医療情報との突合の   
実施月数 

12 月 12 月 12 月 12 月 - 
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コラム 居宅サービス等の種類について 

 

●居宅サービス 

訪問介護（ホームヘルプサービス） 

訪問介護は、介護を必要とする方の自宅へホームヘルパーが訪問し、主に食事介助、排せつ、

入浴の世話などの身体介護を受けるサービスです。その他に利用者自身の食事づくりや掃除な

ど、日常生活の援助を受けることもできます。 

訪問入浴介護 

訪問入浴介護は、浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問し、外出が困難で寝たきりの方などが入

浴の介護を受けるサービスです。 

訪問看護 

訪問看護は、看護師等の訪問により、自宅で療養している方が医師の指示に基づく療養上の

世話や診療の補助を受けるサービスです。 

訪問リハビリテーション 

訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士による自宅への訪問により、介護を必

要とする方が日常生活の自立を目指し、心身の機能維持・向上のため医師の指示に基づき必要

なリハビリテーションを受けるサービスです。また、言語聴覚士の訪問により、言語の障害や

嚥下障害等についても機能維持・向上の指導を受けることができます。 

居宅療養管理指導 

居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が自宅へ訪問し、療養上の管

理や指導を受けるサービスです。 

通所介護（デイサービス） 

通所介護は、日帰りでデイサービスセンターに通い、入浴、食事の提供、その他の日常生活

上の世話や機能訓練に加え、栄養改善・口腔機能向上などの指導を受けることができるサービ

スです。利用者の閉じこもり防止や心身の機能維持の場であるとともに、介護を担う家族の負

担軽減や心身のリフレッシュの機会にもなります。 

通所リハビリテーション（デイケア） 

通所リハビリテーションは、日帰りで介護老人保健施設、病院などの施設に通い、日常生活

の自立を目指し、心身の機能の維持回復のため、医師の指示に基づき理学療法や作業療法など

必要なリハビリテーションを受けるサービスです。これに加え、栄養改善・口腔機能向上など

の指導を受けることもできます。 

短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ) 

短期入所生活介護は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等に短期間入所して、入浴、

排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓練を受けるサービスです。 

また、短期入所療養介護は、介護老人保健施設や介護医療院等に短期間入所して、看護や医

学的管理下における介護や、機能訓練、その他必要な医療や日常生活上の世話を受けるサービ

スです。 
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  居宅介護支援 

居宅介護支援は、要介護状態の方の能力に応じて自立した生活を営む事ができるよう、介護

支援専門員が利用者の希望や心身の状況・家庭環境等を考慮してケアプラン（居宅サービス計

画）を作成し、計画に基づき自立を支援するためのサービスが受けられるよう介護保険事業者

等との連絡調整を行うものです。また、施設入居が必要な方に対して、施設の紹介等も行いま

す。 

福祉用具貸与 

福祉用具貸与は、要介護状態となった利用者が可能な限り自立して日常生活を営むために、

日常生活に必要な手すり、スロープ、歩行補助つえ、歩行器、車いす、特殊寝台等を借り受け

るサービスです。 

特定福祉用具販売 

特定福祉用具販売は、要介護状態となった利用者が可能な限り自立して日常生活を営むため、

入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具を指定事業者から購入した場合に、購入費用の一部を

支給するサービスです。 

●介護予防サービス 

介護予防訪問入浴介護 

介護予防訪問入浴介護は、浴槽を積んだ入浴車が自宅を訪問して、介護予防を目的とした入

浴の介助などを受けるサービスです。 

介護予防訪問看護 

介護予防訪問看護は、看護師等の訪問により、医師の指示に基づき、介護予防を目的とした

療養上の世話や診療の補助を受けるサービスです。 

介護予防訪問リハビリテーション 

介護予防訪問リハビリテーションは、理学療法士や作業療法士による自宅への訪問により、

医師の指示に基づき、介護予防を目的として、リハビリテーションを受けるサービスです。ま

た、言語聴覚士の訪問により、言語の障害や嚥下障害等についても機能維持・向上の指導を受

けることができます。 

介護予防居宅療養管理指導 

介護予防居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が自宅へ訪問し、介

護予防を目的とした療養上の管理や指導を受けるサービスです。 

介護予防通所リハビリテーション（デイケア） 

介護予防通所リハビリテーションは、日帰りで介護老人保健施設、病院などの施設に通い、

日常生活の自立を目指し、心身の機能の維持回復のため、医師の指示に基づき理学療法や作業

療法など必要なリハビリテーションを受けるサービスです。これに加え、栄養改善・口腔機能

向上などの指導を受けることもできます。 
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介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護（ショートステイ） 

介護予防短期入所生活介護は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）等に短期間入所し

て、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護、その他の日常生活上の世話や機能訓

練を受けるサービスです。 

また、介護予防短期入所療養介護は、介護老人保健施設や介護医療院等に短期間入所して、

介護予防を目的とした看護や医学的管理下における介護、機能訓練、その他必要な医療や日常

生活上の世話を受けるサービスです。 

介護予防福祉用具貸与 

介護予防福祉用具貸与は、利用者ができる限り要介護状態とならずに、自立した日常生活を

営むことができるよう、日常生活に必要な手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ等を借り

受けるサービスです。 

特定介護予防福祉用具販売 

特定介護予防福祉用具販売は、利用者ができる限り要介護状態とならずに、自立した日常生

活を営むことができるよう、入浴や排せつ等に使用する特定福祉用具を指定事業者から購入し

た場合に、購入費用の一部を支給するサービスです。 

介護予防支援 

介護予防支援は、要支援者が指定介護予防サービスや介護予防に資する保健医療サービス・

福祉サービスを適切に利用できるよう、要支援者の依頼を受けて、心身の状況、置かれた環境、

本人・家族の希望等を踏まえ、利用する指定介護予防サービス等の種類・内容、担当者等を定

めたケアプラン（介護予防サービス計画）を作成するとともに、その計画に基づくサービス提

供が確保されるように事業者等との連絡調整等を行うサービスです。 

●地域密着型サービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支

えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携し

ながら、定期巡回訪問と随時の対応を行うサービスです。（図 24） 

■図24 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 
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夜間対応型訪問介護 

夜間対応型訪問介護は、ホームヘルパーが介護を必要とする方の自宅へ、夜間における定期

的な巡回又は通報によって訪問し、排せつ介助や日常生活上の緊急対応等の介助又は夜間の見

守りなどの援助を行うサービスです。 

地域密着型通所介護 

地域密着型通所介護は、定員 18 人以下のデイサービスセンターに日帰りで通い、入浴、食

事の提供、その他の日常生活上の世話や機能訓練などを受ける、地域に根ざした小規模なデイ

サービスです。 

（介護予防）認知症対応型通所介護（認知症対応型デイサービス） 

（介護予防）認知症対応型通所介護は、支援や介護の必要な認知症の方が、日帰りでデイサ

ービスセンターに通い、入浴、食事の提供、その他の日常生活上の世話や機能訓練などを受け

ることのできるサービスです。 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護 

（介護予防）小規模多機能型居宅介護は、支援や介護の必要な方が、日帰りでの通い、ある

いは利用者の状態や希望に応じて、随時、訪問や泊まりを組み合わせ、入浴、食事の提供、そ

の他の日常生活上の世話や機能訓練などを受けることのできるサービスです。（図 25） 

■図25 小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５章 施策目標に対する具体的取組 第２節 

 

71 

 

看護小規模多機能型居宅介護 

看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護と訪問看護が組み合わされたサー

ビスです。看護と介護サービスの一体的な提供により、日常生活上必要な医療・看護ニーズや

緊急時の対応を含め、柔軟なサービス提供が可能であり、地域密着型サービスとして、なじみ

の看護、介護職員によるサービス提供が行われます。（図 26） 

■図26 看護小規模多機能型居宅介護 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 介護人材の確保・定着へ向けた取組 

石川県長寿社会プラン２０２4 においては、「団塊の世代」が後期高齢者となる 2025

年に県内で必要となる介護職員数を、約 23,000 人と見込んでいます。本市においても、

高齢者人口の増加に伴って、介護需要の増加が見込まれており（表 24）、介護保険制度

の持続可能性を確保する観点からも、介護人材の確保・定着は喫緊の課題です。このこと

から、中長期を見据えて、国や県とも連携しながら、新規介護人材の確保及び定着支援を

両輪で進め、介護の仕事の魅力の向上、多様な人材の確保・養成、労働環境の改善等の取

組を推進していくことが重要です。 

本市では、介護現場のイメージを刷新するため、介護の魅力ややりがいを発信する取組

や、多様な人材の参入促進に向けた、学卒就業者や外国人人材、他分野等からの就業促進

に対する支援を行っていきます。 

また、介護人材の養成については、介護サービス事業所における職員育成の環境を改善

し、介護サービスの質の向上と介護職員の離職防止を図ります。 
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■表24 介護職員需要数の将来推計 

  
2026 年 
（R8） 

2030 年 
（R12） 

2035 年 
（R17） 

2040 年 
（R22） 

介護職員需要数 8,100 人 8,600 人 9,100 人 9,200 人 

 

 
■表25 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

介護職員不足を感じる 
事業所の割合14 

58.9% 低下 低下 低下 － 

 

１ 介護職員の定着促進に向けた魅力ある働きやすい職場環境の整備 

介護職員の定着に向けては、介護現場が、地域における介護ニーズに応え、介護人材が

利用者や家族からも感謝され、やりがいをもって働き続けることのできる環境づくりを進

めることが必要です。そのため、新規採用職員の育成支援に加え、将来中核となる職員の

育成も支援できるよう、介護職員のキャリアアップに対する支援等を拡充し、介護サービ

スの質の向上、職員の離職防止に繋げていきます。 

(1) 介護職員に対する情報提供の場や相談窓口の提供 

介護職員の定着を目的として、情報交換の場を提供している「ケア・ワーカーカフェ」

について、参加者を増やすため、テーマの設定・周知方法等の見直しやＳＮＳの活用、リ

モート開催などニーズに応じた参加しやすい場となるように取り組んでいきます。 

また、引き続き社会福祉士による電話相談や、社会保険労務士等による専門相談を実施

していきます。（表 26） 

■表26 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

ケア・ワーカーカフェ 
（参加者数／回） 

７人 ７人以上 ７人以上 ７人以上 － 

 

 

 

 
14 介護労働実態調査「従業員の過不足状況（介護職員）」において、①大いに不足、②不足又

は③やや不足と回答した事業所の割合。 

※厚生労働省が示した介護人材需給推計ワークシートにより推計 
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(2) 新規採用介護職員に対する介護技術の相談や意見交換の実施 

人材確保が難しい介護職員の定着と資質向上を図るため、他業種から介護職へ転職され

た方など新規採用介護職員を対象にベテラン介護士（ケア・メンター）を介護事業所へ派

遣し、介護技術の相談や意見交換を実施することにより、新規採用介護職員の心理的不安

の解消やモチベーションの向上を図ります。（表 27） 

■表 27 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

ケア・メンター派遣 
（事業所数） 

６事業所 ６事業所以上 ６事業所以上 ６事業所以上 － 

(3) 介護サービス事業所の職場環境整備に対する支援 

介護職員の早期離職を防止し、定着を進めるため、介護サービス事業所が、新規に採用

した職員や中核職員等を育成するために外部講師を招聘して実施する研修や、資格取得等

のために要する研修の受講料の助成など、介護職員のキャリアアップへの取組に対し支援

し、魅力ある働きやすい職場環境の整備を進めていきます。 

２ 多様な人材の参入促進に向けた介護現場の魅力ＰＲと支援 

介護職については、職場の労働環境を改善するとともに、利用者とのふれあいを通した

やりがいのある仕事であることを周知し、介護職場のイメージアップを図ることが重要で

す。 

介護職の魅力を発信するためのイベントの開催や情報発信等を通じて、幅広く市民に対

して介護職の魅力を発信していきます。 

また、県外で資格を取得した学卒就業者の確保や他分野からの就業促進を図るため、新

規就職のための支援等を検討します。 

(1) 介護現場のイメージを刷新するための周知広報 

介護職員の人材確保を図るため、介護職を目指す学生等をはじめ、地域住民など多くの

市民を対象に、若手職員の意見を取り入れながら、介護職の仕事のやりがい・楽しさ・魅

力を発信するイベント「かなざわ介護ラボ」の開催や SNS 等を活用した情報発信等を実

施していきます。 
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(2) 学卒就業者や他分野等からの就業促進に対する支援 

ア ＵＪＩターンによる介護職への就業に対する支援 

不足する介護人材確保のため、介護サービス事業者が、県外の学校を卒業した者や県

外在住の有資格者を雇用する際に支給した転居費用や就職準備費用等に対して支援を行

うなど、介護職員のＵＪＩターンを促進します。 

イ 潜在介護人材への支援の実施 

即戦力となる介護人材の確保のため、介護職従事経験のある潜在介護人材の現場復帰

を支援します。最新の知見や介護技術を習得する機会を設けることにより、現場へのス

ムーズな復帰・就労を支援します。 

ウ 福祉人材養成校と介護サービス事業者の就職情報交換会の開催 

介護人材の確保のため、産学官が連携し、県内外の福祉人材養成校と市内介護サービ

ス事業者による情報交換会を開催し、市内介護サービス事業所への学生の就職を推進し

ます。 

エ 外国人介護人材の参入促進に向けた支援 

金沢市の介護サービス事業所において、外国人介護人材の受け入れが進んでいます。

さらなる介護人材の確保のため、外国人介護人材の受け入れ環境を整備し、外国人の介

護現場への参入促進に向けた取組みを検討します。 

３ 関係機関等と連携した取組の推進 

石川労働局や介護労働安定センターと連携した研修及び介護サービス事業者への運営指

導等を通じて、職員の処遇改善など労働環境の改善を支援し、人材の確保を図っていきま

す。 

また、石川県が計画的に人材の確保・養成を進めていくため策定した「石川県介護・福

祉人材確保・養成基本計画」（平成 27 年３月策定）の取組について、石川県と連携を密

にしながら、協力していきます。 
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３ 介護サービス事業所の負担軽減と生産性向上へ向けた取組 

少子高齢化の進展に伴い、介護分野の人的制約が強まる一方、高齢者の介護におけるニ

ーズは多様化しています。このような状況に対応するためには、職員の負担軽減や介護サ

ービスの質の向上、介護現場の生産性の向上を図ることが重要です。 

本市では、介護分野の文書に係る負担の軽減やハラスメントに対する取組、介護ロボッ

ト15・ＩＣＴの導入を推進し、介護現場における職場環境の改善を図ります。 

(1) 国システムとの連携による提出書類の電子化の推進及び窓口の一元化 

介護サービス事業者等が市長に対して行う指定申請等について、原則、厚生労働省の

「電子申請・届出システム」により行うものとされたことを受け、本市においても同シス

テムによる申請等への対応を行います。 

提出書類の電子化による業務の効率化や、申請・届出先の地方公共団体を問わず、同一

の窓口により手続きを完結できること等により、同システムへの対応を通じた介護分野の

文書に係る負担軽減を図ります。 

(2) 職場でのハラスメントに対する取組 

介護現場におけるハラスメントへの対策として、厚生労働省がハラスメント対策マニュ

アルや指針を提供しています。本市においても、ハラスメント防止に関する研修の実施等

により、介護サービス事業所におけるハラスメント防止の方針の明確化を促すほか、管理

者及び介護職員への意識啓発を行っていきます。 

また、介護職員が被害に遭った場合の相談や報告ができる体制づくりの強化策として、

弁護士等の専門職によるカスタマーハラスメント対策のためのセミナーを開催し、新たな

問題として顕在化しているカスタマーハラスメントへの対処も含め、介護職員が働きやす

い環境づくりを行います。 

(3) 介護ロボット・ＩＣＴ導入の促進 

介護ロボット・ＩＣＴの導入により、介護職員の身体的・精神的負担の軽減や、文書事

務等に要する時間の削減、迅速な情報共有体制の構築などが見込まれ、労働環境の改善や

業務の効率化、生産性の向上が期待されます。 

本市では、効率的かつ質の高い介護を提供できる体制づくりや、介護職員が働きやすい

職場環境づくりのため、介護現場への介護ロボット・ＩＣT 導入を支援します。 

なお、介護ロボット・ＩＣT の導入に当たっては、金沢市社会福祉協議会が運営する福

祉用具情報プラザに相談窓口が開設されています。 

 
15 ロボット技術を応用した利用者の自立支援や介護者の負担の軽減、及び業務効率の向上に役

立つ介護機器のこと。 
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４ 災害や感染症に対する備え 

介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地域における

生活を支えるために必要不可欠なものであり、火災、水害、地震などの災害や、新型コロ

ナウイルス等の感染症による介護サービス提供体制に対する影響については、これをでき

る限り小さくしていくことが重要です。 

そのため、利用者の安全・安心のために介護施設等が実施する防災・減災対策や、感染

防止に係る取組への支援、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定状況の確認、計画に基づく訓練

の実施状況の確認など、適切な運用に向けた指導を行っていきます。 

また、県や本市の福祉部門・保健部門の連携のもと、介護施設等において、感染者が発

生した場合においても、その他の利用者が必要なサービスを継続して受けることができる

ような体制を整えていきます。併せて、大規模災害の発生時には、介護を必要とする避難

者への対応等について、関係部局・関係機関と緊密に連携を図り、避難所の開設・運営や、

必要な介護を継続的に受けられる体制の整備を行います。 

１ 介護施設等における防災・減災対策の推進 

介護施設等には、災害発生時等に自力で避難することが困難な方が多く入所しているた

め、防災・減災対策を推進していく必要があります。 

そのため、施設等が実施するスプリンクラー設備等の整備、非常用自家発電・給水設備

の整備、耐震化改修及び倒壊の危険性のあるブロック塀等の改修など防災・減災の取組に

対し支援します。 

また、水害や土砂災害への対策として、介護施設等が作成する「避難確保計画」や「避

難訓練マニュアル」の作成支援のため、ひな形等をホームページで掲載するほか、運営指

導において、「施設防災計画」及び「業務継続計画」の策定状況や、計画に基づいた体制

の整備、計画の運用状況等について確認・指導を行っていきます。 

２ 介護施設等における感染症対策の推進 

介護サービスの利用者は感染症に対する抵抗力が弱く、また介護施設等で感染症が一旦

発生すると集団感染となることも多いため、介護現場における感染症対策の推進を図って

いきます。 

(1) 感染拡大防止のための施設整備に対する支援 

事業継続が必要な介護施設等において、感染が疑われる者が複数発生して多床室に分離

する場合に備え、感染が疑われる者同士のスペースを空間的に分離するための個室化の支

援を行っていきます。  
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(2) 介護施設等に対する感染症対策の推進 

介護サービスに従事する職員が標準感染予防策と感染症発生時の備えを理解し実施でき

るよう、感染管理認定看護師や保健師による講義や、防護具の着脱演習等の実施を支援し

ていきます。 

３ 介護施設等における感染拡大時の支援 

介護施設等は、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者等が、集団で生活する場であること

から、感染症がまん延しやすい環境にあります。施設内で新型コロナウイルス感染症等が

集団発生した場合において、職員が感染し、入院又は自宅待機等により介護職員が不足す

る場合に備え、石川県、各施設・団体と連携し、必要に応じて応援職員の派遣調整を行う

など、利用者が継続してサービスを受けることができるよう、支援を行います。また、感

染症発生の報告を受けた際には、保健師等が早期に施設を訪問し、個人防護具の着脱手順

やゾーニング等感染拡大防止対策について支援を行います。また、庁内関係部局が連携し、

迅速かつ適切な対応を図っていきます。 

４ 業務継続に向けた取組の強化 

介護保険事業者には、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの

提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業

務継続計画（ＢＣＰ））を策定したうえで従業者に対して周知すること、必要な研修及び

訓練を定期的に実施することが義務化されました。また、定期的に業務継続計画の見直し

を行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うことも求められています。計画に基づく

訓練の実施や定期的に計画の点検、見直しが行われるよう、計画の適切な運用を図ること

が重要となっています。そのため、運営指導等により、これらの策定及び運用の状況を確

認するとともに適切な運用に向けた支援を行います。 
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第３節 
 在宅医療・介護連携による切れ目のない支援体制 

の充実 

■第３節の施策体系図 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□1 在宅医療の提供

体制の充実と市民

への普及啓発 

1 在宅医療を提供する体制の整備(p.79) 

(1) 在宅医療を実施する医師の確保(p.79) 

(2) 在宅医療を実施する医師等への支援体制の拡充(p.79) 

2 在宅医療の 4 つの場面に応じた対応の推進(p.79) 

(1) 日常の療養支援の促進(p.80) 

(2) 入退院支援の充実(p.80) 

(3) 急変時の対応(p.80) 

(4) 看取りに関する対応力の向上(p.80) 

3 市民の在宅医療に関する理解を深めるための環境

づくり(p.81) 

(1) 在宅医療の機能・役割の周知(p.81) 

(2) ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング「人生会
議」）の普及(p.81) 

(3) 市民向け講座の実施(p.81) 

4 在宅医療における災害と感染症対策の充実(p.81) 

(1) 在宅医療における災害時の情報共有体制の強化(p.82) 
 
(2) 在宅医療における災害時対応の充実(p.82) 

(3) 在宅医療における感染症対応の充実(p.82) 

□2 在宅医療・介護

の連携の推進 
1 在宅医療・介護連携のあり方の検討(p.82) 

(1) 地域の医療・介護の資源の把握(p.82) 

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出(p.83) 

(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築(p.83) 

2 在宅医療・介護連携の対応策の実施(p.83) 

(1) 在宅医療・介護関係者に対する相談支援の実施(p.83) 
 
(2) 在宅医療と介護の連携の普及(p.84) 

(3) 医療・介護関係者の情報共有の支援(p.84) 

(4) 医療・介護関係者への研修の実施(p.84) 

3 在宅医療・介護連携の対応策の見直し(p.84) 
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１ 在宅医療の提供体制の充実と市民への普及啓発 

日常生活で介助や介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた家庭や地域で療

養しながら、自分らしい暮らしを続けていくためには、医療資源などの現状や地域の特性

を踏まえた在宅医療の提供体制を整備することが重要です。加えて、在宅医療を利用する

患者やその家族に対し、在宅医療に関する理解を深めるための普及啓発等も必要となって

きます。 

本市では、石川県医療計画との整合を図りながら、地域包括ケアシステムの重要な構成

要素である在宅医療の提供体制の充実や市民向けの普及啓発事業に取り組んでいきます。

併せて、近年の大規模災害の発生や感染症拡大の状況を踏まえ、医療及び地域の関係者等

と連携しながら、急変時等の在宅療養高齢者への支援体制の充実を図ります。 

１ 在宅医療を提供する体制の整備 

在宅医療の推進に当たっては、高齢化に伴う在宅医療の需要の増加が見込まれることや、

かかりつけ医の機能が発揮される体制整備が必要であるため、在宅医療を実施する医師を

確保するとともに、在宅医療を実施する医師等への支援体制の拡充について検討していき

ます。 

(1) 在宅医療を実施する医師の確保 

在宅医療に取り組む医師の育成のため、金沢市医師会や金沢市在宅医療・介護連携支援

センター（いいがいネット）16と連携し、在宅医療の様々な症例と対応を、医師やその他

専門職に座学や実地研修により紹介する、実践的な研修を行っていきます。 

(2) 在宅医療を実施する医師等への支援体制の拡充 

主治医・副主治医制や 24 時間対応の訪問看護ステーションとの連携体制、ＩＣＴの活

用、在宅医療を支える多職種の連携による患者支援体制など、在宅医療を実施する医師や

地域医療を支える地域のかかりつけ医の負担を軽減する体制を金沢市医師会と共に検討し

ていきます。 

２ 在宅医療の４つの場面に応じた対応の推進 

在宅で療養されている方やその家族が安心して療養生活を送れるよう、在宅療養者の生

活の場において、医療と介護の連携が求められる４つの場面（①日常の療養支援、②入退

院支援、③急変時の対応、④看取り）に応じた対応を推進していきます。 

 
16 医療と介護の連携に関する情報提供や各種研修会の開催、相談支援を目的として、2017年

（平成29年）10月に開設。２名のコーディネーターが医療や介護の関係者からの相談に応じ

るほか、多職種連携推進のための研修会の開催など、様々な取組を行っている。 
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(1) 日常の療養支援の促進 

医療と介護の関係者が連携（多職種協働）して患者・利用者・家族の日常の療養生活を

支援することで、医療と介護の両方を必要とする方が、安心して在宅でも療養を続けるこ

とができます。在宅医療症例検討会を開催し、多職種間の連携のあり方について検討する

とともに、日常の療養に役立つ情報を発信して、支援を促進していきます。 

(2) 入退院支援の充実 

入退院の際に、一体的でスムーズな医療と介護のサービスを提供できるよう、市内に４

つある在宅医療連携グループ17において、それぞれ研修会などの開催を通して、異なる職

種同士の理解の促進を図るとともに、４グルーブ合同での研修会を開催し、連携や入退院

支援のあり方について検討していきます。 

(3) 急変時の対応 

かかりつけ医が緊急時に入院が必要と判断したとき、在宅療養支援病院18と在宅療養後

方支援病院19との連携により、24 時間体制で受け入れを行うことが可能になります。ま

た、医療、介護及び救急が密接に連携することによって、在宅で療養生活を送る高齢者な

どの急変時に、本人の意思が尊重された適切な対応を行うことができます。「病院間の連

携」のあり方の検討や介護従事者に対する研修を実施し、急変時の対応を充実させていき

ます。 

また、介護サービス提供時に利用者の状態が急変した場合の初期対応について、金沢市

医師会、金沢市介護サービス事業者連絡会等と連携し、介護従事者に対する研修等を実施

していきます。 

(4) 看取りに関する対応力の向上 

地域の方々が、在宅での看取りについて十分に理解をした上で、人生の最終段階におい

て、自分の望む場所で過ごすことができるよう、また、医療・看護関係者が、療養中の方

としっかりと意思を共有し、看取りに携わることができるよう、専門職に対して、ＡＣＰ

（アドバンス・ケア・プランニング「人生会議」）に関する研修会を開催し、看取りに関

する対応力の向上に取り組みます。  

 
17 2024 年（令和６年）３月現在、市内においては、４つのグループがあり、在宅医療の推進に

向けた多職種参加の事例検討会、研修会等が定期的に開催されている。 

18 在宅療養患者への24時間対応体制や在宅療養患者のための緊急入院病床などを備えてい

る。200床未満の病院で届出が必要。 

19 在宅療養患者の状態急変時に24時間対応し、入院を受け入れる病院。かかりつけ医を通し

てあらかじめ在宅療養後方支援病院への届出が必要。 
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３ 市民の在宅医療に関する理解を深めるための環境づくり 

在宅医療提供体制の整備と並行して、在宅医療連携グループや金沢市医師会等と連携し

て、市民へ在宅医療の普及啓発を行っていきます。具体的には、在宅医療における日常の

療養支援を担うかかりつけ医の重要性や、ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング「人

生会議」）などについて、市民への普及啓発を推進していきます。 

(1) 在宅医療の機能・役割の周知 

日常的な診療や健康管理、在宅療養時の訪問診療等を行うとともに、希望する医療や介

護について相談できる「かかりつけ医」、口腔ケアを行う「かかりつけ歯科医」や服薬情

報の一元管理等を行う「かかりつけ薬剤師」を持つことについて、金沢市医師会、金沢市

歯科医師会、金沢市薬剤師会や在宅医療連携グループ等と連携し、市民に対しての普及啓

発活動を行っていきます。 

(2) ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング「人生会議」）の普及 

ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング「人生会議」）とは、自分が望む医療やケア

について、前もって考え、家族や近しい人、医師・ケアチーム等と繰り返し話し合い、共

有することであり、市民のＡＣＰに関する理解を深める取組みを実施します。また、金沢

版エンディングノートの検討を行います。 

(3) 市民向け講座の実施 

市民が、退院後の在宅での療養や看取り等について具体的なイメージを持ち、「自宅で

療養する」ことを選択肢とすることができるよう、金沢市在宅医療・介護連携支援センタ

ー（いいがいネット）、金沢市医師会等職能団体、在宅医療連携グループ等と連携して、

地域出前講座・市民公開講座の開催やパンフレット・ホームページ等により幅広い普及活

動を行っていきます。また、市民団体・各種グループや地域包括支援センターからの要望

に応じて在宅医療やＡＣＰに関する金沢かがやき発信講座20を開催していきます。 

４ 在宅医療における災害と感染症対策の充実 

在宅療養中に受ける災害や感染症による被害について、大規模災害や新型コロナウイル

スに代わる新たな感染症の拡大なども想定し、関係機関と連携して、対応や対策の検討を

行い、在宅医療提供体制の整備・充実を図っていきます。  

 
20 地域、職場、サークル、グループ等の研修会や会合に金沢市職員が直接訪問し、金沢のまち

の魅力やまちづくりを紹介する講座。全体で約100種類のテーマがある。 
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(1) 在宅医療における災害時の情報共有体制の強化 

災害時に備え、どのような情報の収集が必要であるかや、医療機関等と情報共有すべき内容

や方法についてなど、災害時における情報共有体制のあり方の検討を行っていきます。 

(2) 在宅医療における災害時対応の充実 

在宅医療災害時対応研修の実施や医療・介護事業者のＢＣＰ（事業継続計画）の運用等

についての検討を行い、医療・介護従事者の対応力の強化を図っていきます。 

(3) 在宅医療における感染症対応の充実 

在宅医療における感染症への対応・対策について、在宅医療連携グループによる事例検

討会や金沢栄養ケアセンター21による市民への予防の周知などにより取組を充実させてい

きます。 

２ 在宅医療・介護の連携の推進 

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けるためには、地域における医療・介護の関係

機関が連携して包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要です。そのため、

「金沢市在宅医療・介護連携支援センター（いいがいネット）」が中心となって、医療・

介護関係者の連携に関する相談対応やＩＣＴを活用した情報共有、多職種研修会の開催等

による「顔の見える関係」づくりを推進するとともに、多職種連携を支える情報共有の推

進に取り組んでいきます。 

１ 在宅医療・介護連携のあり方の検討 

金沢市在宅医療・介護連携推進協議会による連携推進に向けた取組の検討、金沢市在宅

医療・介護連携支援センター（いいがいネット）による地域の医療・介護資源の把握や在

宅医療の４つの場面ごとの課題の抽出、在宅医療・介護連携のあり方の検討を行います。 

また、在宅医療連携グループとの協働による切れ目のない在宅医療と介護サービスの提

供体制の構築を進めていきます。 

(1) 地域の医療・介護の資源の把握 

在宅医療や介護サービス利用者についての情報を、事業の実施状況を定量的に把握する

ための状況調査や連携の進捗状況を確認するアンケートにより把握・整理したうえで、医

療や介護関係者の連携を支援する取組みに活用します。また、地域の医療機関や介護事業

所の機能などの社会資源や連携に必要な情報をホームページなどから発信します。 

 
21 地域及び医療機関等に対して栄養支援を行う拠点として、2019年（令和元年）10月１日に

開設。医療機関における栄養食事指導や、公民館における栄養教室等へ管理栄養士を紹介する

ほか、栄養支援に関する研修会の開催や訪問栄養指導などの取組を行っている。 
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(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出 

在宅医療と介護の連携を推進するための課題を抽出するため、金沢市在宅医療・介護連

携支援センター（いいがいネット）内に設置している、地域の医療、介護関係者などが参

加する連携委員会を開催し、在宅医療の４つの場面ごとの現状の把握と解決策の検討を行

います。 

(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築 

「入退院時の医療・介護連携指針22」について、内容の見直しや活用方法の検討、医療

と介護関係者などへの周知を継続的に行うとともに、金沢市内に４つある在宅医療連携グ

ループと協働して、切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築を推進します。 

■表28 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

入退院時の医療・介護連
携指針の周知割合23 

31.9% 上昇 上昇 35.0% － 

 

２ 在宅医療・介護連携の対応策の実施 

医療と介護関係者が在宅医療や介護連携について相談できる窓口を設置し、相談支援体

制の充実を図ります。また、地域の方々に対する在宅医療についての周知を行い、在宅療

養を必要とする人が適切なサービスを選択できるよう普及啓発を行います。そのほか、Ｉ

ＣＴを活用した情報共有のあり方の検討や知識の習得のための研修会を開催します。 

(1) 在宅医療・介護関係者に対する相談支援の実施 

医療と介護の関係者などからの連携に関する相談に対し、金沢市在宅医療・介護連携支

援センター（いいがいネット）のコーディネーターが助言や情報提供を行うことにより、

在宅医療移行時の円滑な連携を実現していきます。また、同センターに併設された金沢栄

養ケアセンターと連携した栄養支援事業等を通じて、相談支援の充実を図っていきます。 

 

 
22 2018年度（平成30年度）に金沢市在宅医療・介護連携支援センター(いいがいネット)で作

成した、入退院時における医療と介護の連携の際の注意点をまとめた指針。また、ケアマネジ

ャーの役割や病院の機能と役割なども併せて掲載している。2023年度（令和5年度）に改訂作

業を実施した。 

23 在宅医療と介護の連携に関するアンケートにおいて、入退院時の医療・介護連携指針につい

て、「実践している」又は「知っている」と回答した在宅医療・介護関係事業者の割合。 
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(2) 在宅医療と介護の連携の普及 

地域の方々に対して、在宅医療と介護の連携の取組みについて分かり易く周知するため、

金沢かがやき発信講座や市民公開講座を開催します。また、ケアマネジャーが各病院に連

絡・調整する際の担当部署を病院ごとにまとめた一覧（病院連携窓口一覧）や、医師がケ

アマネジャーなどからの相談に応じることができる曜日と時間帯を診療所ごとにまとめた

一覧（ケアマネタイム一覧）をホームページで公開し、医療と介護の関係者の連携に必要

な情報を提供します。 

(3) 医療・介護関係者の情報共有の支援 

在宅で療養される方の日々の症状や在宅医療に携わる職種が行った処置内容、他の職種

へ向けた連絡事項などの情報共有を多職種間で行えるよう、ハートネットホスピタル24な

どのＩＣＴを活用した情報共有について、金沢市医師会と連携して検討していきます。 

(4) 医療・介護関係者への研修の実施 

本市では、ケアマネジャーを中心とした多職種が高齢者の疾患等について基礎的な医療

知識や在宅での注意事項を学ぶ研修会を実施しています。また、障害福祉関係団体との合

同研修会や事例検討会などの開催を通して在宅医療・介護関係者の対応力の向上と多職種

間の継続的な「顔の見える関係」づくりを推進していきます。 

３ 在宅医療・介護連携の対応策の見直し 

医療と介護関係者が参画する「金沢市在宅医療・介護連携推進協議会」により、切れ目

のない医療と介護の提供体制構築に向けた具体的な取組の検討や、施策の実施状況の評

価・見直しを行っていきます。 

 
24 金沢市医師会が運営する病院と診療所、医師と医療・介護従事者がスムーズに連携するため

の患者情報共有システムのことで、施設間で患者情報を共有することにより質の高い医療及び

介護を提供することを目的としている。 
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第４節 
 生活支援の充実とみんなで支え合う地域体制の 

強化 

 

■第４節の施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□1 生活支援の提供

体制の充実 
1 地域における生活支援サービスの提供体制の整備(p.87) 

(1) 生活支援コーディネーターの配置(p.87) 

(2) 協議体の設置(p.88) 

2 地域課題に対応するための生活支援の充実(p.88) 

(1) 在宅生活支援サービスの利用拡大(p.88) 

(2) 地域で支え合う多様な仕組みづくり(p.89) 

(3) 地域の見守り体制の充実(p.89) 

(4) 地域の自主活動の育成(p.91) 

3 安心して暮らせる生活環境の整備(p.91) 

(1) 高齢者にやさしい生活環境整備(p.91) 

(2) 災害発生時の避難行動要支援者等の支援体制の整備(p.92) 

(3) 消費者被害防止等への対応(p.93) 

4 高齢者の人権尊重と権利擁護(p.94) 

 
(1) 相談体制の充実(p.94) 

(2) 成年後見制度の利用促進に向けた中核機関の運営(p.96) 

(3) 高齢者虐待防止等への対応(p.96) 



   第５章 施策目標に対する具体的取組 第４節 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□2 高齢者を支える

重層的ネットワー

ク体制の構築 

 

1 各圏域における生活支援ネットワークの構築(p.99) 

(1) 小学校区単位のネットワークの構築（地域の共助活動の
調整）(p.99) 

(2) 日常生活圏域(中学校区)単位でのネットワークの構築(地
域課題の抽出)(p.100) 

(3) 福祉健康センター圏域でのネットワークの構築(多職種連
携の推進)(p.100) 

(4) 介護保険運営協議会における地域課題を踏まえた政策形
成機能の強化(p.100) 

2 地域ケア会議等の役割の整理と地域課題解決機能

の強化(p.100) 

(1) 地域ケア会議の体系化と標準化(p.101) 

(2) 地域ケア会議による地域課題解決機能の強化(p.101) 

3 地域課題等の共有による地域づくり活動の支援(p.102) 

4 支え合うコミュニティ活動の推進(p.102) 

5 地域包括支援センターの機能強化と新たな日常生

活圏域での運営(p.103) 

(1) 地域共生社会の実現に向けた地域包括支援センターの機
能及び体制強化(p.103) 

(2) 日常生活圏域の区割り見直しに伴う新たな圏域での地域
包括支援センターの運営(p.103) 

□3 市民への適切な

情報提供と市民参

加の促進 

 

1 市民への適切な情報提供の推進(p.104) 

(1) 高齢者施策に関する多様な情報の提供(p.104) 

(2) 医療や介護が必要になる前の幅広い情報の提供(p.104) 

(3) 市民への情報提供に係る効果の検証(p.105) 

2 高齢者施策の策定過程における情報発信と市民参

加の促進(p.105) 
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１ 生活支援の提供体制の充実 

高齢者の生活を地域で支えていくためには、医療・介護のみならず、日常生活上の課

題に対する生活支援や、健康づくりによる介護予防などが地域で提供されることが必要

です。 

本市では、要支援認定者及び要支援状態に相当する比較的軽度な方を支えるため、介

護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）を実施しています（106 ページ参照）。一

方、高齢者の多様なニーズに対応するためには、公的サービスのみならず、コミュニテ

ィやボランティア、民間企業等の地域に根ざした多様な主体による「互助」の力が不可

欠であり、こうした主体による生活支援や介護予防の充実を図る必要があります。 

今後を展望すると、単身世帯等の増加に伴い、日常生活において何らかの支援を必要

とする高齢者の増加が見込まれるとともに、社会から孤立し、生活行為や心身の健康維

持ができなくなっている高齢者に対する見守りや安否確認のニーズが増加してくると考

えられます。 

こうした地域課題に対応するための生活支援を充実させるとともに、高齢者が安心し

て暮らせる生活環境の整備や高齢者の人権尊重及び権利擁護に取り組んでいきます。

（介護予防の取組は次節参照） 

１ 地域における生活支援サービスの提供体制の整備 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、医療、介護のサービス提供のみならず、ＮＰ

Ｏ、民間企業、協同組合、ボランティア、社会福祉法人、老人クラブ、商店街、民生委

員等と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加

の推進を一体的に図っていくことが必要です。そのため、生活支援の提供体制の基盤整

備に向けた取組を行っていきます。 

(1) 生活支援コーディネーターの配置 

生活支援コーディネーターは地域の人材及び企業・ＮＰＯ等の諸団体などを把握する

とともに、既存の取組・組織等も活用しながら、関係者のネットワーク化、地域の支援

ニーズとサービス提供主体のマッチング等のコーディネート業務を実施することによ

り、地域における介護予防・生活支援サービス（108ページ参照）の提供体制の整備に

向けた取組を推進していきます。 

本市においては、2018年（平成30年）に生活支援コーディネーターを全市域及び

日常生活圏域に配置し、地域における資源開発や担い手の養成、サービス提供主体との

ネットワークの構築に取り組んでいます。  
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(2) 協議体の設置 

「定期的な情報の共有・連携強化の場」となる協議体を設置し、多様な主体間の情報

共有及び連携・協働による体制整備を推進していきます。 

本市においては、市域全体の生活支援サービスの開発など、比較的広域で検討すべき

テーマについて具体的な検討をする場（第１層協議体）として、介護予防・生活支援専

門部会を位置付けています。 

また、地域住民の活動を知り、地域で必要な取組を提案し、自分たちでできることを

話し合う場（第２層協議体）としてブロック別地区社協・民児協会議を位置付けていま

す。 

２ 地域課題に対応するための生活支援の充実 

高齢者が日常生活の中で直面する困りごとは、「買物」、「散歩・外出」、「ごみ出

し」など、介護保険のような公的サービスではカバーしにくいものが多くなると予想さ

れることから、これらの多様な支援ニーズに対応するため、地域の中で、住民、ボラン

ティア、民間企業等の多様な主体により高齢者の生活支援を行っていきます。 

また、地域における高齢者の見守りや安否確認の体制も充実させていきます。 

(1) 在宅生活支援サービスの利用拡大 

本市では、配食サービスやガス漏れ警報器等の支給などの在宅生活に関するサービス、

また、住宅改修の助成やメルシーキャブサービスなどの「生活の質」を高めるサービス

などを実施しています。（表 29） 

高齢化の進展に伴い、高齢者のみの世帯や寝たきり又は認知症の高齢者を介護する世

帯の数は、今後さらに増加していくことが見込まれます。そのため、介護保険サービス

ではカバーしきれない部分に対し、きめ細かく支援していく在宅生活支援サービスの向

上に取り組んでいきます。 

■表29 在宅生活支援サービス一覧 

地域支援事業（任意事業） その他の在宅生活支援事業 

・配食サービス 

・紙おむつの支給 

・シルバーハウジング生活援助員派遣 

 

・ガス漏れ警報器・自動消火器・電磁調理器の

支給 

・理髪・美容カットサービス 

・寝具乾燥・消毒サービス 

・介護手当金の支給 

・住宅改修助成 

・メルシーキャブサービス 

（※サービスの内容については97ページを参照） 
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■表30 在宅生活支援事業の見込量 
 

区   分 
2022 年度 

実績 

2023 年度 

見込み 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 

地
域
支
援
事
業 

(

任
意
事
業) 

配
食
サ
□
ビ
ス 

実利用者数 （人/月）  861 862 863 864 865 

サービス利用量 （回/年）  218,944 219,199 219,454 219,709 219,964 

紙
お
む
つ 

の
支
給 

実利用者数 （人/月）  227 230 230 230 230 

そ
の
他
の
在
宅
生
活
支
援
事
業 

理
髪
・
美
容 

カ
□
ト
サ
□
ビ
ス 

実利用者数 （人/月）  81 70 76 76 76 

サービス利用量 （回/年）  130 122 126 126 126 

寝
具
乾
燥
・ 

消
毒
サ
□
ビ
ス 

実利用者数 （人/月）  194 191 193 193 193 

サービス利用量 （回/年）  665 616 641 641 641 

 

(2) 地域で支え合う多様な仕組みづくり 

地域における生活支援や健康づくりの担い手などの高齢者を支える多様な主体が、地

域課題を把握し、その活動に反映していくため、協議体や地域ケア会議を活用するなど、

生活支援コーディネーターを中心に地域課題を共有できる仕組みづくりを推進していき

ます。 

(3) 地域の見守り体制の充実 

本市では、民生委員と高齢者の見守り活動等に理解のある地域の方（まちぐるみ福祉

活動推進員）で「まちぐるみ福祉活動推進チーム」を組織し、地域包括支援センター等

と連携をとりながら「まちぐるみ福祉活動」として、要支援者の実態把握、高齢者宅の

定期訪問や声かけ、福祉サービスの情報提供などの地域の見守りを行っています。（図

27） 

しかし、その担い手の確保や、急速な高齢化による見守り対象者の増加という課題が

指摘されていることから、その解決に向けた取組等を実施し、地域の見守り体制の充実

を図っていきます。 

また、１人暮らしの高齢者等の安全・安心を確保するため、看護師等がコールセンタ

ーにおいて、24 時間対応する高齢者の見守りサービスを実施しています。 
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■図27 まちぐるみ福祉活動を支えるネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア まちぐるみ福祉活動推進員に対する研修等の充実 

まちぐるみ福祉活動推進員に対する研修及び指導・助言を充実させ、さらにきめ細

やかな支援が提供できるよう、引き続き支援体制の充実を図っていきます。 

イ 「まちぐるみ福祉活動」の担い手の確保 

地域の元気な高齢者を対象として、地域住民同士のつながりや高齢者の見守り活動

の重要性について研修を行うなど、「まちぐるみ福祉活動」の担い手確保に向けた取

組を行っていきます。 

ウ 見守り対象者の増加への対応 

見守り対象となる高齢者の増加に対応するため、小学校区単位での地域ケア会議

（100 ページ参照）の開催など、見守りに関する情報の共有、地域の団体や人材等の

高齢者を支える社会資源の活用等について協議できる仕組みを構築し、見守り対象者

の増加に対応していきます。 

エ ＩＣＴを利活用した高齢者見守り体制の充実 

情報端末等を使用して、高齢者からの応答等を確認し、定期的に高齢者とコミュニ

ケーションを図るほか、火災報知器や人感センサーと連動して自動的にコールセンタ

ーに通報するなどの情報通信技術（ＩＣＴ）の利活用による見守り体制を導入してい

ます。 

金 沢 市 

支援が必要な高齢者 

地区民生委員児童委員協議会 

まちぐるみ福祉活動推進員 

金沢市社会福祉協議会 

金沢市地域包括 
支援センター 

見守り・声かけ 相談  相談 支援 

活動支援 
 指導・助言 

連携 

連携 
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(4) 地域の自主活動の育成 

現在、本市における地域福祉活動は、地域の民生委員児童委員協議会、町会・公民

館・婦人会・老人会などの各種団体で構成されている地区社会福祉協議会が中心となり、

地域住民全体が主体的に取り組んでいます。 

地域ニーズに応じた柔軟な生活支援サービスの担い手として、介護サービスを提供し

ている社会福祉法人等に加え、地域に根ざした NPO やボランティア等の育成及び組織

化を図っており、介護施設や地区社会福祉協議会におけるボランティア活動に対し、ポ

イントを付与する事業も行っています。 

本市では、社会福祉が十分制度化されていない時代に、「助け合いの心で、近隣の人

と心をかよわせ、支え合い、お互いに善き隣人を創っていく」という考え方（善隣思想）

に基づいて救貧・防貧事業に先駆的に取り組むとともに、地域の共有財産である善隣館

の運営に地域住民が参画することによって、帰属感や連帯感を高め、地域が抱える様々

な課題の解決に向けた自主活動を展開してきました。こうした蓄積を踏まえ、地域コミ

ュニティの再生と発展のための取組について引き続き検討を進めていきます。 

３ 安心して暮らせる生活環境の整備 

高齢者人口の増加に伴い、身体機能の低下に配慮した高齢者にやさしい生活環境の整

備や、災害発生時の高齢者支援体制の整備に引き続き取り組んでいきます。 

(1) 高齢者にやさしい生活環境整備 

高齢者の運転による交通事故防止及び高齢者の気軽な外出と健康増進を支援する観点

から、市内交通事業者が発行する各種定期券等の購入助成や、金沢ふらっとバスの運行、

公共交通不便地域における地域運営交通の導入支援など、高齢者の移動を後押ししてい

くほか、道路のバリアフリー化を進め、高齢者に配慮した交通環境の向上に引き続き取

り組んでいきます。 

冬季の除雪対策としては、引き続き、高齢者のみの世帯について、民生委員の調査に

基づき除雪対象者名簿を作成し、屋根雪おろしの支援を実施していきます。また、町会

と学生等が協定を結んで生活道路の除雪を行う、学生等雪かきボランティア活動を支援

していきます。 

ごみ出し支援としては、高齢者等のごみ出しが困難な世帯を対象としたごみの戸別収

集を実施していきます。 

買物支援としては、公共交通機関等の利用が困難な高齢者世帯を対象として、日用品

等を定期的に宅配する買物環境向上事業の実施や調理が困難な高齢者等を対象に食事を

宅配する配食サービスを引き続き実施していきます。 
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(2) 災害発生時の避難行動要支援者等の支援体制の整備 

災害発生時に高齢者を守るための体制としては、地域の町会（連合会）や消防団など

を中心とした自主防災組織による活動があります。 

災害発生時の避難支援の取組として、要介護認定者や障害のある方等、災害が発生し

た時に自力で避難することが困難な「避難行動要支援者」に対し、災害情報の提供や避

難等の支援が地域の中で迅速に行われるための取組を鋭意進めていきます。 

また、避難行動要支援者が災害発生時に迅速な避難支援を受けるためには、日頃から

近所の人たちと声をかけあう関係を持つことが重要です。そのため、災害発生時の避難

行動要支援者の支援について、地域の理解を深めるための取組を引き続き行っていきま

す。 

ア 避難行動要支援者名簿の整備 

災害時に何らかの助けを必要とする要介護認定者や障害のある方等に対し、災害情

報の提供や避難等の手助けが地域の中で迅速かつ的確に行われる体制を構築するため、

2019 年（平成 31 年）３月に「金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例」を制定

しました。避難行動要支援者名簿は、災害が起きた時に手助けを必要とする方（避難

行動要支援者）に対して、地域の方々（避難支援等関係者）が連携して避難支援する

ために活用する名簿です。 

災害対策基本法及び金沢市避難行動要支援者名簿に関する条例に基づき作成してお

り、本市においては、要介護３以上の要介護認定を受けている方、障害のある方（身

体障害者手帳の上肢、体幹、視覚、聴覚の障害が１・２級の方、身体障害者手帳の下

肢の障害が１～３級の方、療育手帳 A を所持する方）等を名簿に登載しています。こ

れらの要件に合致しなくても、本人の申請等によって名簿に登載することができます。 

避難行動要支援者名簿の対象者のうち、情報提供の同意をされた方については、災

害時はもとより、平常時から避難支援等関係者（自主防災組織、民生委員、消防分団

等）に名簿を提供します。 

条例に基づき、市から同意確認を行った際に、不同意の意思表示がなかった方につ

いても名簿に登載しています。  
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イ 個別避難計画の作成 

2021 年（令和３年）５月の災害対策基本法の改正に伴い、避難行動要支援者に対

する個別避難計画の作成が努力義務化されました。個別避難計画は、緊急時の連絡先、

地域支援者、避難所、避難方法等について、避難行動要支援者ごとに具体的に記載し

た計画です。個別避難計画の作成も含めた避難支援体制の構築のためのモデル事業を

実施し、その成果を基にしてすべての地区における計画作成を進めていくこととして

います。 

災害時の対策として、避難行動要支援者に対する個別避難計画を作成し、災害情報

の伝達、避難誘導や安否確認の方法等、地域における個別避難計画に基づく訓練等の

実施に活用されることで、今後も、支援が必要な避難行動要支援者が地域で安全・安

心に暮らすことができるような体制づくりを進めていきます。 

ウ 福祉避難所の開設・運営体制の整備 

災害発生時には、医療機関への入院や介護保険施設等への入居には至らないが、通

常の避難所での生活が困難である高齢者等に対し、福祉避難所を開設します。 

福祉避難所の種類としては、安全性が確保され、バリアフリー化されているなどの

要件にあてはまる社会福祉施設などがあります。（2024 年（令和 6 年）3 月末時点

で 89 箇所） 

2018 年度（平成 30 年度）から市有施設である老人福祉センター、2019 年度

（令和元年度）から民間協定施設においてそれぞれ福祉避難所開設・運営訓練を行っ

ており、地元の自主防災会にも参加を促すなど、地域との連携強化に努めています。 

今後も引き続き、対象となる事業者と福祉避難所に係る協定の締結を進めていくと

ともに、協定締結施設向けの研修会開催や資機材の整備を支援するなど、社会福祉施

設や医療機関と十分に連携し、適切な対応を図っていきます。 

(3) 消費者被害防止等への対応 

高齢者を狙った架空料金請求詐欺被害や悪質な販売方法の被害が報告されており、高

齢者が安全な社会生活を営むことができる地域社会をつくることが必要です。近江町消

費生活センターでの消費生活に関する相談や啓発事業をはじめとして、地域包括支援セ

ンターや民生委員などが、早期発見のため連携し、見守り等に取り組める地域づくりを

促進していきます。  
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４ 高齢者の人権尊重と権利擁護 

(1) 相談体制の充実 

本市の高齢者に係る権利擁護等の相談体制として、次の窓口等で個々の相談内容に応

じ、丁寧に対応していきます。 

ア 金沢権利擁護センター 

本市は、2007 年度（平成 19 年度）に「金沢権利擁護センター」を金沢市社会福

祉協議会内に開設し、成年後見制度など、権利擁護に関する相談や支援を行っていま

す。 

また、判断能力が十分でない高齢者に対し、福祉サービスの利用援助、日常的な金

銭管理や書類等を預かることにより、高齢者の権利を擁護し、安心して生活を送るこ

とができるように、日常生活自立支援事業を実施しています。 

引き続き、地域包括支援センターとも連携を図りながら、制度に関する高齢者や家

族の理解を深め、活用の促進を図っていきます。 

イ 金沢市地域包括支援センター 

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の専門職員を配置した地域包括支援セン

ターは、高齢者に関する「総合相談窓口」として位置付けられており、高齢者虐待や

権利擁護に関する相談支援も行っています。 

ウ 介護サービス相談員 

施設サービス利用者から直接相談を受けるために、介護サービス相談員を特別養護

老人ホームや介護老人保健施設、グループホーム等に派遣し、利用者の疑問や不満に

対してきめ細やかに応じることにより、苦情に至る事態を未然に防ぐとともに、介護

サービス事業者との意見交換を通じて、サービスの質の向上を目指しています。 

今後も、受入れ施設の拡大を推進していきます。 

エ 介護サービス等向上専門部会の相談窓口 

介護保険運営協議会内に８人の権利擁護委員で構成する介護サービス等向上専門部

会を設置し、サービスに関する苦情に対して、相談・解決に当たっています。（図

28） 

引き続き、国民健康保険団体連合会の苦情窓口など関係機関と緊密に連携し、適切

に対応していきます。 
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■図28 介護保険における苦情相談体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 福祉と健康の総合窓口 

保健・医療・福祉サービスの受付と相談を行うための体制として、本庁と３つの福

祉健康センターに「福祉と健康の総合窓口」を設置しています。 

市民からの問い合わせや相談、苦情等に対する説明責任を果たし、適切に対応する

ために職員の資質の向上を図っていきます。  
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(2) 成年後見制度の利用促進に向けた中核機関の運営 

2020 年度（令和２年度）に、成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14 条に規

定する「成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画」を金沢市地

域福祉計画 2018 の別編として策定しました。 

同計画に基づき、権利擁護支援の地域連携ネットワークの中心的役割を果たす中核機

関を 2021 年度（令和３年度）に設置したほか、ネットワークの４つの機能（広報、相

談、成年後見制度利用促進、後見人支援）の段階的整備を図りました。 

中核機関での支援と併せて、定期的に「金沢市成年後見制度利用促進協議会」を開催

しながら、成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるような地域体制の構築を

目指します。 

(3) 高齢者虐待防止等への対応 

高齢者を虐待から守るため、地域における見守り活動や地域包括支援センターと連携

し、高齢者虐待の未然防止や早期発見に努めています。 

また、介護保険事業者には、定期的に虐待の発生又はその再発を防止するための対策

を検討する委員会を開催するとともにその結果を従業員に周知すること、及び虐待防止

に関する研修を実施することのほか、虐待防止責任者の設置が義務付けられています。 

さらに、定期的に「高齢者虐待防止連絡会」や「高齢者虐待防止研修会」を開催し、

高齢者虐待に関する意識共有や情報交換を行うとともに、虐待への対応が必要な場合に

は地域ケア会議を開催して緊急措置等の支援方針を検討し、高齢者の人権保護に努めて

います。 

今後も、引き続きこれらの取組を継続していくとともに、虐待に関する相談体制や介

護保険事業者への指導監督のさらなる強化を図っていきます。 

また、虐待を受ける高齢者や認知症の高齢者の安全を確保するため、緊急対応のため

の高齢者緊急シェルター（避難場所）を設置しています。 
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コラム 地域支援事業等の種類について 

 

【関連事業等】 

●地域支援事業（介護保険任意事業） 

配食サービス 

配食サービスは、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯で調理が困難な高齢者等を対象に、見

守りを兼ねて、食事（普通食、又は、塩分制限食・刻み食等の健康状態に配慮した特別食）

を宅配するサービスです。 

紙おむつの支給 

紙おむつの支給は、在宅で寝たきり又は重度の認知症の状態が３か月以上継続している高

齢者に対して、紙おむつを宅配するサービスです。（所得制限あり） 

シルバーハウジング生活援助員派遣 

シルバーハウジング生活援助員派遣は、高齢者の安全や利便に配慮した設備・仕様の公営

住宅に生活援助員を派遣し、生活指導・相談、安否確認、一時的な家事援助、緊急時の対応

などのサービスを提供するものです。 

●その他の在宅生活支援事業（市単独事業） 

ガス漏れ警報器・自動消火器・電磁調理器の支給 
火災から高齢者の生命を守り火災の予防、早期消火等を図るため、高齢者のみの世帯を対

象にガス漏れ警報器、自動消火器又は電磁調理器を支給するサービスです。 

理髪・美容カットサービス 

理髪・美容カットサービスは、在宅で寝たきり又は重度の認知症の状態が３か月以上継続

している高齢者に対し、保健衛生の向上、健康保持や気分転換を図るため理容師又は美容師

が訪問し頭髪を整えるサービスです。（年２回の利用券を交付） 

寝具乾燥・消毒サービス 

寝具乾燥・消毒サービスは、在宅で寝たきり又は重度の認知症の状態が３か月以上継続し

ている高齢者若しくはヘルパー派遣中のひとり暮らしの高齢者を対象に、健康保持、保健衛

生の向上を図り快適な寝具で生活できるよう寝具の洗濯・乾燥・消毒を行うサービスです。 

介護手当金の支給 

介護手当金は、在宅で寝たきり又は重度の認知症の状態の高齢者を３か月以上常時介護し

ている家族の方の労をねぎらうため支給するものです。 

住宅改修助成 

（※54 ページ参照） 

メルシーキャブサービス 

「金沢メルシーキャブサービス」は、1997 年度（平成９年度）から、運転ボランティア

の協力により、車いす送迎用自動車で目的地まで移送するサービスであり、車いすを使用す

る高齢者や障害のある方などの外出支援策として利用されています。 
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２ 高齢者を支える重層的ネットワーク体制の構築 

高齢者を支える切れ目のない各サービスを地域又は市全体で機能させるためには、高

齢者の日常生活上の支援等について、①地域における関係者のネットワークを構築し、

②対応が必要な地域課題を把握し、③地域課題の解決のために必要な対応を行い、④地

域のネットワークの中で解決できない地域課題については別途政策的な対応を行ってい

くという仕組みを体系的に作り上げていくことが必要です。 

具体的には、一定の範囲の圏域を設定し、圏域に属する関係者の範囲を明確化した上

で、圏域の中で地域課題に対応する関係者のネットワークを構築し、その解決に取り組

んでいく必要があります。 

こうしたネットワークは、その存在する圏域の広さによって、ネットワークの参加者

やその果たすことができる機能は自ずと異なってきます。 

そのため、比較的小規模な圏域を対象としたネットワーク、ある程度広域的な圏域の

調整を行うネットワーク、市全体の政策立案のためのネットワーク（各圏域ごとの地域

ケア会議）をそれぞれ構築し、各圏域内及び各圏域間で連携することにより高齢者を支

える重層的ネットワーク体制を構築していきます。（図 29） 

一方で、地域包括ケアシステムの中心的な役割を担う地域包括支援センターを取り巻

く現状については、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズへの対応を求められたり、

担当圏域間における高齢者人口に差が生じるなど様々な課題があります。このことを踏

まえ、地域共生社会の実現に向けての包括的な支援体制整備を踏まえたセンターの機能

及び体制の強化を図るとともに、高齢者人口差が拡大している日常生活圏域の区割りの

見直しを行い、令和６年度より従来の 19 圏域から新たに１つの日常生活圏域を加えた

20 の圏域で、地域包括支援センターの運営を開始します。 
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■図29 重層的ネットワーク体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 各圏域における生活支援ネットワークの構築 

市内全域から小学校区といった広さの異なる重層的な圏域を設定する場合、圏域のレ

ベルごとに、その圏域内のネットワークが担うべき役割は異なってきます。 

このため、各ネットワークの役割及びそれを構成する機関の役割を明確化することで、

地域課題の内容・質によって、地域課題に重層的に取り組んでいくため、各圏域内及び

各圏域間での連携体制を体系的に構築していきます。 

(1) 小学校区単位のネットワークの構築（地域の共助活動の調整） 

小学校区は、住民が地域意識を持って主体的に活動できる圏域であることに鑑み、こ

の圏域を一つの単位として、地域住民、地域団体（町会、民生委員児童委員協議会、地

区社会福祉協議会等）、地域包括支援センター等から構成される地域福祉座談会25を活

用し、高齢者の見守り活動等の生活支援や健康づくり活動に係る地域内の調整、個別ケ

ースの対応、地域課題の発見等の機能を担うネットワークを構築していきます。 

 
25 地区社会福祉協議会と市社会福祉協議会が主催し、地域の住民とともに、支援が必要な住

民の見守りなどに関する活動の調整、個別ケース対応、地域課題などについて話し合い、地

区社会福祉協議会の機能を活かしたネットワークの強化を図ります。 
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(2) 日常生活圏域（中学校区）単位でのネットワークの構築（地域課題の抽出） 

本市では、中学校区のエリアを概ね日常生活圏域としてとらえ、その圏域ごとに地域

包括支援センターを設置しています。この日常生活圏域を一つの単位として、地域団体

（町会、民生委員児童委員協議会、地区社会福祉協議会等）、金沢市医師会や金沢市歯

科医師会等の職能団体、本市等から構成される地域包括支援センターの運営懇談会等を

活用し、社会資源の整理や地域課題の抽出、それらを踏まえた地域づくりの支援等の機

能を担うネットワークを生活支援コーディネーターと連携し、構築していきます。 

(3) 福祉健康センター圏域でのネットワークの構築（多職種連携の推進） 

福祉及び保健の充実に資するため、市内に３つの福祉健康センターを設置しているこ

とに鑑み、本市の在宅医療支援室や地域包括ケア推進室、在宅医療連携グループ、域内

の病院等の医療機関や地域包括支援センター、金沢市医師会や金沢市歯科医師会等の職

能団体、介護サービス事業者等と、医療・介護に係る多職種連携の推進等についての地

域課題に対応するネットワークを構築していきます。 

(4) 介護保険運営協議会における地域課題を踏まえた政策形成機能の強化 

介護保険運営協議会について、各圏域で取りまとめられた政策課題の広域的な調整や、

事業計画への反映による課題への対応等の政策立案能力を強化するため、その位置付け

を明確にするとともに、必要に応じて部会構成等の見直しを行っていきます。 

２ 地域ケア会議等の役割の整理と地域課題解決機能の強化 

「地域ケア会議」は、地域包括ケアシステムの実現に向けた重要な手段と位置づけら

れており、個別ケースの課題分析等の積み重ねにより地域課題を発見し、地域に必要な

資源開発や地域づくり、さらには介護保険事業計画への反映などの政策形成につなげて

いく役割が期待されています。 

本市では、これまでも地域包括支援センターにおいて地域ケア会議を開催してきまし

たが、会議の内容、参加者等はセンターによって様々であることから、既存の会議の整

理及び体系化、センター間の標準化に取り組んでいきます。また、これまで、介護予

防・重度化防止等の観点からケアプランの充実を目指すため、多職種と連携した介護予

防支援会議を開催しており、この会議についても、「地域課題の集約・分析」といった

地域ケア会議としての機能を持たせることで、これまで以上に地域課題の抽出の機会の

拡大を図っていきます。（表 31） 
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(1) 地域ケア会議の体系化と標準化 

地域ケア会議の内容、参加者等はセンターによって様々であることから、既存の会議

の整理及び体系化を行うことで地域ケア会議の標準化を推進していきます。（図 30） 

（表 31） 

(2) 地域ケア会議による地域課題解決機能の強化 

個別ケースの検討を行う地域ケア個別会議の開催を通して、地域住民・関係者による

個々の高齢者に対する支援体制を構築するとともに、事例の積み重ねから地域課題を集

約・分析し、地域課題の発見機能の強化を図っていきます。 

また、地域課題の解決につながった好事例を地域で共有することにより、課題解決機

能の強化を図っていきます。 

 

■図30 地域ケア会議の体系図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域ケア会議の体系図の解説】 

地域ケア個別会議 

個別事例の検討により地域課題を集約・分析します。 

  A 地域ケア会議 ：地域包括支援センターで定例・随時に会議を開催し、地域の課題や困難事例

を検討します。 

  B 介護予防支援会議：リハビリテーションの専門家（理学療法士又は作業療法士）が地域包括支

援センター職員等に対して、介護予防ケアプランの助言を行います。 

  C ケアマネジメント支援会議：介護支援専門員のケアマネジメント支援（スキルアップ）ととも

に、個別ケースの課題解決を図ります。 
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地域ケア推進会議 

地域ケア個別会議の積み重ねによって抽出された地域課題を地域づくり、資源開発、政策形成へ

とつなげていく会議です。 

次の①から④を経て、政策に反映していきます。 

  ①地域包括支援センター運営懇談会：金沢市地域包括支援センターが主催し、地域課題を把握し、

地区の特性に応じた支援方法等を地域の参加者と検討します。 

  ②地域包括支援センター連絡会：金沢市地域包括支援センター連絡会が主催し、日常生活圏域で

集約された地域課題を共有し、市全域の地域課題について検討します。また、

各地域包括支援センターが連携及び情報共有を行い、センターの円滑かつ適

正な運営を図ります。 

  ③調整会議   ：本市が主催し、地域包括支援センター連絡会で検討した地域課題について、

担当課と共有します。 

  ④介護保険運営協議会等：調整会議等で持ち上がった地域課題についての政策を立案していきま

す。 

■表31 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

地
域
ケ
ア
個
別
会
議 

介護予防支援会議 

（件数） 
55 99 102 103 － 

地域ケア会議 

（開催数） 
265 240 240 240 

目標値は定例の

会議の開催数で

設定 

現状値は定例の

会議以外に、随

時の会議の開催

数を含め計上 

ケアマネジメント 

支援会議（開催数） 
45 40 40 40 

地域ケア推進会議 

（開催数） 
47 49 49 49 

地域福祉座談会 

（開催数） 
109 216 216 216 － 

 

３ 地域課題等の共有による地域づくり活動の支援 

各圏域における地域課題や、その対応の好事例を蓄積することにより、地域課題に対

し有効な解決方法を各圏域に活用していける仕組みを検討していきます。 

これにより、各圏域での自助・共助による地域課題の解決の支援を図っていきます。 

４ 支え合うコミュニティ活動の推進 

地域住民が抱える課題が複雑化・複合化する中、多機関の専門分野を取り入れた統一

された助言を行う支え合いソーシャルワーカーを配置するなど、金沢版の重層的支援体

制整備事業26である支え合うコミュニティ推進事業に取り組みます。 

 

 
26 2021年（令和３年）４月１日施行改正社会福祉法第106条の４に規定する地域生活課題の

解決に資する包括的な支援体制を整備するために市町村が実施する事業。 
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５ 地域包括支援センターの機能強化と新たな日常生活圏域での運営 

地域包括支援センターを取り巻く現状の課題解決に向けて、2024 年度（令和６年度）

から、センターの機能強化を行うとともに、新たな日常生活圏域を設定します。併せて、

新たな日常生活圏域でのセンターの運営を開始します。 

(1) 地域共生社会の実現に向けた地域包括支援センターの機能及び体制強化 

地域共生社会の実現に向けて、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包

括的な支援体制の整備が求められている中で、地域包括ケアシステムの中核を担う地域

包括支援センターに新たにケアプラン専従職員27を配置し、センターの機能強化を図り

ます。 

(2) 日常生活圏域の区割り見直しに伴う新たな圏域での地域包括支援センターの

運営 

今後の人口動態の変化や、小学校・中学校区などの住民が地域意識を持ちながら主体

的に活動できる地域コミュニティとの整合性に配慮した、新たな日常生活圏域のあり方

について検討し、区割りの見直しを行いました。それに併せた新たな圏域での地域包括

支援センターの運営を実施します。 

３ 市民への適切な情報提供と市民参加の促進 

高齢者が自分らしく生活していくために、高齢者施策に関する多様な情報を分かりや

すく整理し、ＳＮＳの活用など様々な手段で提供することで、市民が必要な情報を的確

に選択し、入手できるような環境を整えていくとともに、高齢者施策の策定過程への市

民参加を促進していきます。 

また、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられる環境づくりを目指す「地域包括ケ

アシステム」の構築の趣旨を市民に浸透させていくため、まずは、市民に対し、高齢期

の医療や介護等に関して、どのような選択肢があり、どうすればそれを利用できるのか

について、幅広く情報提供していきます。 

一方で、本市や地域包括支援センター等では、高齢者に関する様々な情報を把握して

いることから、個人情報の管理については、慎重を期していきます。 

 

 

 

 

 
27 地域包括支援センターの機能強化策として、2024年度（令和６年度）より新たに加配予

定。加配する職員は、原則介護支援専門員とするが、センター全体でのケアプラン作成に係

る負担軽減が図れることを条件に、介護支援専門員以外の専門職の配置も可能。 
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１ 市民への適切な情報提供の推進 

(1) 高齢者施策に関する多様な情報の提供 

本市では、高齢者施策に関する多様な情報を市民が的確に選択できるように、保健・

医療・福祉・生活支援のサービスに関する総合パンフレット「すこやか長寿」や介護保

険制度の概要を説明した「みんないきいき介護保険」、地域包括支援センターの役割や

連絡先等を掲載したパンフレット等を発行しています。また、サービス別に事業者名や

所在地等を記載した「介護保険指定事業者一覧」を本市ホームページ等で公表するとと

もに、厚生労働省がインターネット上で運用する「介護サービス情報公表システム」に

おける情報に本市ホームページからアクセスできるよう対応するなど、多彩なサービス

メニューの中から、市民が必要な情報を選択し、円滑に利用できるよう情報を整理して

提供しています。 

今後も情報提供に当たり、市民が分かりやすく、的確に情報を入手し、選択できる環

境づくりに取り組んでいきます。 

(2) 医療や介護が必要になる前の幅広い情報の提供 

高齢者が医療・介護サービスの内容や違いについて早めに理解することが、その後の

生活への安心感につながることから、様々な機会を活用し、また、多様な方法により医

療や介護に関する情報を提供していきます。 

ア 高齢期の医療や介護等に係る総合的な情報の周知 

医療や介護が必要になってからではなく、ある程度事前に、老後における地域での

生活がイメージできるよう、高齢期の医療や介護等に係る総合的な情報の周知活動を

行っていきます。 

イ 地域の施設等を活用した福祉教育の実施 

地域ぐるみで身近に介護を考えてもらうための機会として、介護保険施設等が開催

する行事などの施設開放の取組を積極的に活用し、高齢期の生活に関する正しい知識

を得られる機会を創出していきます。 

ウ メディアの効果的な活用による周知活動の展開 

限られた資源を最大限に活用し、広報・周知活動を効果的に展開していくために、

従来の広報手段にとどまらず、多様なメディアや人が集まる商業施設等の場の活用、

幅広い関係者との連携など、様々な機会を活用し、また、多様な方法により積極的な

広報・周知活動に取り組んでいきます。 
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(3) 市民への情報提供に係る効果の検証 

複雑化する医療・介護サービスについて、市民の理解を深めていくには、これらの情

報提供をさらに充実させていくことが必要です。 

また、市民に分かりやすく伝わっているかどうかアンケートを行うなど、情報提供手

段とその効果について検証を行い、実効性のある情報提供に努めていきます。 

２ 高齢者施策の策定過程における情報発信と市民参加の促進 

「長寿安心プラン 2021」における施策の評価や見直しを行う介護保険運営協議会に

は、高齢者の方々の意見等の反映のため、高齢者団体の代表の方や公募委員の方にご参

加をいただいております。なお、公募委員は、本計画の策定の中心となる長寿安心プラ

ンワーキングにも参加し、市民参加が実践されています。 

本計画の策定においては、市民フォーラムの開催や、本市の介護保険の課題や高齢者

福祉についての市民アンケートを実施し、高齢者の方をはじめ多くの市民の方からご意

見をいただいたほか、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査及び介護

労働実態調査を実施し、本市の現状について分析を行いました。 

また、本計画骨子案について、パブリックコメント手続28による意見募集を実施した

ほか、骨子案についての説明動画を配信し、高齢者施策への理解を深める取組を実施し

ました。 

今後も、高齢者施策の立案・決定等に市民の参加を促進し、積極的に情報発信を行う

とともに、市民が意見を述べることができる機会を増やしていきます。 

 
28 施策の企画立案に当たり、当該施策の趣旨、目的、内容等を公表し、これらについて提出

された市民の意見を考慮し、意思決定を行う手続をいう。 
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第５節  介護予防の推進 

■第５節の施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の充実 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業の目的 

総合事業は、要支援認定者及び要支援状態に相当する比較的軽度な方を支える制度と

して、ＮＰＯ、ボランティア、地域団体、住民等の多様な主体により様々なサービスを

充実させることで地域の支え合いの体制づくりを推進し、効果的かつ効率的な支援等を

可能とすることを目指す制度として、2014 年（平成 26 年）の介護保険法の改正によ

り創設されました。 

本市では、2017 年（平成 29 年）４月から総合事業を導入し、従前の介護予防訪問

介護及び介護予防通所介護に相当する介護予防型サービスに加えて、生活支援に特化し、

利用者負担の軽減を図るサービスとして従前のサービスの基準を緩和した基準緩和型サ

ービスを実施しているほか、栄養改善や運動機能、口腔機能向上のための短期集中型サ

ービスや、全ての 65 歳以上の高齢者を対象とした一般介護予防事業を実施しています。

（図 31） 

総合事業のサービス提供に当たっては、引き続き、サービス利用実績等の動向や利用

者のニーズを的確に把握しながら、研修等を通じて、提供体制の拡充やサービスの質の

向上を図っていきます。 

 

 

 

 

 

□1 介護予防・日常

生活支援総合事業

の充実 
1 介護予防・日常生活支援総合事業の目的(p.106) 

2 介護予防・日常生活支援総合事業の内容(p.107) 

□2 地域における介

護予防の推進に向

けた取組 

(1) 介護予防の推進(p.111) 

(2) 関係者における意識の共有と自立支援に向けたサ

ービス・支援の展開(p.112) 

(3) 生活習慣病の重症化のリスクを抱えた高齢者に対

する個別保健指導の強化(p.112) 

(4) スポーツ振興施策とのタイアップによる高齢者の

健康づくりに向けた市民運動の展開(p.112) 
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■図31 介護予防・日常生活支援総合事業の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 介護予防・日常生活支援総合事業の内容 

総合事業は、要支援認定者等に対して多様な支援を行う「介護予防・生活支援サービ

ス事業」と、全ての高齢者を対象として運動器の機能向上教室等の介護予防を行う「一

般介護予防事業」から構成されています。 

介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、「要支援認定者」と「事業対象者29」

です。また、一般介護予防事業の対象者は、「全ての 65 歳以上の高齢者」です。（図

32） 

■図32 介護予防・日常生活支援総合事業の利用の流れ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 基本チェックリスト（65歳以上の方を対象に、運動機能や口腔機能などの生活機能の低下

を発見するための質問票）を実施し、基準に該当すると介護予防・生活支援サービス事業の

利用が可能となる者。なお、65歳未満の第２号被保険者は要介護認定申請が必要。 
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ア 介護予防・生活支援サービス事業 

(ｱ) 介護予防型訪問サービス 

ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護（食事や入浴等の介助）や生活援助

（掃除、調理等）を提供することで、日常生活上の支援を行うサービスです。（従

前の介護予防訪問介護に相当するサービスです。） 

(ｲ) 介護予防型通所サービス 

通所介護施設で、入浴、排泄、食事などの日常生活上の支援などを受けるサービ

スです。（従前の介護予防通所介護に相当するサービスです。） 

(ｳ) 基準緩和型訪問サービス 

ホームヘルパーやかなざわケアサポーター30が自宅を訪問し、生活援助等（掃除、

調理等）を提供することで、自立に向けた支援を行うサービスです。 

(ｴ) 基準緩和型通所サービス 

通所介護施設で、生活機能向上のための体操やレクリエーションなどに取り組む

サービスです。 

(ｵ) 短期集中型通所サービス（運動器機能向上） 

介護事業所等で、生活機能向上の筋力アップに取り組むサービスです。 

(ｶ) 短期集中型通所サービス（口腔機能向上） 

歯科医院に通い、お口の筋力アップなどに取り組むサービスです。 

(ｷ) 短期集中型訪問サービス（栄養改善） 

管理栄養士が自宅に訪問し、栄養相談・栄養指導を行うサービスです。 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 市の指定する養成研修の修了者で、基準緩和型訪問サービスの提供に当たる者。2024年

（令和６年）３月現在、登録者数は220名。なお、本市では、かなざわケアサポーター養成

研修会の修了者を対象に、事業者との就職面談を行い、かなざわケアサポーターの就労を支

援しています。 
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(ｸ) 介護予防ケアマネジメント 

地域包括支援センターにおいて、要支援認定者及び要支援状態に相当する比較的

軽度な方に対して、介護予防及び日常生活支援を目的として、その心身の状況や置

かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、介護予防・生活支援サ

ービス事業のほか、一般介護予防事業、インフォーマルサービスを含めた適切なサ

ービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行っていきます。 

イ 一般介護予防事業 

一般介護予防事業（フレイル31予防等）は、本市が行う事業と地域の共助、民間サ

ービスとの役割分担を踏まえつつ、高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てる

ことなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や

通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域におい

てリハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状

態になっても、生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指すことを目的と

しています。（表 32） 

この事業は、表 33 のとおり、「介護予防把握事業」、「介護予防普及啓発事業」、

「地域介護予防活動支援事業」、「一般介護予防事業評価事業」及び「地域リハビリ

テーション活動支援事業」から構成されます。 

■表32 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

ロコモティブシンドロー

ム(運動器症候群)32を認

知している人の割合の増

加 

38.5%    
「金沢健康プラ

ン２０２４」の

目標値に準じる 

低栄養傾向高齢者の割合

の減少 
19.9%    

「金沢健康プラ

ン２０２４」の

目標値に準じる 

80 歳で 20歯以上の自分

の歯を有する人の割合の

増加 

45.9%    
「金沢健康プラ

ン２０２４」の

目標値に準じる 

いきいきシニア介護支援 

ボランティアポイント事

業の登録者数 

25人 47人 84人 120 人 ― 

 

 

 
31 年齢とともに心身の活力（筋力や認知機能など）が低下して、要介護状態に近づくこと。 

32 運動器といわれる骨・関節・筋肉、神経などの働きが衰えたり、障害されることによっ

て、介護が必要な状態になったり、介護が必要となる可能性が高い状態。 
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■表33 一般介護予防事業 

事 業 内 容 

介護予防把握事業 

訪問活動をしている地域包括支援センターの職員や福

祉健康センターの保健師等が、地域の関係団体等やか

かりつけ医と連携することにより、閉じこもり等の何

らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつな

げる。 

介護予防普及啓発事業 

介護予防に関する普及啓発のため、パンフレット等の

作成・配布を行うとともに、運動器の機能向上、栄養

改善、口腔機能の向上、認知症予防、フレイル予防な

どの各種教室や講演会を開催する。 

地域介護予防活動支援事業 

地域支援 

地域主体の介護予防活動を促進するため、地域におけ

る運動普及推進員33の養成など、市民全体で介護予防

活動に取り組むための人材育成・活動支援を行う。 

ボランティア 

ポイント事業 

高齢者がボランティア活動に携わることを通して、地

域における生活支援や健康づくりの担い手となること

を促進し、併せて、自らの「役割」や「居場所」を実

感しながら、健康でいきいきと生活できる環境づくり

を推進する。 

一般介護予防事業評価事業 
介護事業計画に定める目標値の達成状況等を検証し、

一般介護予防事業の評価を行う。 

地域リハビリテーション活動支援事業 

地域における介護予防の取組を強化するため、地域ケ

ア会議の開催や住民運営の通いの場等へのリハビリテ

ーション専門職等による助言等を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 地域の健康づくりの普及・啓発を行う運動ボランティアで、運動普及推進員養成講座を受

講して推進員となる。 
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２ 地域における介護予防の推進に向けた取組 

(1) 介護予防の推進 

介護予防を進めるにあたり、本市では第７期事業計画の中で、健康な状態と要介護状

態の中間に位置し、身体的機能や認知機能の低下が見られる状態を指す「フレイル」に

着目し、その兆しを早期に発見し、適切な支援に繋げるための体制整備に努めてきまし

た。フレイル予防のためには、運動器機能（骨・関節・筋肉・神経など）の維持・向上

に加え、バランスのよい食事を通じた栄養改善や十分な食事を取るための口腔ケアが重

要です。 

本市では 2018 年（平成 30 年）9 月より、東京大学が開発したフレイルチェックの

手法を取り入れ、市民団体と連携しながら、フレイル状態になりかけている高齢者の発

見と改善指導に取り組んでいます。 

また、関係機関・関係団体の間で高齢者の健康課題について情報共有し連携体制を強

化することにより、高齢者一人ひとりの状況に応じた支援が円滑かつ的確に提供される

よう、取り組んでいきます。 

ア 市民団体との連携・協働によるフレイルチェックの全市的な展開 

身近な地域で継続してフレイル予防に取り組めるよう、様々な市民団体と連携して、

地域に根ざした継続的な健康づくり活動を展開していきます。（表 34） 

■表34 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

フレイルチェック 
（開催数・参加者数） 

20回 

延べ 189 人 

33 回 
延べ 750 人 

39 回 
延べ 960 人 

51回 

延べ 1,290 人 
－ 

イ そくさい地域出前講座など、専門職等を活かした介護予防の取組 

地域における住民主体の通いの場等を活用し、リハビリテーション専門職や管理栄

養士、歯科衛生士等の一定の関与の下で、日常生活上の活動や周囲と環境へのアプロ

ーチも含めた介護予防の取組を展開していきます。 

ウ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

後期高齢者に対しフレイル状態に応じた個別保健指導を行うとともに、フレイルの

要因となる疾病予防のための健康講座を開催する等により、健康実態に応じたフレイ

ルの進行を防止する取り組みを一体的に実施します。 
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(2) 関係者における意識の共有と自立支援に向けたサービス・支援の展開 

高齢者が地域において健康で自立した生活を送るためには、高齢者自らが健康の保持

増進や介護予防に取り組むといった基本的な考え方を持つとともに、本市をはじめ、地

域包括支援センター、事業者、住民等の関係者の間で、自立支援や介護予防の重要性、

本市の地域包括ケアシステムの方向性等の意識を共有することが必要です。引き続き、

多職種の専門的視点を活用しながら自立支援に向けた介護予防ケアマネジメント支援に

取り組んでいきます。 

(3) 生活習慣病の重症化のリスクを抱えた高齢者に対する個別保健指導の強化 

特定健康診査の結果に基づき、心臓病や脳卒中、慢性腎臓病（CKD）などを引き起こ

す糖尿病や高血圧症、脂質異常症など生活習慣病の重症化予防のため、生活習慣病の重

症化のリスクを抱えた高齢者に対し重点的に個別保健指導を行い、健康寿命の延伸を図

っていきます。（表 35） 

■表35 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

健康寿命の延伸 
男性：80.37 歳 

女性：84.43 歳 
   

「金沢健康プラ

ン２０２４」の

目標値に準じる 

要介護認定率の低下 

（65歳以上の要支援・ 

要介護認定率） 

19.5%    
「金沢健康プラ

ン２０２４」の

目標値に準じる 

 

(4) スポーツ振興施策とのタイアップによる高齢者の健康づくりに向けた市民運

動の展開 

誰もが健康に生活したいと願う一方で、健康づくりや介護予防に係る個々人の価値観

は大きく異なります。そうした中で、できる限りシニアの健康づくりの機運を盛り上げ

ていくためには、既存の介護予防事業や健康づくり施策に加えて、スポーツ振興施策と

連携した健康づくりの市民運動を展開していくことが求められます。 

ア ウォーキング運動の展開 

「金沢ウォーク」や市民が楽しみながら継続してウォーキングに取り組める施策等

により、市民のよりよい運動習慣の定着を促進します。（表 36） 

■表36 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

金沢ウォーク 
（参加者数） 

1,341人 1,500人 1,500人 1,500人 － 
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イ スポーツイベントと連携した健康づくりの裾野の拡大 

身近な地域で健康づくりやスポーツ、レクリエーションに取り組めるよう、子ども

から高齢者までを対象とした各種スポーツ教室を開催するとともに、地域における

様々な交流の機会を利用し、高齢者に適したウォーキングや体操などの身近で手軽な

スポーツを始められるようアドバイスを行っていきます。 

また、大規模なスポーツイベント等の機会を活用し、スポーツ実践層の拡大、参加

を促す働きかけを実施していきます。（表 37） 

■表37 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

運動習慣者の割合の 

増加（65歳以上） 

男性：43.1％ 

女性：47.4％ 
   

「金沢健康プラ

ン２０２４」の

目標値に準じる 

１日の平均歩行数の 

増加 

男性：4,207 歩 

女性：5,285 歩 
   

「金沢健康プラ

ン２０２４」の

目標値に準じる 

金沢スポーツフェス

ティバル 

（参加者数） 

1,519人 1,500人 1,500人 1,500人 － 

 



第５章 施策目標に対する具体的取組 第６節 

 

114 

第６節  高齢者の社会参加の促進 

■第６節の施策体系図 

 

  

 

高齢者がいきいきと暮らすためには、地域の人と日常的なつながりを持ち、一人ひとり

が必要とされ、役割と生きがいを持って暮らしていける環境を整えていくことが大切です。 

国においては、高齢者がその知識・経験を活かし、社会生活の担い手として活躍しても

らうための仕組みづくりに取り組んでいます。 

本市では高齢者が生涯現役で活躍できる社会の実現に向けて、2017年度（平成29年

度）から２年間にわたって金沢市アクティブシニア支援検討会において検討を行い、

2019年（平成31年）２月に「アクティブシニアの活動を支援するための情報収集とそ

の発信」「アクティブシニアの活動を支援するためのマッチング機能の強化」「アクティ

ブシニアの活動、交流を支援するための拠点の整備」の３つの提言を受け、提言の具現化

に取り組むこととしています。 

2019年度（令和元年度）からは、就労やボランティア活動等を希望する高齢者からの

相談を受け、希望者のニーズに合う活躍の場を紹介するアクティブシニア活躍応援窓口を

定期的に開設しています。 

そのほか、2022年度（令和４年度）からは、元気で活力があり、地域貢献意欲を持っ

たアクティブシニアがこれまで培った経験や技術を生かして活躍してもらうとともに、本

人の社会的役割や自己実現につなげることを支援する地域福祉アクティブシニア応援セミ

ナーを開催しています。 

また、高齢者の就労拡大を図るため、シルバー人材センターの就業機会拡大等の取組を

支援するとともに、役割がある形での高齢者の社会参加等を促進するための就労的活動支

援コーディネーター34の配置について検討していきます。 

 

 

 

 
34 就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的活動の取組を実施したい事業者等と

をマッチングし、高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートする。 

 

1 ⃣高齢者が気軽に

集える「場」の充

実 

 

高齢者の社会参加

の促進 
(1) 高齢者が気軽に集える「場」の充実(p.115) 

(2) 多様な社会参加の促進(p.115) 

(3) 地域の社会参加活動に係る普及啓発(p.118) 
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(1) 高齢者が気軽に集える「場」の充実 

高齢者が日常生活の中で気軽に集える地域サロン等の「場」については、高齢者の閉じ

こもり防止や介護予防を促進するとともに、高齢者の生きがいづくりの「場」ともなって

います。 

今後も引き続き、多様な高齢者のニーズに応えるため、必要に応じて内容の充実を図る

とともに、趣味活動等の住民自身が運営する「通いの場」を増やしていく支援を行ってい

きます。 

(2) 多様な社会参加の促進 

高齢者の社会参加を促進するため、生活支援コーディネーターを中心に、引き続き関係

団体や地域の施設などと連携を図りながら、老人クラブ、地域サロンなどの地域活動を支

援するとともに、高齢者の就労やボランティア活動の場の提供など、社会参加の機会を広

げる取組を推進していきます。（表 38、39） 

ア 高齢者の就労支援 

高齢者の就労は経済上の必要性からという理由だけでなく、働くことが生きがいや介

護予防にもつながります。また、社会的要請として高齢者の知識、経験の活用・継承が

求められています。 

高齢者の就労を支援するため、就労に関する企業ニーズを把握した上で、ハローワー

クや金沢市シルバー人材センターと十分な連携を取ることにより、高齢者の就労の促進

を図っていきます。また、就労的活動支援コーディネーターの配置についても検討して

いきます。 

イ 生涯学習・スポーツ活動への参加促進 

高齢者が、健康で生きがいをもって暮らしていけるよう、引き続き生涯学習やスポー

ツ活動への参加を促進していきます。 

ウ 老人クラブの活動支援  

スポーツや文化活動を通じて、多くの人とふれあい、交流する場として、老人クラブ

の存在が重要であると考えています。市老人連合会では、フレイル予防に取り組んでお

り、こうした老人クラブの諸活動を引き続き支援していきます。 
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エ アクティブシニア活躍応援窓口の開設等による活動支援 

高齢者の社会参加を促進するとともに、元気な高齢者が今まで培ってきた知識や経験

を地域社会に活かすことができるよう、専門相談員が多様なニーズに合った活躍の場を

紹介するシニア世代向けの総合相談窓口を開設しています。就労、ボランティア、知

識・教養、運動、健康などの相談窓口をさまざまな時期や会場で試行的に開催し、マッ

チング機能の強化に取り組んでいきます。 

また、高齢者やご家族、高齢者を支援する関係者が今後の活動を考える上で参考とな

るよう、2021年（令和３年）１月に発行したアクティブシニア実践事例集を活用し、

福祉、まちづくり、就労、スポーツ等の各分野におけるアクティブシニアの取組を周知

していきます。そのほか、地域福祉アクティブシニア応援セミナーとして、民生委員・

まちぐるみ福祉活動推進員の活動紹介や、集いの場の活動紹介・協力者募集を行うこと

で、地域貢献意識の向上を図っていきます。 

オ ボランティア活動への参加の促進 

団塊の世代をはじめとした高齢者は、ボランティア活動に携わることを通じて、地域

における生活支援や健康づくりの重要な担い手として期待されています。 

地域の高齢者が主体的なボランティアの提供者になることで、自らの役割や居場所を

実感し、生きがいづくりや社会的孤立の防止、介護予防につながることから、引き続き

ボランティア活動への参加を促進していきます。 

その一環として、介護施設や地区社会福祉協議会におけるボランティア活動に対し、

ポイントを付与する事業を実施し、健康でいきいきと生活できる環境づくりを推進して

いきます。 

カ 世代間の交流の促進 

スポーツや生涯学習に関する各種イベントでの世代間交流のほか、地域サロンでも世

代間交流活動を行っています。 

高齢者の経験や技能などを若い世代に伝えていくことは大切なことであり、引き続き

様々な場面での交流を促進していきます。 
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■表38 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

地域サロン(箇所) 273 274 275 276 － 

金沢市高砂大学校・ 
大学院（修了者数） 

438 804 804 804 － 

金沢ボランティア大学校 
（65歳以上の修了者数） 

95 100 100 100 － 

 

■表 39 社会参加・生涯学習の施設等 

 

施  設  等 内    容 

金沢市シルバー人材センター 
生きがいの充実や社会参加を希望する高齢者に、就労機会の提供

を行っています。 

パソコンサロン（松寿荘、鶴寿

園、ライブ１、千寿閣） 

パソコンを使いたい方や、上手になりたい方が気軽に利用できま

す。 

いきいきギャラリー 

（横安江町商店街内） 

高齢者や障害のある方が制作した作品などを展示・販売していま

す。 

老人福祉センター等（千寿閣、

万寿苑、松寿荘、鶴寿園、十一

屋生きがい交流館） 

陶芸、手工芸、絵画、書道、生花教室のほか、自主的にダンス、

歌謡など多様な講座を開いています。 

地域サロン 

（現在62地区 273 箇所で開設） 

高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもって生活できるように、

公民館などを利用して会食会や手作り教室、健康教室などを開催

しています。 

金沢市高砂大学校・大学院 

（中央公民館彦三館内） 

高齢者の新しい知識の習得・仲間づくり・生きがいづくりを目指

し、大学校では、幅広い分野の講座を設けており、大学院では、

更に専門的に学べる歴史民俗・花樹園芸・文学美術・悠々健康の

４科を設けています。 

スポーツ推進事業 

（総合体育館等） 

ストレッチや３Ｂ体操、スイミングなどのプログラムを開催して

います。 

老人クラブ活動 
地域において社会奉仕活動（清掃など）や教養活動（各種講座な

ど）、スポーツ活動を行っています。 

金沢ボランティア大学校 

（中央公民館彦三館内） 
ボランティアとして活躍できる人材を育成しています。 

金沢ボランティアセンター 

（松ヶ枝福祉館内） 

ボランティアに関する相談・情報提供・講座の開催などを行って

います。 
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(3) 地域の社会参加活動に係る普及啓発 

元気な高齢者が地域活動に参加し、生活支援の担い手として活動するなどの社会的役割

を担うことが、結果として生きがいや介護予防にもつながることから、社会参加を希望す

る高齢者とその機会とを結びつける情報を適切に提供していきます。 

ア 地域活動に係る情報の集約化 

本市や金沢市社会福祉協議会、地域包括支援センター等において把握している地域活

動に係る情報を集約し、高齢者の社会参加の機会と場に関する情報を体系的に整理して

いきます。 

イ 地域活動に係る情報提供手段の充実 

上記アで集約した高齢者の社会参加の機会と場に関する情報について、社会参加の機

会を探している高齢者と円滑に結び付けが図れるよう、市民がどこに行けばどのような

情報が得られるかを明確にし、様々な手段により周知を図っていきます。 
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第７節  認知症の方を支える体制の充実 

■第７節の施策体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症の方を支え

る体制の充実 

(1) 認知症サポーターの養成及び認知症サポーター認定

所の拡大(p.120) 

(2) 認知症ケアパスの普及と活用の推進(p.121) 

(1) 認知症予防に資する可能性のある活動の推進(p.122) 

(2) 認知症の早期発見のための取組の推進(p.122) 

(3) 認知症初期集中支援チームの活動の推進(p.122) 

(4) 認知症の方を支える多職種間連携の推進(p.122) 

１ 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進

(p.120) 

２ 認知症の予防と早期発見・早期対応の取組の推進

(p.121) 

(1) 認知症地域支援推進員を中心とした地域支援体制

の強化(p.122) 

(2) 金沢市認知症地域支援センターの設置と認知症カ

フェの充実(p.123) 

(3) 認知症高齢者の見守り体制の充実 (p.123) 

(4) チームオレンジの推進(p.123) 

３ 地域共生社会に向けた認知症の方を支える取組の

推進(p.122) 

(1) 若年性認知症への理解を深めるための普及・啓発

の推進 (p.124) 

(2) 若年性認知症の方の状況に応じた支援体制の強化

(p.124) 

４ 若年性認知症の方を支える取組の推進(p.124) 
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全国の認知症高齢者の数は、2025 年（令和７年）には約 700 万人となり、65 歳以

上の高齢者の約５人に１人が認知症となると推計されています。今や認知症は誰もがなり

うるものであり、多くの人が関わる可能性のある身近な病気となっています。 

2023 年（令和５年）６月 16 日に公布された「共生社会の実現を推進するための認知

症基本法」では、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよう、

認知症施策を総合的かつ計画的に推進し、認知症の人を含めた国民一人一人がその個性と

能力を十分に発揮し、相互に人格と個性を尊重しつつ支え合いながら共生する活力ある社

会（＝共生社会）の実現を推進していくことが示されています。 

本市においては、日常生活圏域ごとに配置した認知症地域支援推進員を中心に、認知症

の方やその家族を地域で支えるためのネットワークづくりに取り組みながら、認知症への

理解を深めるための普及啓発や認知症の予防・早期発見・早期対応、若年性認知症の方へ

の支援体制づくり等、様々な施策を実施してきました。 

今後も、認知症に関して知識経験を有する委員から構成する「認知症施策推進委員会」

を中心として、認知症の方ができる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう

な施策を多面的に検討し、認知症の方を支える体制を充実していきます。 

１ 認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

認知症は誰もがなりうる病気であり、いつ自分や家族、あるいは身近な人が認知症にな

るかわかりません。市民一人ひとりが「自分ごと」として関心を持ち、認知症に関する理

解を深め、認知症になっても地域で安心して生活できるよう、認知症の正しい知識や認知

症の方を支えるサービスの周知の強化に取り組みます。 

(1) 認知症サポーターの養成及び認知症サポーター認定所の拡大 

認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の方や家族に対してでき

る範囲での手助けをする「認知症サポーター」の養成を引き続き推進するとともに、子ど

も・学生に対する養成講座の拡大を図っていきます。また、認知症の人と地域で関わるこ

とが多い小売店等の従業員を対象とした養成講座の開催を推進し、一定割合の従業員等が

認知症サポーターの養成講座を受講修了した場合に、高齢者の方にやさしい店として認定

する「認知症サポーター認定所」をさらに増やしていきます。（表 40）（図 33） 

さらに、認知症サポーターの中からステップアップ講座を受けて地域で中心となって活

動する「オレンジパートナー」の育成を進めるとともに、その活躍の場を広げ、「チーム

オレンジ35」の取組を推進していきます。（123 ページ参照） 

 

 
35 認知症の方やその家族の生活上の困りごとや希望を確認し、地域支援者をつなぐ仕組み。 
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■表40 目標値 

項  目 
現状値 

(2022年度) 
2024 年度 2025 年度 2026 年度 備考 

認知症サポーター 
(養成人数) 

38,754 3,000 3,000 3,000 
現状値は累計

数、 

目標値は年間養

成人数及び新規

認定箇所数 

認知症サポーター認定所 
(新規認定箇所) 

840 20 20 20 

 

■図33 認知症サポーター認定所のステッカー 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 認知症ケアパスの普及と活用の推進 

認知症を発症したときから、生活機能障害36が進行していく中で、その進行状況に合わ

せて、いつ、どこで、どのような医療・介護サービスを受ければよいのかをあらかじめ標

準的に決めておく「認知症ささえあいガイドブック（認知症ケアパス）」を活用し、認知

症の早期発見後のケアサービスをはじめ、生活機能障害に応じた各種サービスを体系的に

分かりやすく紹介するとともに、認知症の方を地域でいかに支えていくかを明示します。 

２ 認知症の予防と早期発見・早期対応の取組の推進 

認知症は、その症状が進行することにより、日常生活に支障をきたすおそれがあること

から、まずは、「認知症になるのを遅らせる」「認知症になっても進行を緩やかにする」

という意味での認知症予防に積極的に取り組みます。認知症予防に資する可能性のある活

動を推進していくとともに、これまで構築してきた認知症への早期発見・早期対応の仕組

みを充実していくなど、認知症の方が在宅生活をできる限り継続することができる環境づ

くりを推進していきます。また、認知症の方一人ひとりの状態にあった適切なケアを行う

ため、専門的な知識を有する保健・医療・福祉の多職種間連携を推進します。 

 

 

 
36 筋骨格系、心肺機能、認知精神機能において、これらの日常生活動作を支えるために必要な

最低限の能力を保てなくなった結果生じる、生活能力の障害をいう。 
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(1) 認知症予防に資する可能性のある活動の推進 

認知症予防について学ぶ「認知症予防教室」を地域包括支援センターなどにおいて開催

するとともに、認知症予防に資する可能性のある活動に継続して取り組めるよう、その日

の体調や場所、一緒に行う仲間に合わせてプログラムを選択できる「いつでもどこでも脳

活プログラム」の普及啓発を推進します。 

(2) 認知症の早期発見のための取組の推進 

もの忘れ健診37や地域の医療機関における診療機会等において認知症又は軽度認知障害

の疑いありとされた高齢者について、着実に認知症の早期対応につなげる取組を推進して

いきます。 

(3) 認知症初期集中支援チームの活動の推進 

日常生活圏域ごとに設置している「認知症初期集中支援チーム」と市内の認知症専門医

療機関や地域の認知症サポート医、かかりつけ医との連携を強化し、認知症の早期診断・

早期対応のための支援を行っていきます。 

(4) 認知症の方を支える多職種間連携の推進 

認知症の方を支える多職種が連携するために「認知症専門医相談」、「地域包括支援セ

ンター運営懇談会」を通じ、本市と認知症地域支援推進員、地域包括支援センター及び認

知症専門医療機関、認知症サポート医との連携体制の充実を図っていきます。 

３ 地域共生社会に向けた認知症の方を支える取組の推進 

認知症の方やその家族が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けるために、認知症があ

ってもなくても、同じ社会の一員として地域をともに創っていく地域共生社会の実現が求

められています。そのため、認知症地域支援推進員を中心として認知症の方やその家族を

地域ぐるみで支えていく体制を整えていきます。また、認知症高齢者の見守り体制の充実

を図っていきます。 

(1) 認知症地域支援推進員を中心とした地域支援体制の強化 

日常生活圏域ごとに配置した認知症地域支援推進員が中心となって、認知症の方を支え

る地域の社会資源の把握を進め、必要な社会資源の整備につなげていくとともに、地域の

医療や介護の関係機関、地域の支援機関等の連携を支援し、担当する地域の実情に応じた

認知症高齢者支援のネットワークの構築等に取り組みます。 

 
37 もの忘れ健診は、認知症や軽度認知障害の傾向が見られる高齢者の早期発見、早期治療を目

的として、70歳、73歳、76歳の高齢者に対し、すこやか検診に併せて実施している。 
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(2) 金沢市認知症地域支援センター38の設置と認知症カフェ39の充実 

金沢市認知症地域支援センターを新たに整備し、認知症に関する専門的な相談や助言等

を継続的に行うため、認知症に精通したグループホームなどに伴走型支援拠点を設置し、

初期段階からの認知症の方やその家族を支援していきます。 

また、認知症の方と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加できる集いの場、認知症に

ついての学びの場である「認知症カフェ」等を住民が主体的に関われるよう充実させ、認

知症の方やその家族等に対する支援を行います。 

(3) 認知症高齢者の見守り体制の充実 

認知症の高齢者の在宅生活を支えるため、地域包括支援センターを中心とした 24 時間

体制での相談支援を充実させるとともに、地域住民、認知症地域支援推進員、地域包括支

援センター、行政、警察、その他の団体が連携し、認知症高齢者の見守り体制を強化して

いきます。 

また、認知症高齢者が行方不明になった場合の早期発見を後押しする、認知症高齢者等

地域見守りネットワークについて、IoT40を活用した見守りシステムのボランティアを増

やし、みつけてネット41の充実を図ることで、捜索体制の強化を図ります。 

(4) チームオレンジの推進 

認知症地域支援推進員がコーディネーターとなり、認知症の方とその家族やオレンジパ

ートナー、地域の認知症サポーターなどでチームを構成し、認知症の方やその家族の生活

上の困りごとや希望に沿った支援を推進していきます。 

  

 
38 本人の生きがいにつながるような支援や専門職ならではの日常生活上の工夫等の助言、家族
の精神的・身体的負担軽減につながるような効果的な介護方法や介護に対する不安解消に係る
助言などを継続的に行う伴走型の支援拠点。 

39 認知症の方と家族、地域住民、専門職等の誰もが気軽に参加し、認知症に関する相談や情報
交換ができる場を提供するもの。通称オレンジカフェ。 

40 自動車、家電などのモノがインターネットにつながり、情報のやり取りをすることで、新た

な付加価値を生み出すこと。 

41 行方不明になる可能性のある認知症高齢者等の名前や写真、特徴等を本人、家族に同意を得

た上であらかじめ登録しておき、早期発見に役立てるもの。 
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４ 若年性認知症の方を支える取組の推進 

若年性認知症（65 歳未満で発症する認知症の総称）については、一般的に「発症から

診断」、及び「診断から介護保険サービスの利用などの支援」に至るまでの期間が長い傾

向が見られます。現役世代で発症することが多いことから、認知機能が低下しても、でき

ることを可能な限り続けながら適切な支援を受けられるよう、本人の状態に応じた就労支

援、障害福祉サービスの活用、インフォーマルサービスの活用など適切な支援施策を周知

していくとともに、若年性認知症の方の支援団体や近隣自治体と連携し、若年性認知症の

方を支えるネットワークづくりを推進していきます。 

(1) 若年性認知症への理解を深めるための普及・啓発の推進 

若年性認知症の方が、早期に適切な診断や支援につながれるよう、認知症サポーター養

成講座等の機会を利用した市民への普及啓発や、医療機関や企業等に対する、若年性認知

症の相談窓口等の情報提供を推進していきます。また、若年性認知症の方が就労時から利

用できる制度もあることから、介護保険制度に縛られることなく、本人の状況に合わせて、

適切と思われるサービスや制度が利用できるような周知も行っていきます。 

(2) 若年性認知症の方の状況に応じた支援体制の強化 

認知症の方をはじめ、その家族が気軽に相談できる相談窓口であり、本人や関係者等が

交流できる居場所となっている若年性認知症カフェや、若年性認知症の方の希望と若年性

認知症の方を応援したい個人や団体のできることのマッチングを行う「金沢市若年性認知

症応援団」の取組を継続していきます。 
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項目 
令和４年度 

現状 

令和６年度 

達成目標 

令和７年度 

達成目標 

令和８年度 

達成目標 

掲載 

ページ 

施策目標 適切な介護サービスを安定して受けられる体制の充実 

① 認定調査票点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検 64 

② 認定調査員研修 年２回実施 年２回実施 年２回実施 年２回実施 64 

③ ケアプラン点検数 70件点検 70件以上 70件以上 70件以上 65 

④ 住宅改修施工前点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検 66 

⑤ 住宅改修施工後点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検 66 

⑥ 住宅改修施工後現地調査 65件点検 65件以上 65件以上 65件以上 66 

⑦ 福祉用具購入の点検 全件点検 全件点検 全件点検 全件点検 66 

⑧ 福祉用具貸与の点検 軽度者全件点検 軽度者全件点検 軽度者全件点検 軽度者全件点検 66 

⑨ 縦覧点検の実施月数 12月実施 12月実施 12月実施 12月実施 66 

⑩ 医療情報との突合の実施月数 12月実施 12月実施 12月実施 12月実施 66 

⑪ 
介護職員不足を感じる事業所

の割合 
58.9% 低下 低下 低下 72 

⑫ 
ケア・ワーカーカフェ 

（参加者数／回） 
７人 ７人以上 ７人以上 ７人以上 72 

⑬ 
ケア・メンター派遣 

（事業所数） 
６事業所 ６事業所以上 ６事業所以上 ６事業所以上 73 

施策目標 在宅医療・介護連携による切れ目のない支援体制の充実 

⑭ 
入退院時の医療・介護連携指

針の周知割合 
31.9% 上昇 上昇 35.0% 83 

施策目標 生活支援の充実とみんなで支え合う地域体制の強化 

⑮ 介護予防支援会議（件数） 55件 99件 102 件 103 件 102 

⑯ 地域ケア会議（開催数） 265 件 240 件 240 件 240 件 102 

⑰ 
ケアマネジメント支援会議

（開催数） 
45件 40件 40件 40件 102 

⑱ 地域ケア推進会議（開催数） 47件 49件 49件 49件 102 

⑲ 地域福祉座談会（開催数） 109 件 216 件 216 件 216 件 102 

施策目標 介護予防の推進 

⑳ 

ロコモティブシンドローム

（運動器症候群）を認知して

いる人の割合の増加 

38.5%    109 

㉑ 
低栄養傾向高齢者の割合の減

少 
19.9%    109 

㉒ 
80歳で20歯以上の自分の歯を

有する人の割合の増加 
45.9%   

  109 

 

長寿安心プラン２０２４で定めるＫＰＩ一覧 
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㉓ 

いきいきシニア介護支援ボラ

ンティアポイント事業の登録

者数 

25人 47人 84人 120 人 109 

㉔ 
フレイルチェック 

（開催数・参加者数） 

20回 

延べ 189 人 

33回 

延べ 750 人 

39回 

延べ 960 人 

51回 

延べ 1,290 人 
111 

㉕ 健康寿命の延伸 
男性：80.37 歳 

女性：84.43 歳 
   112 

㉖ 
要介護認定率の低下（65歳以

上の要支援・要介護認定率） 
19.5%    112 

㉗ 金沢ウォーク（参加者数） 1,341人 1,500人 1,500人 1,500人 112 

㉘ 
運動習慣者の割合の増加 

（65歳以上） 

男性：43.1% 

女性：47.4% 
   113 

㉙ １日の平均歩行数の増加 
男性：4,207 歩 

女性：5,285 歩 
   113 

㉚ 
金沢スポーツフェスティバル 

（参加者数） 
1,519人 1,500人 1,500人 1,500人 113 

施策目標 高齢者の社会参加の促進 

㉛ 地域サロン（箇所） 273 箇所 274 箇所 275 箇所 276 箇所 117 

㉜ 
金沢高砂大学校・大学院 

（修了者数） 
438 人 804 人 804 人 804 人 117 

㉝ 
金沢ボランティア大学校 

（65歳以上の修了者数） 
95人 100 人 100 人 100 人 117 

施策目標 認知症の方を支える体制の充実 

㉞ 
認知症サポーター 

（養成人数） 

38,754 人 

（累計値） 
3,000人 3,000人 3,000人 121 

㉟ 
認知症サポーター認定所 

（新規認定箇所） 

840 箇所 

（累計値） 
20箇所 20箇所 20箇所 121 
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「住民基本台帳人口」(金沢市調査統計室）を用い、コーホート要因法により推計 

第１節  高齢者人口・要支援・要介護認定者数の推計 

 

１ 高齢者人口の推計 

65 歳以上の高齢者人口の増加と少子化に伴う 64 歳以下の人口の減少によって、総人

口に占める高齢者の割合を示す高齢化率は上昇していくことが予測されます。高齢化率は、

2040 年には約 33.4％に達すると見込まれます。（図 34、表 41） 

■図34 金沢市の高齢者人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    「住民基本台帳人口」(金沢市調査統計室）を用い、コーホート要因法により推計 

■表 41 金沢市の高齢者人口の推計 

区   分 2024 年度 2025 年度 2026 年度 
（参考） 

2040 年度 

総人口(人) 443,040 440,544 437,988 395,206 

40～64歳(人) 

(第２号被保険者) 
152,421 151,669 151,178 119,425 

65歳以上(人) 

(高齢者計) 
123,022 123,400 123,468 131,965 

高齢化率(％) 27.8% 28.0% 28.2% 33.4% 

65～74歳(人) 52,022 50,590 49,791 61,596 

75歳以上(人) 71,000 72,810 73,677 70,369 
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２ 要支援・要介護認定者数の推計 

高齢者人口の推移とこれまでの要支援・要介護高齢者の認定率から推計すると、認定者

数は 2040 年度に向けて増加していくと見込まれます。（表 42） 

 

■表42 要支援・要介護認定者数の推計             単位：人 

区   分 2024 年度 2025 年度 2026 年度 
（参考） 
2040 年度 

要支援１ 3,380 3,407 3,422 3,693 

要支援２ 3,648 3,676 3,704 4,123 

要介護１ 5,396 5,443 5,491 6,218 

要介護２ 4,492 4,526 4,575 5,312 

要介護３ 3,371 3,394 3,436 4,111 

要介護４ 2,768 2,790 2,830 3,424 

要介護５ 1,927 1,938 1,962 2,317 

合 計 24,982 25,174 25,420 29,198 
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第２節  介護保険サービスの見込量 

これまでの介護給付の実績や高齢化の進展に伴う要介護認定者の増加等を踏まえ、第９

期計画（2024 年度（令和 6 年度）～2026 年度（令和 8 年度））における介護保険サ

ービスの量を次のとおり見込みました。 

１ 居宅サービスの見込量 

要介護者を対象とした居宅サービスの見込量は次のとおりです。 

区  分 
2023 年度 
見込み 

第９期 

2024 年度 2025 年度 2026 年度 合計 

訪問介護 

給付費（千円） 4,965,485 5,163,411 5,241,555 5,311,414 15,716,380 

回数（回/月） 159,388 163,334 165,672.3 167,965.7  

実利用人数(人/月) 3,965 4,005 4,034 4,052  

訪問入浴介護 

給付費（千円） 48,343 49,592 49,654 49,654 148,900 

回数（回/月） 325.1 328.9 328.9 328.9  

実利用人数(人/月) 82 83 83 83  

訪問看護 

給付費（千円） 1,070,834 1,124,761 1,127,304 1,146,377 3,398,442 

回数（回/月） 20,677.5 21,424.6 21,460.7 21,823.7  

実利用人数(人/月) 2,256 2,422 2,488 2,533  

訪問リハビリ
テーション 

給付費（千円） 50,322 52,661 54,233 54,643 161,537 

回数（回/月） 1,503.5 1,552.0 1,596.3 1,609.5  

実利用人数(人/月) 121 123 126 127  

居宅療養管理
指導 

給付費（千円） 477,940 509,785 517,786 527,019 1,554,590 

実利用人数(人/月) 4,130 4,340 4,403 4,482  

通所介護 

給付費（千円） 4,031,571 4,227,306 4,269,997 4,314,138 12,811,441 

回数（回/月） 45,395.8 46,969.4 47,447.1 47,949.5  

実利用人数(人/月) 4,114 4,323 4,456 4,555  

通所リハビリ
テーション 

給付費（千円） 975,144 990,979 998,228 1,003,155 2,992,362 

回数（回/月） 9,433.0 9,447.7 9,503.8 9,545.3  

実利用人数(人/月) 1,082 1,082 1,085 1,088  

短期入所生活
介護 

給付費（千円） 1,968,962 2,004,581 2,023,309 2,046,031 6,073,921 

日数（日/月） 19,510.8 19,468.3 19,629.8 19,828.1  

実利用人数(人/月) 1,194 1,218 1,223 1,230  

短期入所療養
介護 

給付費（千円） 50,336 54,227 56,075 57,275 167,577 

日数（日/月） 384.0 417.5 430.6 439.2  

実利用人数(人/月) 32 32 33 34  

特定施設入居
者生活介護 

給付費（千円） 1,144,185 1,171,416 1,184,272 1,205,250 3,560,938 

実利用人数(人/月) 508 511 516 525  

福祉用具貸与 
給付費（千円） 992,367 1,049,998 1,068,659 1,086,955 3,205,612 

実利用人数(人/月) 6,541 6,875 7,022 7,155  

特定福祉用具
販売 

給付費（千円） 25,994 27,472 27,472 27,472 82,416 

人数（人/月） 68 72 72 72  

小計（千円） 15,801,483 16,426,189 16,618,544 16,829,383 49,874,116 

住宅改修 
給付費（千円） 57,337 57,337 58,033 59,045 174,415 

人数（人/月） 52 52 53 54  

居宅介護支援 
給付費（千円） 1,760,636 1,835,576 1,856,005 1,877,918 5,569,499 

実利用人数(人/月) 9,863 10,125 10,218 10,332  

合計（千円） 17,619,455 18,319,102 18,532,582 18,766,346 55,618,030 
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２ 地域密着型サービスの見込量 

要介護者を対象とした地域密着型サービスの見込量は次のとおりです。 

区  分 
2023 年度 
見込み 

第９期 

2024 年度 2025 年度 2026 年度 合計 

定期巡回・随時

対応型訪問介護

看護 

給付費（千円） 79,262 84,614 86,140 87,558 258,312 

実利用人数(人/月) 36 38 39 40  

夜間対応型訪問

介護 

給付費（千円） 0 － － － － 

実利用人数(人/月) 0 － － －  

地域密着型通所

介護 

給付費（千円） 1,190,999 1,262,171 1,280,299 1,297,052 3,839,522 

回数（回/月） 13,101.9 13,588.4 13,749.3 13,901.6  

実利用人数(人/月) 1,471 1,485 1,490 1,495  

認知症対応型通

所介護 

給付費（千円） 204,490 214,979 217,335 222,507 654,821 

回数（回/月） 1,545.5 1,608.0 1,624.2 1,667.0  

実利用人数(人/月) 140 152 153 156  

小規模多機能型

居宅介護 

給付費（千円） 944,936 958,846 972,094 986,673 2,917,613 

実利用人数(人/月) 410 410 415 420  

認知症対応型共

同生活介護 

給付費（千円） 3,097,239 3,172,648 3,229,672 3,312,603 9,714,923 

実利用人数(人/月) 989 1,000 1,017 1,043  

地域密着型特定

施設入居者生活

介護 

給付費（千円） 0 － － － － 

実利用人数(人/月) 0 － － －  

地域密着型介護

老人福祉施設入

所者生活介護 

給付費（千円） 2,374,560 2,408,081 2,411,128 2,617,609 7,436,818 

実利用人数(人/月) 677 677 677 735  

看護小規模多機

能型居宅介護 

給付費（千円） 688,379 742,755 754,633 764,165 2,261,553 

実利用人数(人/月) 218 229 232 235  

合計（千円） 8,579,865 8,844,094 8,951,301 9,288,167 27,083,562 
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３ 介護予防サービスの見込量 

要支援者を対象とした介護予防サービスの見込量は次のとおりです。 

区  分 
2023 年度 
見込み 

第９期 

2024 年度 2025 年度 2026 年度 合計 

介護予防訪問入

浴介護 

給付費（千円） 739 750 750 750 2,250 

回数（回/月） 7.5 7.5 7.5 7.5  

実利用人数(人/月) 3 3 3 3  

介護予防訪問看

護 

給付費（千円） 134,602 142,788 144,268 147,502 434,558 

回数（回/月） 3,054.5 3,196.4 3,225.3 3,297.9  

実利用人数(人/月) 432 434 434 441  

介護予防訪問リ

ハビリテーショ

ン 

給付費（千円） 9,363 9,855 9,867 9,867 29,589 

回数（回/月） 279.4 290.0 290.0 290.0  

実利用人数(人/月) 26 27 27 27  

介護予防居宅療

養管理指導 

給付費（千円） 21,884 22,139 22,462 22,757 67,358 

実利用人数(人/月) 229 229 232 235  

介護予防通所リ

ハビリテーショ

ン 

給付費（千円） 186,385 189,016 189,526 190,030 568,572 

実利用人数(人/月) 440 440 441 442  

介護予防短期入

所生活介護 

給付費（千円） 25,377 26,894 28,115 28,695 83,704 

日数（日/月） 372.8 389.6 406.8 415.2  

実利用人数(人/月) 48 50 51 51  

介護予防短期入

所療養介護 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 

日数（日/月） 0 0 0 0  

実利用人数(人/月) 0 0 0 0  

介護予防特定施

設入居者生活介

護 

給付費（千円） 59,747 60,590 60,667 60,667 181,924 

実利用人数(人/月) 65 65 65 65  

介護予防福祉用

具貸与 

給付費（千円） 175,813 179,668 182,261 184,449 546,378 

実利用人数(人/月) 2,515 2,568 2,603 2,631  

特定介護予防福

祉用具販売 

給付費（千円） 12,714 12,714 12,714 12,714 38,142 

人数（人/月） 38 38 38 38  

小計（千円） 626,624 644,414 650,630 657,431 1,952,475 

介護予防住宅改

修 

給付費（千円） 65,581 66,792 66,792 68,004 201,588 

人数（人/月） 54 55 55 56  

介護予防支援 
給付費（千円） 147,853 150,664 153,522 156,296 460,482 

実利用人数(人/月) 2,737 2,772 2,823 2,874  

合計（千円） 840,057 861,870 870,944 881,731 2,614,545 
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４ 地域密着型介護予防サービスの見込量 

要支援者を対象とした地域密着型介護予防サービスの見込量は次のとおりです。 

区  分 
2023 年度 
見込み 

第９期 

2024 年度 2025 年度 2026 年度 合計 

介護予防認知症対

応型通所介護 

給付費（千円） 0 0 0 0 0 

回数（回/月） 0 0 0 0  

実利用人数(人/月) 0 0 0 0  

介護予防小規模多

機能型居宅介護 

給付費（千円） 70,138 71,128 71,832 72,446 215,406 

実利用人数(人/月) 80 80 81 82  

介護予防認知症対

応型共同生活介護 

給付費（千円） 10,959 11,114 11,128 11,128 33,370 

実利用人数(人/月) 4 4 4 4  

合計（千円） 81,097 82,242 82,960 83,574 248,776 

 

５ 介護保険施設サービスの見込量 

介護保険施設サービスの見込量は次のとおりです。 

区  分 
2023 年度 
見込み 

第９期 

2024 年度 2025 年度 2026 年度 合計 

介護老人福祉施設 
給付費（千円） 4,431,724 4,494,285 4,499,973 4,499,973 13,494,231 

実利用人数(人/月) 1,429 1,429 1,429 1,429  

介護老人保健施設 
給付費（千円） 3,811,815 3,865,625 3,870,517 3,870,517 11,606,659 

実利用人数(人/月) 1,132 1,132 1,132 1,132  

介護医療院 
給付費（千円） 905,012 917,787 918,949 918,949 2,755,685 

実利用人数(人/月) 201 201 201 201  

合計（千円） 9,148,551 9,277,697 9,289,439 9,289,439 27,856,575 
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６ 地域支援事業の見込量 

地域支援事業の見込量は次のとおりです。 

    
2023年度 

見込み 
2024年度 2025年度 2026年度 

介護予防・日常生活支援総合事業          

 訪問型サービス          

  介護予防型 利用者数（人/月） 550  563  578  584  

  基準緩和型 利用者数（人/月） 670  617  632  640  

  短期集中型（栄養改善） 利用者数（人） 13  14  14  14  

 通所型サービス       

  介護予防型 利用者数（人/月） 1,738  1,808  1,854  1,876  

  基準緩和型 利用者数（人/月） 2,182  2,291  2,350  2,378  

  短期集中型(口腔機能向上) 利用者数（人） 7  7  7  8  

  短期集中型(運動器機能向上) 利用者数（人） 150  157  161  163  

 介護予防ケアマネジメント 利用者数（人/月） 3,023  3,106  3,185  3,223  

 一般介護予防事業       

  地域介護予防活動支援事業 
ボランティアの養成など

（人） 
11  47  84  120  

  
地域リハビリテーション活動支援

事業 
介護予防支援会議（回） 76  99 102 103 

包括的支援事業       

 任意事業       

  介護給付等費用適正化事業 ケアプラン点検（件） 70  70 以上 70以上 70以上 

  家族介護支援事業 紙おむつの支給（人/月） 230  230  230  230  

  その他の事業       

   福祉用具・住宅改修支援事業 理由書作成（支援）（件） 165  165  165  165  

     現地確認（支援）（件） 0  1  1  1  

   認知症サポーター等養成事業 
認知症サポーターの養成

（人） 

38,754 

(累計)  
3,000  3,000  3,000  

     
認知症サポーター認定所

（箇所） 

840 

(累計)  
20  20  20  

   地域自立生活支援事業 
介護サービス相談員の派遣

（施設） 
21  30  35  40  

     配食サービス（人/月） 862  863  864  865  

     配食サービス（回） 219,199  219,454  219,709  219,964  

 認知症地域支援・ケア向上事業 
認知症地域支援推進員の配

置（人） 
19  20  20  20  

     若年性認知症カフェ（回） 12  12  12  12  

 地域ケア会議推進事業 地域ケア個別会議（回） 228  240  240  240  
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７ 第９期保険給付費の見込総額及び保険料額と将来推計 

第９期（2024年度（令和６年度）～2026年度（令和８年度））の保険給付費の見込

総額及び保険料基準月額と、高齢者数の推移等から算出される2040年度の各数値の将来

推計は次のとおりです。 

区  分 

第９期 
（参考） 
第 14期 

2024 年度 2025 年度 2026 年度 合計 2040 年度 

居宅サービス 17,070,603 17,269,174 17,486,814 51,826,591 20,239,065 

地域密着型 
サービス 

8,926,336 9,034,261 9,371,741 27,332,338 10,990,204 

施設サービス 9,277,697 9,289,439 9,289,439 27,856,575 11,272,239 

居宅介護支援 2,006,969 2,027,844 2,050,101 6,084,914 2,372,091 

住宅改修 124,129 124,825 127,049 376,003 148,007 

高額介護サービス 958,793 966,690 980,139 2,905,622 980,139 

高額医療合算 
介護サービス 

132,458 133,357 135,212 401,027 135,212 

特定入所者介護 
サービス 

695,969 700,813 710,379 2,107,161 710,379 

審査支払手数料 30,909 30,909 30,909 92,727 30,909 

合 計 39,223,863 39,577,312 40,181,783 118,982,958 46,878,245 

地域支援事業 2,634,048 2,678,041 2,699,117 8,011,206 2,618,708 

保健福祉事業 1,600 1,600 1,600 4,800 1,600 

保険料基準月額 6,590円 
9,600円 
程度 

 
 

 

単位：千円 

・介護保険料は、３年間の保険給付等に要する費用の見込みに基づき、その額を設定しており、保険給付等に

要する費用の23％分を65歳以上の第１号被保険者の保険料で賄うこととなっています。 

・負担割合は、税金（国、県、市）で50％、保険料（40歳以上の方の保険料）で50％の構成となっています。 
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第３節  日常生活圏域ごとの地域密着型サービスの見込量 

第９期計画（2024年度（令和６年度）～2026年度（令和８年度））における日常生

活圏域ごとの地域密着型サービスの見込量（定員）は次のとおりです。なお、第９期中の

整備量については、第９期見込量に含みます。 

日常生活圏域 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 

第９期 

見込量 

第９期の 

整備量 

第９期 

見込量(定員) 

第９期の 

整備量 

第９期 

見込量(定員) 

第９期の 

整備量 

① きしかわ － － 19 － － － 

② ふくひさ － － 121 － － － 

③ かすが － － 30 － 12 － 

④ おおてまち － － 15 － － － 

⑤ さくらまち － － 41 － － － 

⑥ たがみ － － 40 － － － 

⑦ もろえ － － 51 － － － 

⑧ くらつき － － 79 － 12 － 

⑨ えきにしほんまち － － 46 － － － 

⑩ ひろおか － － 46 － 10 － 

⑪ まぎら 37 － 104 － － － 

⑫ きたづか － － 6 － － － 

⑬ とびうめ － － 33 － 12 － 

⑭ みつくちしんまち － － 35 － 11 － 

⑮ ながさか － － 50 － 12 － 

⑯ いずみの － － 97 － － － 

⑰ ありまつ － － 18 － 12 － 

⑱ やましな － － 82 － － － 

⑲ ぬか － － 30 － － － 

⑳ かみあらや － － 21 － － － 

合  計 37 － 964 － 81 － 
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（※）「かすが」又は「さくらまち」のいずれかで29床を整備予定。 

なお、第９期見込量（定員）の( )内は整備後の数値を表します。 

 

小規模多機能型居宅介護 
認知症対応型 

共同生活介護 

地域密着型介護老人 

福祉施設入所者生活介護 

看護小規模多機能型 

居宅介護 

第９期 

見込量(定員) 

第９期の 

整備量 

第９期 

見込量(定員) 

第９期の 

整備量 

第９期 

見込量(定員) 

第９期の 

整備量 

第９期 

見込量(定員) 

第９期の 

整備量 

25 － 27 － 29 － 

58 － 

29 － 90 － 29 － 

76 － 81 － 29 (58)※ （※） 

24 － 54 － 58 － 

25 － 18 － 29 (58)※ （※） 

29 － 36 － 29 － 

29 － 63 － 58 － 

55 － 

87 － 81 － 58 － 

25 － 18 18 29 － 

24 － 108 － 29 － 

50 － 63 － 29 29 

－ － 9 － 58 － 

18 － 84 － 29 － 

188 － 

58 － 54 － 29 － 

29 － 18 － 29 － 

－ － 8 － 29 － 

25 － 72 － 29 － 

29 － 72 － 29 － 

25 － 63 － 29 － 

25 － 45 － 56 － 

632 － 1,064 18 752 58 301 － 

単位：人 
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【参考】日常生活圏域ごとのサービス事業所数 

 

日常生活圏域 訪問介護 訪問入浴介護 訪問看護 
訪問リハビリ

テーション 

居宅療養 

管理指導 
通所介護 

通所リハビリ

テーション 

 

① きしかわ 1   －  8  8  19  4  4   

② ふくひさ 5  －  15  8  42  4  9   

③ かすが 8  1  10  7  28  3  7   

④ おおてまち 8   －  20  7  73  5  17   

⑤ さくらまち 2   －  17  8  34  2  8   

⑥ たがみ 10    －  7  2  27  5  4   

⑦ もろえ 6   －  21  9  35  9  9   

⑧ くらつき 9   －  14  5  41  8  5   

⑨ えきにしほんまち 5   －  10  3  32  5  4   

⑩ ひろおか 14  1  18  7  38  8  7   

⑪ まぎら 18   －  16  6  28  5  6   

⑫ きたづか 7   －  5  2  21  5  3   

⑬ とびうめ 5  1  10  6  40  2  7   

⑭ みつくちしんまち 4   －  3  2  18  6  3   

⑮ ながさか 5   －  12  5  39  4  7   

⑯ いずみの 4   －  10  3  32  2  8   

⑰ ありまつ 10   －  9  3  23  8  3   

⑱ やましな 7   －  10  5  32  9  5   

⑲ ぬか 16   －  10  2  23  9  3   

⑳ かみあらや 8    －  5  3  29  5  3   

合  計 152  3  230  101  654  108  122   

 

※2023 年（令和５年）10月１日現在 
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短期入所 

生活介護 

短期入所 

療養介護 

特定施設入居

者生活介護 
福祉用具貸与 

特定福祉用具

販売 
居宅介護支援 

定期巡回・ 

随時対応型 

訪問介護看護 

地域密着型 

通所介護 

認知症対応型

通所介護 

 

5  2   －   －   －  4   －  2   －   

2  3  1  2  1  9   －  9   －   

－  1  1  2  2  9   －  2  1   

2   －   －  1  1  4   －  1   －   

1  －  1  1  1  9   －  3   －   

5  2   －   －   －  6   －  3   －   

4  1  1  7  6  12   －  4   －   

1  1  2  3  3  9   －  5  1   

1   －  1  3  2  1   －  3   －   

3  1  1  5  5  14   －  3  1   

2   －   －  3  2  11  1  7   －   

2   －  1  5  5  7   －  1   －   

1   －  1  1  1  6   －  3  1   

5   －  1   －   －  6   －  3  1   

2  1  1  1  1  4   －  4  1   

3   －   －   －   －  3   －  6   －   

2   －   －  2  2  9   －  1  1   

1   －  1  1  1  11   －  6   －   

1  1  1  1  1  14   －  3   －   

2   －   －  1  1  4   －  2   －   

45  13  14  39  35  152  1  71  7   
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日常生活圏域 

小規模多機

能型居宅介

護 

認知症対応

型共同生活

介護 

地域密着型 

介護老人福

祉施設入所

者生活介護 

看護小規模 

多機能型 

居宅介護 

介護老人 

福祉施設 

介護老人 

保健施設 
介護医療院 合 計 

 

① きしかわ 1  1  1   －  4  2   －  66  
 

② ふくひさ 1  4  1   －  1  2  1  120  
 

③ かすが 3  4  1  1   －  1   －  92  
 

④ おおてまち 1  3  2   －   －   －  1  146  
 

⑤ さくらまち 1  1  1  1   －   －  3  94  
 

⑥ たがみ 1  2  1  －  2  2   －  79  
 

⑦ もろえ 1  4  2  1  1  1   －  134  
 

⑧ くらつき 3  4  2   －  1  1   －  118  
 

⑨ えきにしほんまち 1  －  1   －   －   －   －  72  
 

⑩ ひろおか 1  6  1  1  1  1   －  137  
 

⑪ まぎら 2  3  －   －   －   －   －  110  
 

⑫ きたづか －  1  2   －  1   －   －  68  
 

⑬ とびうめ 1  4  1   －  1   －   －  92  
 

⑭ みつくちしんまち 2  3  1   －  3   －   －  61  
 

⑮ ながさか 1  1  1  1  2  1   －  94  
 

⑯ いずみの －  1  1   －  2   －   －  75  
 

⑰ ありまつ 1  4  1  1   －   －   －  80  
 

⑱ やましな 1  4  1   －   －   －   －  95  
 

⑲ ぬか 1  3  1  4   －  1   －  95  
 

⑳ かみあらや 1  2  2  1  1   －   －  70  
 

合  計 24  55  24  11  20  12  5  1,898  
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日常生活圏域 

介護予防・日常生活支援総合事業 

合 計 
介護予防型 

訪問サービス 

基準緩和型 

訪問サービス 

介護予防型 

通所サービス 

基準緩和型 

通所サービス 

① きしかわ 2    －  6  2  10  

② ふくひさ 2  1  13  5  21  

③ かすが 4  2  5  2  13  

④ おおてまち 6  6  6  5  23  

⑤ さくらまち 2  2  5  6  15  

⑥ たがみ 6  1  8  3  18  

⑦ もろえ 5  1  11  2  19  

⑧ くらつき 7  2  13  6  28  

⑨ えきにしほんまち 3  2  7  5  17  

⑩ ひろおか 10  6  10  5  31  

⑪ まぎら 16  9  12  8  45  

⑫ きたづか 2  1  5  4  12  

⑬ とびうめ 4  2  5  3  14  

⑭ みつくちしんまち 5  1  8  6  20  

⑮ ながさか 3  3  6  4  16  

⑯ いずみの 3  3  8  4  18  

⑰ ありまつ 9  3  7  5  24  

⑱ やましな 7  4  15  6  32  

⑲ ぬか 11  6  10  4  31  

⑳ かみあらや 7  4  6  1  18  

合  計 114  59  166  86  425  
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【参考】日常生活圏域ごとの高齢者の状況 

 

日常生活圏域 総人口 65歳以上 総世帯数 
高齢者単独

世帯数 

高齢者夫婦

のみ世帯数 

高齢者のみ

世帯数 

高齢者が属

する世帯数 

① きしかわ 17,022 5,765 7,630 1,598 1,048 79 1,323 

② ふくひさ 23,296 5,899 10,432 1,694 1,120 50 1,297 

③ かすが 19,360 5,960 9,157 1,844 1,059 65 1,315 

④ おおてまち 22,095 7,768 12,162 2,830 1,406 91 1,371 

⑤ さくらまち 14,783 5,274 7,837 1,745 1,020 60 976 

⑥ たがみ 25,394 5,961 12,851 1,689 1,176 65 1,229 

⑦ もろえ 29,715 7,722 13,451 2,012 1,508 80 1,729 

⑧ くらつき 27,750 7,262 12,382 1,998 1,359 88 1,664 

⑨ えきにしほんまち 26,231 5,969 11,761 1,605 1,147 54 1,395 

⑩ ひろおか 24,133 4,700 12,063 1,452 825 47 1,093 

⑪ まぎら 22,951 5,850 10,839 1,760 1,117 51 1,255 

⑫ きたづか 16,955 3,907 7,694 1,160 690 40 886 

⑬ とびうめ 17,424 6,036 9,550 2,098 1,075 80 1,163 

⑭ みつくちしんまち 15,672 4,583 7,602 1,573 821 38 905 

⑮ ながさか 25,158 7,307 11,960 2,513 1,369 64 1,380 

⑯ いずみの 20,407 6,169 10,672 2,208 1,028 75 1,266 

⑰ ありまつ 20,388 5,447 9,850 1,751 1,051 52 1,089 

⑱ やましな 23,184 6,534 11,027 1,785 1,302 61 1,453 

⑲ ぬか 24,379 7,084 11,172 1,941 1,469 64 1,483 

⑳ かみあらや 28,859 7,309 13,126 1,992 1,424 77 1,628 

合  計 445,156 122,506 213,218 37,248 23,014 1,281 25,900 

 

※2023 年（令和５年）10月１日現在 
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第１節  検討の経緯 

 

１ 金沢市介護保険運営協議会委員 

2024年（令和６年）３月現在（50音順 敬称略） 

氏    名 職 ・ 団 体 等 

○ 石 田 道 彦 金沢大学人間社会学域法学類教授 

  梅 野 金 一 金沢市介護サービス事業者連絡会副会長 

北 谷 正 浩 石川県理学療法士会会長 

  熊 走 一 郎 石川県医師会理事 

小 林 千 鶴 石川県看護協会専務理事 

坂 本 修 一 連合石川かなざわ地域協議会事務局長 

高 野 善 一 金沢市民生委員児童委員協議会会長 

◎ 高 柳 晃 一 金沢市社会福祉協議会会長 

竹 多 要 介  金沢市歯科医師会理事 

 田 中 弘 幸 金沢市身体障害者団体連合会会長 

中 川 一 成 金沢市町会連合会会長 

中 川 すなお 公募委員 

中 村  徹 石川県介護支援専門員協会金沢支部副支部長 

能木場 由紀子 金沢市校下婦人会連絡協議会会長 

橋 本 昌 子 金沢市薬剤師会常務理事 

東 川 哲 朗 石川県作業療法士会会長 

前 田 直 大 金沢市介護サービス事業者連絡会会長 

宮 森 弘 美 公募委員 

森 山  治 金沢大学人間社会学域地域創造学類教授 

山 崎 満 栄 金沢市老人連合会理事 

吉 本 貴 志 公募委員 

（◎会長 ○副会長） 
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令和５年度第２回金沢市介護保険運営協議会（2023 年（令和５年）11月 29日撮影） 
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２ 第８期長寿安心プランワーキング委員 

2024年（令和６年）３月現在（50音順 敬称略） 

氏    名 職 ・ 団 体 等 

◎ 石 田 道 彦 金沢大学人間社会学域法学類教授 

梅 野 金 一 金沢市介護サービス事業者連絡会副会長 

北 谷 正 浩 石川県理学療法士会会長 

坂 本 修 一 連合石川かなざわ地域協議会事務局長 

中 川 すなお 公募委員 

中 村  徹 石川県介護支援専門員協会金沢支部副支部長 

宮 森 弘 美 公募委員 

○ 森 山  治 金沢大学人間社会学域地域創造学類教授 

吉 本 貴 志 公募委員 

（◎部会長 ○副部会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度第８回長寿安心プランワーキング（2023 年（令和５年）12月 21日撮影） 
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３ 検討の経過 

金沢市介護保険運営協議会、第８期長寿安心プランワーキング及び市民フォーラムの開

催日程及び内容等は次のとおりです。 

 

年月日 会 議 内 容 

2023年 

(令和５年) 

２月７日 

 ～18日 

◎介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の実施 

４月24日 ○第１回ワーキング 

 １ 部会長及び副部会長の互選について 

 ２ 長寿安心プラン2024の策定プロセス及びスケジュールについて 

５月30日 ○第２回ワーキング 

 １ 市民フォーラムの開催及び長寿安心プラン2024策定スケジュールの変 

更（案）について 

 ２ 「長寿安心プラン2021」施策目標に対する具体的取組の評価 

  （第５章第１節・第２節）について 

６月16日 ○第３回ワーキング 

 １ 「長寿安心プラン2021」施策目標に対する具体的取組の評価 

   （第５章第３節～第７節）について 

７月25日 ○第４回ワーキング 

 １ 「長寿安心プラン2024」（第９期介護保険事業計画）策定に向けての 

課題について 

２ 市民フォーラムの周知について 

８月９日 ●第１回金沢市介護保険運営協議会 

 １ 報 告 

  (1) 介護保険の実施状況について 

  (2) 長寿安心プラン2024策定スケジュールについて 

  (3) 市民フォーラムの開催方法等について 

(4) 金沢市地域包括ケアシステム推進基本構想評価専門部会からの報告 

 ２ 議 事 

  (1) 長寿安心プラン2024策定に向けての課題について（案） 

９月27日 ○第５回ワーキング 

 １ 市民フォーラムの開催について 

 ２ 市民フォーラムの資料について（前半） 

 ３ 市民フォーラムの資料について（後半） 
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10月11日 

14日 

16日 

■第１回市民フォーラム（市内３箇所で開催） 

・金沢市保健所 ３階駅西健康ホール「すこやか」 

・金沢市消防局 ２階防災センター 

・金沢市松ヶ枝福祉館 ４階集会室 

 １ 本市の高齢者を取り巻く現状 

 ２ 長寿安心プランについて 

 ３ 意見交換 

10月11日 

～31日 

■市民向けＷｅｂアンケートの実施 

 （内容）本市の介護保険の課題や高齢者施策について 

10月31日 ○第６回ワーキング 

 １ 長寿安心プラン2024で定める事項について 

11月14日 ○第７回ワーキング 

１ 長寿安心プラン2024の骨子案について 

２ 介護人材の確保に向けた取組について 

11月29日 ●第２回金沢市介護保険運営協議会 

 １ 報 告 

  (1) 介護保険「市民フォーラム」の結果報告について 

 ２ 議 事 

  (1) 長寿安心プラン2024の骨子案について 

12月19日 

   ～ 

2024年 

(令和６年) 

１月17日 

◎パブリックコメント手続の実施 

12月21日 ○第８回ワーキング 

 １ 第９期計画期間における施設整備計画（案）について 

 ２ 長寿安心プラン2024（第１章～第２章） 

 ３ 長寿安心プラン2024（第３章～第４章） 

12月25日 

   ～ 

2024年 

(令和６年) 

１月31日 

■第２回市民フォーラム 

（「長寿安心プラン2024骨子案」の本市公式YouTubeにおける動画配信） 

【内 容】 

ワーキング部会長及び副部会長による骨子案の概要説明 

１月25日 ○第９回ワーキング 

 １ 長寿安心プラン2024（第５章） 
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２月14日 ○第10回ワーキング 

 １ 長寿安心プラン2024骨子案に係るパブリックコメントの結果について 

２ 第９期介護保険料（案）について 

３ 長寿安心プラン2024（第６章～第７章） 

２月19日 ●第３回金沢市介護保険運営協議会 

 １ 議 事 

  (1) 「長寿安心プラン2024」の市長建議案について 

  (2) 第９期の施設整備計画及び介護保険料について 
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第２節  市民フォーラム及びＷｅｂアンケートの概要 

１ 目的 

長寿安心プラン2024の策定に当たり、本市の高齢者を取り巻く現状や長寿安心プラン

についての説明を行い、市民の意見を伺うため、市民フォーラムを開催しました。併せて、

より多くの市民から意見を伺うことができるよう、同時期に市民向け Web アンケートを

実施しました。 

また、高齢者施策の策定段階での市民の参加に資するよう、パブリックコメント実施と

同時期に、長寿安心プラン 2024 骨子案に関する説明動画を配信しました。 

２ 開催内容 

（１）第１回フォーラム 

ア 開催日時等 

開催日時 場 所 参加者数 担当委員 

2023年（令和５年） 

10月11日（水） 

19時～20時 

金沢市保健所 

３階駅西健康ホール 

「すこやか」 

18名 

梅野委員 

北谷委員 

中川委員 

10月14日（土） 

14時～15時 

金沢市消防局 

２階防災センター 
36名 

石田委員 

坂本委員 

中村委員 

10月16日（月） 

19時～20時 

金沢市松ヶ枝福祉館 

４階集会室 
21名 

石田委員 

宮森委員 

吉本委員 

 

イ 内  容 

・本市の高齢者を取り巻く現状 

・長寿安心プランについて 

・意見交換 
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（２）Webアンケート 

ア 開催期間等 

開催期間 公開場所 回答数 

2023年（令和５年） 

10月11日（水）～ 

 10月31日（火） 

本市ホームページ 151件 

 

イ 内  容 

・本市の介護保険の課題や高齢者施策について 

 

（３）第２回フォーラム 

ア 開催方法 

本市公式YouTubeによる動画配信 

イ 公開期間 

2023年（令和５年）12月25日～2024年（令和６年）１月31日 

ウ 内 容 

・長寿安心プラン2024骨子案の概要説明 
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３ 市民フォーラム及びＷｅｂアンケートにおける主な意見   

（１）回答者の年齢及び属性 

・会場アンケート 

 ・年代                  ・属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・Ｗｅｂアンケート 

  ・年代                  ・属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年代 人数 

20 歳未満 1 

20 歳代 8 

30 歳代 2 

40 歳代 13 

50 歳代 16 

60 歳代 12 

70 歳代 7 

80 歳以上 1 

不明 1 

回答者合計 61 

（参加者） （75） 

属性 人数 

介護サービス利用者 0 

利用者家族 8 

ケアマネジャー 6 

介護サービス事業所職員 8 

民生委員 10 

学生 1 

その他 27 

不明 1 

回答者合計 61 

（参加者） （75） 

年代 人数 

20 歳未満 2 

20 歳代 3 

30 歳代 12 

40 歳代 46 

50 歳代 50 

60 歳代 29 

70 歳代 9 

80 歳以上 0 

不明 0 

合計 151 

属性 人数 

介護サービス利用者 4 

利用者家族 3 

ケアマネジャー 40 

介護サービス事業所職員 83 

民生委員 4 

学生 0 

その他 17 

不明 0 

合計 151 
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（２）意見等の主な内容 

ア 多様な住まいの確保 

・介護人材の確保が難しい現状で、介護施設の整備を進めることは困難であると思う。 

・介護保険施設の整備を進めることは良いことだが、人材の確保・育成と並行して考え

る必要がある。 

・医療依存度の高い方を受け入れる施設が少ないように思う。 

・要介護者が増加していくため、介護施設を充実してほしい。 

・介護施設について、定期的な行政の現地調査、指導をお願いしたい。 

・金沢市の介護保険施設は充実しているように感じる。 

・有料老人ホームの食事について、献立の表示をしてほしい。また、食形態の種類を充

実させてほしい。 

イ 介護サービス・在宅医療の提供体制の充実 

・介護現場で働く従業者のイメージアップをしてほしい。 

・海外人材確保のため、資格取得の支援や補助を充実させてほしい。 

・介護職員の高齢化が進んでおり、若い人の就労が増えるよう対策が必要である。 

・介護人材の３年以内離職率が高い原因と対策について、検討を重ねる必要があるので

はないか。 

・新入社員に対する適切な指導や教育が難しいことが早期離職につながっていると思う。 

・介護サービス事業所従業者の質の向上をお願いしたい。 

・介護支援専門員の質の向上へ向けた研修や指導の強化をお願いしたい。 

・介護職員やケアマネジャーの待遇向上に取り組んでほしい。 

・ノーリフティングケアの取組を検討してほしい。 

・介護サービス事業所での記録物、文書事務の簡素化をしてほしい。 

・ＩＣＴを活用した介護サービスの質の向上をさらに進めてほしい。 

・訪問入浴介護事業所が少なすぎる。 

・カスタマーハラスメントへの対策を検討してほしい。 

・在宅での看取りの受皿が十分でないように感じる。 

・排泄介助が必要な方が重度化した場合でも、在宅生活を継続できるよう、在宅生活の

支援を検討してほしい。 

・在宅医療における訪問栄養指導の充実と普及啓発に取り組むべき。 

・ＡＣＰ（人生会議）を継続して実施できる土壌が育まれるよう検討してほしい。 

・ＡＣＰと権利擁護を組み合わせた普及啓発やガイドラインの作成が必要。 

・介護と医療の連携を推進してほしい。 
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ウ 生活支援・介護予防の提供体制の充実 

・独居又は準ずる方へのゴミ出し代行サービスを実施してほしい。 

・高齢者の安否確認を強化してほしい。 

・在宅療養者や独居高齢者、老老介護の方にも適切な栄養が摂れるような高齢者施策を

実施してほしい。 

・フレイルについてもう少し教えてほしかった。 

・配食サービスについて、現在の見守りを重視したものの他に、栄養を重視したものを

実施してほしい。 

・介護予防のための施策やフレイル予防の運動イベントをより周知するべきである。 

エ 高齢者の社会参加の促進 

・町会に老人が集まることのできる場所が欲しい。 

・出張型の地域サロンがあると良い。 

・いきいきシニア介護支援ボランティアポイント事業について、ポイント交換の内容に

商品交換や商品券を取り入れてはどうか。 

・郊外では移動手段が限られており、今後が不安である。 

オ 認知症の方を支える体制の充実 

・認知症予防について学び、取り組める場が増えると良いのではないか。オンライン講

座等があると良い。 

・認知症カフェへ行くための送迎システムがあると助かる。 

・若年性認知症の方が利用しやすい施設を作ってほしい。 

・認知症カフェをより充実させるべきである。 

・認知症の方を介護される方のストレス軽減を含めた施策を展開してほしい。 

カ 高齢者を支える重層的ネットワーク体制の構築 

・日常生活圏域が 20 圏域に細分化されるのは良いが、スムーズに運営や事務の引継ぎ

ができるように主導してほしい。 

・地域包括支援センターの運営懇談会について、警察や消防関係者にも参加してほしい。 

・地域包括支援センターの再編成で担当包括が変更になる方について、利用者になるべ

く負担が生じないよう配慮してほしい。 

・地域ケア会議に管理栄養士が参加できる体制を整備してほしい。 
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キ 市民への適切な情報提供と市民参加の促進 

・ホームページやＱＲコード等による情報提供は、高齢者にはついていけない。 

・市民フォーラムの参加者が少ないように感じる。 

・高齢者施策の策定時に、市民参加をより促進すべきである。 

ク その他の課題等 

・介護保険料の引き下げを検討してほしい。 

・生産年齢人口の減少に伴い市の税収が減少すると思うが、安心安全な地域をつくるた

めに大切になると思うので、企業の誘致等による税収増を検討してほしい。 

・市民フォーラムの内容として、前回計画の検証・評価を加えると良い。目標に対する

達成度を知りたい。 

・オンラインでの市民フォーラムの開催を検討してほしい。 

・介護保険制度が煩雑すぎる。 

・身寄りのない人に対する支援について、権利擁護の観点から、ガイドラインの作成が

必要であると思う。 
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第３節  介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

【参考】介護予防・日常生活圏域ニーズ調査の単純集計結果 

問１ あなたのご家族や生活状況について 

（１）家族構成をお教えください 

１．一人暮らし（19%） ２．夫婦二人暮らし（配偶者 65 歳以上）（41%）          

３．夫婦二人暮らし（配偶者 64 歳以下）（5%） ４．息子・娘との二世帯（18％） 

５．その他（15％）  （無回答 2％） 

（２）あなたは、普段の生活でどなたかの介護・介助が必要ですか 

１．介護・介助は必要ない （84%） 

２．何らかの介護・介助は必要だが、現在は受けていない （7%） 

  ３．現在、何らかの介護を受けている 

（介護認定を受けずに家族などの介護を受けている場合も含む）（6%）  （無回答 2%） 

① 【（２）において「１．介護・介助は必要ない」以外の方のみ】 

介護・介助が必要になった主な原因はなんですか（いくつでも） 

１．脳卒中（脳出血・脳梗塞等）（11%） ２．心臓病 （１3％）   

３．がん（悪性新生物）（9%） ４．呼吸器の病気（肺気腫･肺炎等）（6%） 

５．関節の病気（リウマチ等）（13%） ６．認知症（アルツハイマー病等）（7%） 

７．パーキンソン病（4%） ８．糖尿病（12%） ９．腎疾患（透析）（3％） 

10．視覚・聴覚障害（9%） 11．骨折・転倒（19%） 12．脊椎損傷（8%） 

13．高齢による衰弱（25%） 14．その他（17%） 15．不明（2%） 

② 【（２）において「３．現在、何らかの介護を受けている」の方のみ】 

主にどなたの介護・介助を受けていますか（いくつでも） 

１．配偶者（夫・妻）（35%） ２．息子（19%） ３．娘（26%）   

４．子の配偶者（10%） ５．孫（3%） ６．兄弟・姉妹（1%）  

７．介護サービスのヘルパー（27%） ８．その他（14%） 

（３）現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか 

１．大変苦しい（8%） ２．やや苦しい（25%） ３．ふつう（53％）   

４．ややゆとりがある（6%） ５．大変ゆとりがある（1%）  （無回答 7%） 

（４）お住まいは一戸建て、または集合住宅のどちらですか   

 １．持家（一戸建て）（81%） ２．持家（集合住宅）（5%） ３．公営賃貸住宅（3％） 

 ４．民間賃貸住宅（一戸建て）（1％） ５．民間賃貸住宅（集合住宅）（5％） 

６．借家（1％） ７．その他（1％）  （無回答 2%） 
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問２ からだを動かすことについて 

（１）階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか   

  １．できるし、している（60%） ２．できるけどしていない（21%） 

  ３．できない（17％）  （無回答 2%） 

（２）椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか  

  １．できるし、している（74%） ２．できるけどしていない（12%）    

３．できない（12％）  （無回答 2%） 

（３）１５分位続けて歩いていますか 

  １．できるし、している（73%） ２．できるけどしていない（17%）    

３．できない（8％）  （無回答 2%） 

（４）過去１年間に転んだ経験がありますか 

  １．何度もある（9%） ２．１度ある（22%） ３．ない（67％）  （無回答 1%） 

（５）転倒に対する不安は大きいですか 

  １．とても不安である（12%） ２．やや不安である（37%）  

  ３．あまり不安でない（30％） ４．不安でない（19％）  （無回答 2%） 

（６）週に１回以上は外出していますか 

  １．ほとんど外出しない（5%） ２．週１回（11%） ３．週２～４回（42％） 

４．週５回以上（41％） （無回答 1%） 

（７）昨年と比べて外出の回数が減っていますか  

  １．とても減っている（5%） ２．減っている（27%）   

３．あまり減っていない（31％） ４．減っていない（37％）  （無回答 1%） 

（８）外出を控えていますか 

１．はい（27%） ２．いいえ（71%）  （無回答 2%） 

① 【（８）で「１．はい」（外出を控えている）の方のみ】 

外出を控えている理由は、次のどれですか（いくつでも） 

１．病気（11%） ２．障害（脳卒中の後遺症など）（2%） 

  ３．足腰などの痛み（39%） ４．トイレの心配（失禁など）（12%）  

５．耳の障害（聞こえの問題など）（5%） ６．目の障害（5%）   

７．外での楽しみがない（15%） ８．経済的に出られない（11%） 

９．交通手段がない（12%） 10．その他（39%） 

（９）外出する際の移動手段は何ですか（いくつでも） 

１．徒歩（57%） ２．自転車（18%） ３．バイク（1%）   

４．自動車（自分で運転）（60%） ５．自動車（人に乗せてもらう）（26%）   

６．電車（4%） ７．路線バス（28%） ８．病院や施設のバス（1%） 

９．車いす（0%） 10．電動車いす（カート）（0%）   

11．歩行器・シルバーカー（2%） 12．タクシー（14%） 13．その他（0%） 
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問３ 食べることについて 

（１）．身長（身長を記入）     体重（体重を記入）    

  １．低体重（BMI＜18.5）（8%） ２．普通体重（18.5≦BMI＜25）（67%）  

３．肥満（25≦BMI）（21%）  （無回答 3%）  

（２）半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 

  １．はい（31%）  ２．いいえ（68%）  （無回答 1%） 

（３）お茶や汁物等でむせることがありますか  

１．はい（31%）  ２．いいえ（68%）  （無回答 1%） 

（４）口の渇きが気になりますか 

 １．はい（28%）  ２．いいえ（71%）  （無回答 1%） 

（５）歯磨き（人にやってもらう場合も含む）を毎日していますか  

  １．はい（92%）  ２．いいえ（7%）   （無回答 1%） 

（６）歯の数と入れ歯の利用状況をお教えください（成人の歯の総本数は、親知らずを含めて 32 本で

す）  

  １．自分の歯は 20 本以上、かつ入れ歯を利用（14%）   

２．自分の歯は 20 本以上、入れ歯の利用なし（33％）   

３．自分の歯は 19 本以下、かつ入れ歯を利用（38%）   

４．自分の歯は 19 本以下、入れ歯の利用なし（12％）  （無回答 4%） 

（７）６ヶ月間で２～３kg 以上の体重減少がありましたか 

１．はい（13%）  ２．いいえ（85%）  （無回答 2％） 

（８）どなたかと食事をともにする機会はありますか 

１．毎日ある（56%）  ２．週に何度かある（9%）  ３．月に何度かある（13%） 

４．年に何度かある（11%）  ５．ほとんどない（10%）  （無回答 1%） 
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問４ 毎日の生活について 

（１）物忘れが多いと感じますか  

 １．はい（42%）  ２．いいえ（56%）  （無回答 2%） 

（２）バスや電車を使って一人で外出していますか（自家用車でも可） 

  １．できるし、している（77%）  ２．できるけどしていない（15%）   

３．できない（7％）  （無回答 1%） 

（３）自分で食品・日用品の買物をしていますか 

  １．できるし、している（80%）  ２．できるけどしていない（13%） 

  ３．できない（4％）  （無回答 2%） 

（４）自分で食事の用意をしていますか 

  １．できるし、している（69%）  ２．できるけどしていない（21%） 

  ３．できない（8％）  （無回答 2%） 

（５）自分で請求書の支払いをしていますか 

  １．できるし、している（81%）  ２．できるけどしていない（13%） 

  ３．できない（3％）  （無回答 3%） 

（６）自分で預貯金の出し入れをしていますか 

  １．できるし、している（82%）  ２．できるけどしていない（11%） 

  ３．できない（4％）  （無回答 2%） 

（７）趣味はありますか  

 １．趣味あり（70％）  ２．思いつかない（23％）  （無回答 7%） 

（８）生きがいはありますか   

１．生きがいあり（57％）  ２．思いつかない（33％）  （無回答 10%） 
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問５ 地域での活動について 

（１）以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか 

① ボランティアのグループ 

１．週４回以上（1%） ２．週２～３回（1%） ３．週１回（1%） ４．月１～３回（4%） 

５．年に数回（5%） ６．参加していない（61%）  （無回答 27%） 

② スポーツ関係のグループやクラブ 

１．週４回以上（4%） ２．週２～３回（7%） ３．週１回（5%） ４．月１～３回（4%） 

５．年に数回（2%） ６．参加していない（55%）  （無回答 24%） 

③ 趣味関係のグループ 

１．週４回以上（2%） ２．週２～３回（4%） ３．週１回（5%）  

４．月１～３回（9%） ５．年に数回（5%） ６．参加していない（52%） 

（無回答 23%） 

④ 学習・教養サークル 

１．週４回以上（0%） ２．週２～３回（1%） ３．週１回（1%） ４．月１～３回（3%） 

５．年に数回（3%） ６．参加していない（62%）  （無回答 29%） 

⑤ （「転ばん元気な体づくり教室」、「すこやか筋力トレーニング教室」等）介護予防のための

通いの場 

１．週４回以上（1%） ２．週２～３回（2%） ３．週１回（1%） ４．月１～３回（1%） 

５．年に数回（1%） ６．参加していない（66%）  （無回答 28%） 

⑥ 老人クラブ 

１．週４回以上（0%） ２．週２～３回（0%） ３．週１回（0%） ４．月１～３回（1%） 

５．年に数回（5%） ６．参加していない（66%）  （無回答 27%） 

⑦ 町内会・自治会 

１．週４回以上（0%） ２．週２～３回（0%） ３．週１回（1%） ４．月１～３回（4%） 

５．年に数回（18%） ６．参加していない（51%）  （無回答 26%） 

⑧ 収入のある仕事 

１．週４回以上（16%） ２．週２～３回（6%） ３．週１回（1%）  

４．月１～３回（2%） ５．年に数回（2%） ６．参加していない（49%） 

 （無回答 24%） 

（２）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地

域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として参加してみたいと思いますか 

１．是非参加したい（7%） ２．参加しても良い（46%） ３．参加したくない（37％） 

４．既に参加している（4%）     （無回答 6%） 

（３）地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地

域づくりを進めるとしたら、あなたはその活動に企画・運営（お世話役）として参加してみた

いと思いますか 

１．是非参加したい（2%） ２．参加しても良い（28%） ３．参加したくない（60％） 

４．既に参加している（3%）     （無回答 6%） 
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問６ たすけあいについて 

あなたとまわりの人の「たすけあい」についておうかがいします 

（１）あなたの心配事や愚痴（ぐち）を聞いてくれる人（いくつでも） 

１．配偶者（55%） ２．同居の子ども（18%） ３．別居の子ども（35%） 

 ４．兄弟姉妹・親戚・親・孫（31%） ５．近隣（10%） ６．友人（44%） 

  ７．その他（3%） ８．そのような人はいない（5%）  

（２）反対に、あなたが心配事や愚痴（ぐち）を聞いてあげる人（いくつでも） 

１．配偶者（53%） ２．同居の子ども（16%） ３．別居の子ども（31%） 

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫（33%） ５．近隣（13%） ６．友人（44%）   

７．その他（3%） ８．そのような人はいない（8%） 

（３）あなたが病気で数日間寝込んだときに、看病や世話をしてくれる人（いくつでも） 

１．配偶者（61%） ２．同居の子ども（25%） ３．別居の子ども（32%） 

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫（13%） ５．近隣（2%） ６．友人（4%） 

７．その他（2%） ８．そのような人はいない（8%） 

（４）反対に、看病や世話をしてあげる人（いくつでも） 

１．配偶者（63%） ２．同居の子ども（20%） ３．別居の子ども（24%） 

４．兄弟姉妹・親戚・親・孫（21%） ５．近隣（3%） ６．友人（6%） 

７．その他（2%） ８．そのような人はいない（16%） 

（５）家族や友人･知人以外で、何かあったときに相談する相手を教えてください（いくつでも） 

１．自治会・町内会・老人クラブ（7%） ２．社会福祉協議会・民生委員（12%） 

３．ケアマネジャー（9%） ４．医師・歯科医師・看護師（35%）   

５．地域包括支援センター・役所・役場（14%） ６．その他（8%）  

７．そのような人はいない（42%） 
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問７ 健康について 

（１）現在のあなたの健康状態はいかがですか  

  １．とてもよい（9%） ２．まあよい（70%） ３．あまりよくない（16%） 

  ４．よくない（2%）  （無回答 2%）  

（２）あなたは、現在どの程度幸せですか 

（「とても不幸」を 0 点、「とても幸せ」を 10 点として、ご記入ください） 

0 点（0%）  １点（0%）  2 点（1％）  3 点（2％）  4 点（2％） 

5 点（17％）  6 点（9％）  7 点（17％）  8 点（24％）  9 点（9％） 

10 点（15％）  （無回答 3%） 

（３）この１か月間、気分が沈んだり、ゆううつな気持ちになったりすることがありましたか 

１．はい（36%） ２．いいえ（61%）  （無回答 3%） 

（４）この１か月間、どうしても物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じが 

ありましたか 

  １．はい（24%） ２．いいえ（73%）  （無回答 3%） 

（５）タバコは吸っていますか 

１．ほぼ毎日吸っている（9%） ２．時々吸っている（2%）   

３．吸っていたがやめた（32%） ４．もともと吸っていない（56%）  （無回答 1%）   

（６）現在治療中、または後遺症のある病気はありますか（いくつでも） 

１．ない（15％）  ２．高血圧（43%）  ３．脳卒中（脳出血･脳梗塞等）（3%）   

４．心臓病（11%）  ５．糖尿病（15%）  ６．高脂血症（脂質異常）（14%） 

７．呼吸器の病気（肺炎や気管支炎等）（6%）  ８．胃腸・肝臓・胆のうの病気（6%） 

９．腎臓・前立腺の病気（9%）  10．筋骨格の病気（骨粗しょう症、関節症等）（15%） 

11．外傷（転倒・骨折等）（4%）  12．がん（悪性新生物）（5%）  

13．血液・免疫の病気（2%）  14．うつ病（2%）   

15．認知症（アルツハイマー病等）（1%）  16．パーキンソン病（1%）   

17．目の病気（16%）  18．耳の病気（6%）  19．その他（11%）  

（７）通院や外出が困難になった場合、在宅でも医療・介護サービスを受けることができる「在宅医 

療」について知っていますか 

１．知っているし利用したことがある（3%） ２．知っているが利用したことがない（68%） 

３．知らない（27%）  （無回答 2%） 

 

問８ 認知症にかかる相談窓口の把握について 

（１）認知症の症状がある又は家族に認知症の症状がある人がいますか 

 １．はい（10%）  ２．いいえ（88%）  （無回答 2%） 

（２）認知症に関する相談窓口を知っていますか 

   １．はい（27%）  ２．いいえ（71%）  （無回答 2%） 
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問９ 健康づくりや介護予防について 

（１）日常的に出かける場所はありますか（いくつでも） 

  １．友人・知人宅（22%） ２．飲食店（31%） ３．銭湯（19%） 

 ４．公共施設（図書館など）（15％） ５．公民館などのサークルやサロン（10％） 

  ６．スポーツジムや体育施設（15％） ７．デイサービス（4％） 

８．デパートやショッピングセンター（52％） ９．その他（13％） 10．特になし（16％） 

（２）金沢市が行っている健康づくりや介護予防のための教室や出前講座があることを知っていますか 

   １．知っている（28%）  ２．知らない（67%）  （無回答 5%） 

（３）あなたは、ふだんから健康づくりや介護予防のために取り組んでいることはありますか 

（いくつでも） 

  １．就労している（23%） ２．散歩などできるだけ歩くようにしている（48%）   

３．食事や栄養に気をつけている（53%） ４．体を動かす体操や運動をしている（39％） 

５．口の中を清潔にしている（45％） ６．休養や睡眠を十分とっている（43％） 

７．こころの健康を保つようにしている（23％） ８．健康診査を定期的に受けている（52％） 

９．家にこもらず外出するようにしている（33％） 

10．趣味や地域活動に取り組んでいる（19％） 

11．読み書きや計算など頭を使う作業に取り組んでいる（27％） 

  12．まだ自分には必要ないと思う（3%） 13．その他（2％） 14．特になし（5％） 

（４）あなたは、健康づくりや介護予防のために、どのような教室や活動に参加してみたいですか 

（いくつでも） 

１．食事や栄養バランスに関すること（23%） ２．お口の健康に関すること（8%） 

３．体操などの運動に関すること（29%） ４．ウォーキングに関すること（16%） 

５．生活習慣病予防に関すること（18%） ６．こころの病気に関すること（9%） 

７．認知症予防に関すること（25%） ８．ボランティア活動に関すること（7%） 

９．その他（1%） 10．わからない（9%） 11．特になし（34%） 

（５）あなたは、健康づくりや介護予防のための教室や活動に参加する場合、どのような条件なら参

加しやすいですか（いくつでも） 

１．参加費が無料又は安価である（51%）  

２．身近な場所である（歩いていける範囲）（57%） 

３．楽しみながら参加できる活動である（51%） ４．一緒に取り組む仲間がいる（26%） 

５．短時間の活動である（１～２時間程度）（43%）   

６．健康づくりや介護予防の効果が実感できる（21%） 

７．自主的な取組みに対して活動費の助成がある（6%） ８．その他（1％）  

９．特になし（20％） 

（６）今後、もしあなた自身、介護が必要となった場合、現在の住まいで自立した生活をする際に、

必要と感じることはありますか（いくつでも） 

１．配食（48%） ２．調理（34%） ３．掃除・洗濯（51%）   

４．買物（宅配は含まない）（43%） ５．ゴミ出し（47%）  

６．外出同行（通院、買物など）（41%） ７．移送サービス（介護・福祉タクシー等）（34%）

８．見守り、声かけ（20%） ９．サロンなどの定期的な通いの場（11%） 

 10．その他（3%） 11．特になし（13%）  



第７章 資料編 

 

162 

（７）あなたは、介護保険制度、市で行っている健康づくりや介護予防のための教室等について知りた

いときに、どのような方法で調べようと思いますか（いくつでも） 

１．市ホームページ（40%） ２．友人や家族などから（37%） ３．新聞（33%）   

４．地域包括支援センター（24%） ５．パンフレット（18%） ６．出前講座（2%）  

７．担当部署に電話で問合せ（28%） ８．その他（3%）  

 

問 10 地域包括支援センターについて 

（１）地域包括支援センターを知っていますか 

 １．知っている（32%） ２．聞いたことはあるがよくわからない（28%） 

３．知らない（35%）   （無回答 4%） 

（２）お住まいの地域を担当する地域包括支援センターの場所を知っていますか 

   １．知っている（50%） ２．知らない（48%） （無回答 2%） 

  ① 【（２）において「１．知っている」の方のみ】 

お住まいの地域を担当する地域包括支援センターはお住まいからどれ位の距離にありますか 

 １．車で約 5 分以内（33%） ２．車で約 10 分以内（38%） ３．車で約 15 分以内（21%）

４．車で約 30 分以内（6%） ５．車で 30 分以上（0%）   （無回答 2%） 

（３）地域包括支援センターを利用したことがありますか 

   １．現在、利用している（8%） ２．利用したことがある（12%） 

３．利用したことがない（75%）  （無回答 6%） 

① 【（３）において「３．利用したことがない」以外の方のみ】 

地域包括支援センターをどのような用件で利用していますか、または利用しましたか 

（いくつでも） 

 １．認知症に関すること（19%） ２．病院や施設の入退院（所）に関すること（42%） 

  ３．高齢者虐待に関すること（2%） ４．消費者被害防止に関すること（2%） 

    ５．成年後見制度の利用に関すること（1%） ６．介護保険に関すること（47%） 

７．高齢者に関すること以外（障害、子育てなど）の相談（4%）  ８．その他（20%） 

（４）あなたは、今後（３）①に記載のある用件以外で、地域包括支援センターで相談したい用件はあ

りますか（いくつでも） 

１．高齢者の社会参加・就労に関する相談（9%） ２．終活に関する相談（19%） 

  ３．住まいに関する相談（10%） ４．高齢者以外の生活困窮・就労に関する相談（3%） 

    ５．高齢者以外の健康問題に関する相談（4%） ６．高齢者以外の障害に関する相談（3%） 

７．子育てなど子どもに関する相談（1%） ８．ひきこもりに関する相談（1%） 

９．その他（2%） 10．特になし（65%） 

① 【（４）において「10．特になし」以外の方のみ】 

地域包括支援センターで相談したい理由を教えてください（いくつでも） 

 １．相談できる機関がない、または知らない（40%）   

２．相談できる機関が遠方にあり利用できない（3%） 

  ３．複数の問題を一つの機関で相談したい（37%） 

 ４．これまでの関わりがあるので相談しやすい（16%）  ５．その他（5%） 
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第４節  第１号被保険者の保険料 

・保険料基準額は、第８期保険料から据え置き 

・保険料段階（13段階）及び乗率を維持する 

        2024～2026 年度 

段 階 
基準額に対す

る割合 
保険料 

（年額÷12）  

□
段
階 世

帯
全
員
非
課
税 

・生活保護受給者 
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方 
・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額 
  と合計所得金額の合計が 80 万円以下の方 

0.25 1,648 円 

 

 

 

□
段
階 

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所
得金額の合計が 80 万円を超え 120 万円以下の方 

0.40 2,636 円 
 

 
 

□
段
階 

世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所
得金額の合計が 120 万円を超える方 

0.65 4,284 円 
 

 
 

□
段
階 

本
人
非
課
税 

世帯に市民税課税
の方がいるが､本
人は市民税非課税
の方 

本人の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が 80 万円以下の方 

0.85 5,602 円 

 
 
 

□
段
階 

本人の課税年金収入額と合計所得金額
の合計が 80 万円を超える方 

基準額 

6,590 円 

 

1.00 
 
 

□
段
階 

本
人
課
税 

本人の合計所得金額が 120 万円未満の方 1.15 7,579 円 

 
 
 

□
段
階 

本人の合計所得金額が 120 万円以上 
210 万円未満の方 

1.25 8,238 円 

 
 
 

□
段
階 

本人の合計所得金額が 210 万円以上 
320 万円未満の方 

1.40 9,226 円 

 
 
 

□
段
階 

本人の合計所得金額が 320 万円以上 
500 万円未満の方 

1.50 9,885 円 

 
 
 

10 
本人の合計所得金額が 500 万円以上 
800 万円未満の方 

1.75 11,533 円 

 

段
階 

 
 

11 
本人の合計所得金額が 800 万円以上 
1,000 万円未満の方 

2.00 13,180 円 

 
段
階 

 
 

12 
本人の合計所得金額が 1,000 万円以上 
1,500 万円未満の方 

2.15 14,169 円 

 
段
階 

 
 

13 
本人の合計所得金額が 1,500 万円以上の方 2.30 15,157 円 

 
段
階 

 
 

 
 ※低所得者対策として公費財源を投入し、第 1 段階については乗率「0.17」分（月額 1,120 円

分）、第 2 段階については乗率「0.20」分（月額 1,318 円分）、第 3 段階については乗率
「0.005」分（月額32円分）の軽減を実施 



第９期の施設整備計画及び
介護保険料について

令和５年度 第３回
介護保険運営協議会

令和６年２月19日
資料３



整備数（指定上限数） 整備予定圏域 整備方法

地域密着型
特別養護老人ホーム

２施設 58床
①米丸・新神田

②材木・味噌蔵 及び
浅野・森山・夕日寺

公募

認知症高齢者
グループホーム

１施設 18床 大徳 公募

特定施設（介護付き
有料老人ホーム等）

199床 ―
申請により

指定

その他の介護保険施設
新規整備せず

（参入意向法人無し）
― ―

【考慮すべき事情】

１．日常生活圏域の見直しへの対応（R6年度より１圏域増）
２．施設待機者数を踏まえて整備
３．第８期（令和３～５年度）計画の特養未整備を考慮

第９期介護保険事業計画の策定に伴い、同期間の介護保険施設等
の整備計画を定めるもの。

第９期（令和６～８年度）介護保険施設整備計画

1



地域密着型特別養護老人ホーム

250 名 － 203 床 ＝ 47 床不足

総待機者数のうち、
緊急度が高い者

空床数

（参考）特養の総待機者数：520名（R5.8末時点、本市調査）

認知症高齢者グループホーム

56 名 － 63 床 ＝ ７床余剰
緊急度高の
GH待機者数

空床数

１施設(18名)整備（休床数(36床)を
考慮し、空白圏域である大徳で整備）

特定施設（介護付き有料老人ホーム等）

322名 － 123 床 ＝ 199床不足

特養対応が
必須でない

特養待機者数

空床数

既存整備数(732床)に199床を
加えた931床を指定上限数とする

２施設(58名)整備（待機者数及び各圏域の整備状況を踏まえ、

① 米丸・新神田、② 材木・味噌蔵 及び 浅野・森山・夕日寺で各１施設）

整備数（指定上限数）の決め方

2



１ 増額要因

○被保険者の保険料負担割合
第１号被保険者の介護保険事業費に占める保険料負担割合は23％（第８期と同じ）

○施設整備に伴う介護給付費の増
令和６年度に地域密着型特別養護老人ホーム２施設及びグループホーム１施設を公募
※令和８年度に開設する場合を想定

○低所得者の保険料軽減
・低所得者の負担軽減のため、所得第１～第３段階の方に対する保険料の軽減を
継続して実施

・低所得者保険料軽減負担金の減（１段階、２段階、３段階）

○介護報酬改定
令和６年度の報酬改定率 ＋1.59％ （３年平均＋1.54％）

介護保険料の算定にあたり考慮すべき事項

3



２ 減額要因

○利用者負担割合の見直し
２割負担の対象範囲の拡大
→ 第９期に計画期間における介護保険給付費への影響なし（第10期に先送り）

３ 抑制要因

○介護給付費準備基金の取崩し
令和５年度末見込額 2,959,169千円（最終補正決算見込）

介護保険料の算定にあたり考慮すべき事項

4



第９期介護保険料

保険料基準額（案） 月額6,590円（据置き）
○ 段階

現行どおり（保険料13段階を継続）
○ 乗率

現行どおり（低所得者に係る市独自の軽減乗率も継続
１段階 0.25 ２段階 0.40 ３段階 0.65）

○ 介護給付費準備基金
第８期末 2,959百万円 → 第９期末 335百万円

（国基準）
○段階

９段階 → 13段階 ※６段階以上は保険者で設定可（ただし、13段階以上とする必要あり）
○低所得者に係る乗率

１段階 0.30 →0.285、２段階 0.50 →0.485、３段階 0.70 →0.685
※第１～第３段階 それぞれ△0.015

5



第９期介護保険料（その1）

第１段階から第５段階の保険料を据置き

0.90

1.00

0.70

段階

第１

第２

第３

第４

第５

国の現行基準

基準額に
対する割合

0.30

0.500.40 2,636円 0.485

0.25 1,648円 0.285

第５ 1.00

0.650 4,284円 0.685

0.85 5,602円 第４ 0.90

第５ 本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円を超える方

基準額
1.00

6,590円

第４ 本
人
非
課
税

世帯に市民税課税
の方がいるが､本人
は市民税非課税の
方

本人の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下の方

第１

世
帯
全
員
非
課
税

・生活保護受給者
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方
・世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額
  と合計所得金額の合計が80万円以下の方

第１

第２ 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が80万円を超え120万円以下の方 第２

第３ 世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と
合計所得金額の合計が120万円を超える方 第３

段 階
第９期（案） 国の新基準

基準額に
対する割合

保険料
（年額÷12）

段階
基準額に

対する割合
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第９期介護保険料（その２）

第６段階から第13段階の保険料を据置き

本人の合計所得金額

第６ 1.15 7,579円 第６ 1.20 第６ 1.20
第７ 1.25 8,238円 第７ 1.30 第７ 1.30
第８ 1.40 9,226円 第８ 1.50 第８ 1.50

第９ 1.70 第９ 1.70

第11 2.10
第12 2.30

第11 2.00 13,180円
第12 2.15 14,169円
第13 2.30 15,157円

800万円以上1,000万円未満

1,000万円以上1,500万円未満

1,500万円以上

第13 2.40

国の新基準

段階
基準額に

対する割合

第10 1.90
本
人
課
税

120万円未満

120万円以上210万円未満

210万円以上320万円未満

620万円以上720万円未満

720万円以上800万円未満

1.50 9,885円
420万円以上500万円未満

第９
320万円以上420万円未満

国の現行基準

基準額に
対する割合

保険料
（年額÷12）

段階
基準額に

対する割合

段 階
第９期（案）

第10

500万円以上520万円未満

1.75 11,533円
520万円以上620万円未満
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（参考）介護保険料基準額（月額）の推移

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期(案)

基準額 3,150円 3,930円 4,750円 4,750円 5,680円 6,280円 6,590円 6,590円 6,590円

増減額 － ＋780円 ＋820円 ±0円 ＋930円 ＋600円 ＋310円 ±0円 ±0円

増減率 － (+24.8%) (+20.9%) (+0.0%) (+19.6%) (+10.6%) (+4.9%) (+0.0%) (+0.0%)

基金残高 ０億円 ０億円 13.8億円 4.6億円 1.4億円 8.7億円 24.2億円 29.6億円 3.3億円

3,150円
3,930円

4,750円 4,750円
5,680円

6,280円 6,590円 6,590円 6,590円

0円

2,000円

4,000円

6,000円

8,000円

第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期(案)
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（参考）第９期保険料に係る他都市の状況について【取扱い注意】

基準額（円/月） 段階 乗率・所得区分 備考

富山市 6,600(据置き) 12→13(変更) 変更
高所得者の乗率・所得
区分を変更

福井市 6,600(据置き) 12→13(変更) 変更
６段階以上を国の乗率
に合わせる

白山市 6,220(据置き) 12→14(変更) 変更

小松市 6,300(据置き) 13(据置き) 据置き

加賀市 6,400(据置き) 12→13(変更) 変更

野々市市 6,000(△100) 10→13(変更) 変更
乗率・所得区分を国基
準に合わせる

金沢市 6,590(据置き) 13(据置き) 据置き
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